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 開  会  

 委 員 長  ただ今から予算審査特別委員会を開催します。 

（１３時３０分） 

 委 員 長  予算審査特別委員会の委員長に推薦いただきました長澤です。 

 本委員会に付託を受けました案件は、いずれも重要な案件でございます。皆様方

のご協力をよろしくお願いします。 

 ただ今の出席委員数は、９名です。 

 定足数に達していますので、ただ今から予算審査特別委員会を開催します。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 日程第１  

 委 員 長  日程第１ 議席番号の指定を行います。 

 議席番号は、本会議の議席番号とします。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 本予算審査特別委員会は、本日９日から１１日の午後５時までとしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 よって、本特別委員会の会期は、本日９日から１１日の午後５時までとすること

に決定しました。 

 日程第３   

 議  長  日程第３ 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 

 歳出について、総務課、企画政策課、保健福祉課、住民税務課、農林観光課、建設

水道課、教育課、議会事務局の順に補足説明の後、歳入については、総務課長より

補足説明を求めます。 

 まず、ページを述べてから補足説明をお願いします。 

 まず、総務課長に補足説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  議案書１００ページをお願いいたします。 

 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算」 

 平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算は、別に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３億９，８６６万６千円と

定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算」による。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」によ

る。 

 第３条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は５億円と定める。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

 説明は、次に１０７ページをお願いしたいと思います。 

 １０７ページ、第２表の地方債でございます。 

 起債の目的、限度額の順に読み上げます。 
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 臨時財政対策債につきましては、５，８９０万を限度額とするものです。 

 過疎対策事業債については、８，６９０万を限度額とし、総務債、土木債、教育債

それぞれ限度額を定めるものでございます。 

 合併特例事業債については、農林業債を１億５，６６０万と定めるものです。 

 緊急防災・減災事業債では、消防債を３，１６０万と定め、合計で３億３，４００

万を起債の限度額とするものでございます。 

 次に、第３表の債務負担行為でございますが、廃棄物処理施設整備事業起債償還

金、これは、甘木・朝倉・三井環境施設組合分でございます。 

 平成１６年度より償還期間終了まで債務負担を起こすものでございます。これは、

平成２９年度で終了するところでございます。限度額は５，３７７万４千円でござ

います。 

 次に、１０８ページをお願いいたします。 

 １０８ページでは、歳入につきまして、前年度との比較を一覧表にしております。 

 １款の村税から２０款の株式等譲渡所得割交付金まで、歳入合計３３億９，８６

６万６千円とするもので、前年度比６億８，２３３万５千円、２５．１％の増でご

ざいます。 

 次に、１０９ページでございます。 

 歳出ですが、１款の議会費より１４款の予備費まで、歳出合計３３億９，８６６

万６千円とするもので、前年度比６億８，２３３万５千円、２５．１％の増でござ

います。 

 次に、歳出の１２２ページをお願いいたします。 

 １２２ページより総務課の所管になります歳出について、補足説明を加えたいと

思います。 

 まず、２款１項１目一般管理費でございますが、報酬の欄で、嘱託職員について、

報酬が前年より増となっております。３０４万８千円増となっております。これは、

嘱託職員１名の増と時間外手当の増でございます。 

 あくまでも前年の予算との比較ですので、ご注意願いたいと思います。 

 次に、３節の職員手当におきまして、一般職勤勉手当、これが０．１５月の増と

なります。これは、２６年度の人事院勧告による分が反映されているものでござい

ます。 

 次に、１２３ページですが、７節で、臨時職員の賃金について、前年比１９１万

円の増となっております。これは、臨時職員１名と代替臨時職員、調理に携わるも

のでございますが、その増がございますので、プラス１９１万円となっております。 

 次に、１２４ページをお願いいたします。 

 １２４ページで、３目の財政管理費が１，４９５万３千円、大きく減となってお

ります。これは、２７年度に計上しておりました公会計整備委託、公共施設等総合

管理計画の委託業務の減によるものでございます。 

 次に、１２５ページでございます。 

 ２款１項５目の財産管理費でございます。１１節の需用費ですが、修繕料が５２

万４千円と、若干伸びております。 

 次に１３節の委託料で、警備委託につきまして、前年比２４９万７千円の増とな

っております。これにつきましては、現在委託しております警備会社のほうが、労

働基準監督署より指導を受けまして、夜間警備についてですね、深夜については、

休憩時間とみなしていたようですが、休憩時間と取ることができないので、その時

間についても報酬の支払いの対象にしなさいという、労働基準監督署より指導を受

けているようでございます。 
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 それに基づきまして、見積額が上がっております。それによりまして、２４９万

７千円増となっております。 

 それから、４段目にございます電気保守点検、これについてが前年より若干下が

っております。前年が１４３万ほどありましたが、６０万ほど減となっております。

これは、実績に合わせたものでございます。 

 また、昨年の決算の質問の折にですね、３年と長期契約等をやればいく分割引が

あるということで、それについても調査しました結果、３年契約をすればですね、

５％減になるという回答でございました。２８年度の契約については、その方向で

もっていくように進めておるところでございます。 

 次に、１２７ページをお願いいたします。 

 １２７ページ、１４目でございます。電算事務費ですが、これが前年比１，２６

２万７千円の減となっております。これについては、電算委託料につきまして、前

年より９４４万円、大きく減となっております。 

 これについては、前回の説明でも申し上げましたが、Windows７への入れ替え等

が終了したもので、純粋に電算の委託に係る経費が今年度より発生するものでござ

います。 

 次に、１５９ページをお願いしたいと思います。 

 １５９ページの９款１項２目の非常備消防費です。これにつきまして、前年比３

８９万２千円と伸びがあるわけですが、まず、１節の消防団報酬、これは、機能別

団員の報酬が６３万円増となっております。 

 それから、次の１６０ページですが、１６０ページにはポンプ操法の関係で、ま

ず、８節ポンプ操法指導員、選手に係る報償費、退職報償金については、前年より

１１４万円増となっております。これは、１０名の退団者を見込んでの計上でござ

います。 

 それから１１節のポンプ操法経費、１９節の操法出場助成、消防局朝倉支部の負

担金も若干増えておりますが、そういったものがポンプ操法の関係で、今回増額と

なっております。 

 次に、１７５ページをお願いいたします。 

 １７５ページには、地方債の前々年における現在高並びに前年度末及び当該年度

末における現在高の見込に関する調書というものを付けております。 

 区分には、一般公共事業債から都道府県貸付金まであるわけですが、貸付金につ

いては０でございます。 

 左から４列目の当該年度中起債見込額、これにつきまして、３億３，４００万を

計上しております。 

 それから５列目には、当該年度中の償還見込額２億２，９３３万４千円を計上し

ております。 

 その結果、当該年度末現在高見込額として、最も右端の列になるわけですが、見

込額として２３億９，８１５万４千円となる見込みでございます。 

 次に、１７６ページでございますが、１７６ページからは、給与費明細書を付け

ております。これについてはですね、当初配布したものから差し替えをさせていた

だいております。差し替えになりました理由と申しますのが、１７７ページの本年

度の職員数、これは４８名だったんですが、診療所の医師をですね、カウントから

漏れていたようでございます。 

 それから、１７９ページの平均給料月額、平均給与月額ともに、この部分の算定

の計算の仕方に誤りがありましたので、そういった関係で、今回差し替えをさせて

いただいたところでございます。 
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 それから１８１ページにつきまして、昇給の内訳に係る数字に若干誤りがござい

ましたので、その部分も今回修正させていただいたところでございます。 

 次に１８４ページをお願いいたします。 

 １８４ページには市町村交付金、地方消費税交付金、社会保障財源化分というこ

とですが、それが充てられます社会保障４経費、その他、社会保障施策に要する経

費について、計上しておるものでございます。 

 まず、歳入に市町村交付金、社会保障財源化分でございますが、１，８５０万円、

これは歳入で申しますと、地方消費税交付金として交付されるものでございます。

消費税が５％から８％にアップされた際に、その３％については、内訳を明示する

こととされておりますので、このページで明示しておるものでございます。 

 以上で、総務課の補足説明を終了いたします。 

 委 員 長  次に、企画政策課長に補足説明を求めます。 

企画政策課長 

企画政策課長  企画政策課所管の予算の補足説明をいたします。 

 まず、１２５ページをお開きください。 

 ２款１項６目です。企画振興対策費ですね、これが３３７万５千円。比較として

１０２万７千円の減額とございますが、この減額の要因といたしましては、行政ホ

ームページの作成委託料の減によるものでございます。 

 それと次のページ、１２６ページでございます。 

 主なものでございますが、その中で１９節の広域圏負担金というのがございます。

１２４万７千円。これは、広域圏の負担金でございますけども、市町村会館の維持

管理がなくなりましたので、その分の減が約４１万２千円ほどございます。 

 それと次のページ、１２７ページでございます。 

 １１目地域交通対策費でございます。主なものでございますが、この中の１９節

負担金補助及び交付金の中で、杷木線補助費というのがございます。これが１，２

９６万１千円でございますが、これは、路線バスの赤字補填分でございまして、昨

年と比較いたしまして３３万７千円ほどの増額となっております。 

 次のページでございます。１２８ページです。 

 １６目個性ある地域づくり事業費、前年比較として３９０万ほど増額となってお

ります。この原因といたしましては、１９節のコミュニティ助成事業５００万です

ね、この分のためです。 

 内容といたしましては、岩屋祭りの実行委員会、及び宝珠山盆踊り実行委員会に

対するコミュニティ事業、共に２５０万。宝くじ関連の事業でございます。 

 その下、１９目地域新エネルギー導入事業費４４３万２千円ほどの増額でござい

ます。この原因といたしましては、１３節の委託料ですね、４９０万。木質バイオ

マスボイラー導入可能性調査委託料ということでありますが、これは、木材チップ

の村内での供給の面と、またチップボイラー等の需要の面ですね、その可能性調査

の委託料の増加でございます。県費の１０分の１０ということでございます。 

 その下ですね、２３目光地域情報通信費でございます。これは、４５６万３千円

ほど増加をしておりますが、この要因といたしましては、１５節の工事請負費３２

４万、光ケーブル移設工事費でございますが、これは、岩屋地区の県道八女香春線

の改良工事に係る移設費の事業費の増と１８節の備品購入費３４５万８千円ですけ

ども、地デジ自主制御装置の交換に伴う備品購入費の増でございます。 

 それから、１３節の委託料の中の一番下ですね、番組制作委託料というのがござ

います。６４１万６千円ございますが、この内容といたしましては、プリズムへの

ですね、番組制作の委託料でございます。 
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 番組の内容といたしましては、５つございます。 

 １つ目は東峰ニュースですね、行政情報をお伝えする東峰ニュース、議会中継も

この中に含まれております。 

 ２番目に、村民の情報をお伝えする番組でございます。その内容といたしまして

は、今までありました村民広場、これまで１０分間の動画番組ですね、村民広場。

それと、これまで特殊動画を流していました東峰スペシャル、それと番組案内とか

も入っています。これに加えまして、新しく村民伝言板とか「あげます。ゆずりま

す。」コーナーとかですね、そういう新コーナーを入れると。それともう１つは、東

峰辞典と言いまして、地元だからゆえに意外と知らない東峰村について、いろいろ

紹介するという新コーナーがございます。これが２番目でございますね。 

 そして３番目に、写真トピックスで幅広い情報発信をするということで、村の暮

らし、四季の花々、出来事、トピックスなどをFacebook的な手法を活用しまして、

写真でお伝えする番組を今度企画するということでございます。それが３番目です

ね。 

 ４番目として、全国トピッスク、これは全国のケーブルテレビ連盟に加入してお

ります。その関係で、全国のケーブルテレビのいろんな情報をですね、村の中で役

立つ情報を紹介していくという番組でございます。 

 それから、５番目に、防災無線でございますが、村のお知らせのメニューを紹介

しております。それを兼ねた防災無線の試験放送を委託しております。 

 以上、５つの委託費がこの中に入っております。 

 その１２９ページの一番下ですね。２８目地域おこし支援事業費でございます。 

 １，３８５万７千円の増額ということで、前年度は３名分の予算を計上しており

ました。新年度は７名分となります。地域おこし協力隊の人件費ですね。その分が

メインでございます。活動費とかが４人分増えております。 

 それと１４節使用料及び賃借料の中の４４５万の賃借料、これは、協力隊が住む

住宅の借上料が２１６万ほどでございます。それと活動のために使う車両のリース

代、５台分でございます。これが２２４万ほどでございます。 

 次のページ、１３０ページでございます。 

 ３０目まち・ひと・しごと創生事業費、新規の事業でございまして、１１０万２

千円、新規の事業でございます。この主な内容は、１３節の委託料１００万、調査

委託料でございますが、東峰村版ＤＭＯの設立支援に向けての調査委託費の増でご

ざいます。 

 それとその下でございます。３１目移住・定住対策事業費、これが３１９万６千

円ということで、これも新規の事業でございます。 

 主な内容といたしましては、東峰村のまち・ひと・しごとの事業のですね、空き

家活用関連の事業を４事業の予算計上でございます。 

 この事業すべて、空き家バンクを利用して、移住・定住された方を対象としてお

るものでございます。 

 それとちょっと飛びますが、１５３ページでございます。 

 ７款１項３目ですね、商工施設管理費でございます。１５３ページです。 

 これは、１，３９５万３千円の予算計上ということで、村有施設、商工施設関連

の費用を分けております。内容といたしましては、委託料としまして指定管理料、

伝統産業会館、それと小石原道の駅２つが入っております。 

 工事請負費が４８０万、これは、伝統産業会館の工事請負費、外構とか側溝の改

修でございます。 

 １９節でございますが、伝統工芸支援補助金ということで、伝統的工芸品の振興
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をはかるために、小石原焼陶器協同組合に対して助成をするものでございます。 

 それと、次の１５４ページでございます。 

 ７款２項３目観光施設管理費でございます。５，５０５万ということで、村有施

設、観光施設の関連の費用を分けております。 

 まず需用費の中の修繕費でございます。これは２３０万でございますが、この内

容といたしましては、ほうしゅ楽舎内の道路と岩屋キャンプ場のコテージ、それと

棚田親水公園の遊具の撤去などの修繕費を上げております。 

 その下１３節委託料でございますが、その中で指定管理料ですね、これが１，４

１１万ほどでございますが、施設名といたしましては、いぶき館とほうしゅ楽舎と

岩屋キャンプ場と棚田親水公園、鼓の里公園の５カ所分でございます。 

 その下、施設管理委託料は、岩屋駅また湧水施設ですね、清掃委託が８１万円、

それと駅の浄化槽ですね、その管理費委託が２０万円でございます。 

 それと、その下ですね、１５節工事請負費３，７０８万ということで、内容とい

たしましては、ぽーん太の森キャンプ場の研修棟が３８０万、それとぽーん太の森

キャンプ場の木柵改修工事が３７８万、それと鼓の里物産直売所の改修費が１，４

００万ということでございます。 

 それと１５５ページでございます。 

 ７款２項６目美しい村づくり事業費でございます。６５７万６千円でございます。

これはですね、村の景観づくり推進のためにですね、木の伐採とか草刈り等に従事

する労務班を新設ということで、班をまとめる方を嘱託職員として採用し、作業を

事務的また労務的に采配し、必要に応じまして作業補助員を編成し、作業に取り掛

かるとしております。その方の人件費及び作業補助員の賃金が主な予算でございま

す。 

 それとその下ですね、７目観光連携事業費１４１万でございます。これは、昨年

実施いたしましたトレールランニングによる観光連携事業を本年度も考えておりま

す。その経費が主なものでございます。 

 企画政策課は、以上でございます。 

 委 員 長  続きまして、保健福祉課長に補足説明を求めます。 

保健福祉課長 

保健福祉課長  保健福祉課の所管するところにつきましては、事前の説明会の中でですね、各目

の比較増減、その内容等については、概略の説明を行っておりましたので、前回説

明をしていなかった部分のところの説明だけにさせていただきたいと思います。 

 １２７ページをお願いいたします。 

 地域交通対策費、本来企画政策課の所管のところでございますけれども、補助金

の関係で保健福祉課のほうでやっているものがありますので、ちょっとご説明をし

ておきたいと思います。 

 １９のですね、負担金補助及び交付金のところでございますけれども、説明の欄

のその他補助金とございますけれども、こちらにつきましては、通学定期の補助で

すね、それからエコルカードの分がここに含まれております。 

 それから、その下につきましては、タクシー助成の関係の補助でございます。 

 続きまして、１３３ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費でございまして、この中で、旅費のところの民生委

員会推薦会ということで４万ほど上げておりますけれども、こちらにつきましては、

３年に１度の民生委員の交代がありますので、３年に１度上げているところの予算

を上げております。 

 それから同じ目のですね、委託料のところの、その他委託料１２３万２千円でご
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ざいますけれども、こちらにつきましては、災害時要援護者情報管理システムの予

算でございます。 

 内容につきましては、概要説明のときに申し上げたとおりでございます。 

 それから、１３４ページをお願いいたします。 

 ３目の国民健康保険基盤安定費でございますけれども、この中の操出金のところ

でございますけれども、一番下のその他操出金ということで６５７万５千円という

ことで、昨年に比較すると大きく２，２００万程度減になっておりますけれども、

これにつきましては、法定外の操出金というところでございます。 

 それから１３５ページ、７目の障害者福祉費の委託料のところでございますけれ

ども、東峰村障害者計画策定事務委託料、これが新しく今年入っておりますけれど

も、こちらにつきましては、１０年に１度の計画ということで上げさせていただい

ているところでございます。この計画の内容につきましては、概要説明のときに説

明をしたとおりでございます。 

 それから、１３６ページ、保健福祉センター管理費でございますけれども、この

中の１３委託料の中の、説明の一番下のですね、電動式移動観覧席保守点検業務と

いうことで、こちらも１２、３年に１度はしてくださいというようなことで、今回

上げさせていただいているところです。 

 それから、その下の１５節の工事請負費、これにつきましては、温水配管更新工

事ということで、いずみ館の外にあるボイラーのところにある配管の工事を考えて

いるところです。 

 それから、１３７ページの３款２項１目児童福祉費の中の１９節の中の保育所給

食推進事業費補助（創）と書いてありますけれども、創生事業の１つでございまし

て、給食に係る米代の補助でございます。 

 この部分につきましては、小石原保育園のほうの補助となっております。 

 続きまして、１３９ページをお願いいたします。 

 ４目の児童福祉施設費（直営分）、美星保育所の分でございますけれども、その中

の１１の需用費の中の保育所給食推進事業ということで、（創）と書いてありますけ

れども、先ほど説明した部分については小石原保育園で、こちらのほうは美星保育

所に係る給食の米代の補助でございます。 

 それから、１４０ページのところのですね、目としては１目の老人福祉費になり

ますけれども、その中の１９節のところのいきいきサロン補助金ということで、今

年新たに設けた補助金でございます。 

 こちらにつきましては、高齢者等の方がですね、集まっていただいて、そこでい

ろんなコミュニティ的な事業をしていただくための、今回新しい補助金でございま

す。 

 それから１４１ページ、７目介護保険対策費の１３節委託料でございますけれど

も、この下から３つですね、認知症初期集中支援事業委託料、それから在宅医療介

護連携推進事業、それから認知症予防事業委託料のこの３つにつきましては、介護

保険の法改正に対応する事業でございまして、今年新たに行う事業でございます。 

 それから、ずっと飛びまして１４５ページ、４款１項６目鼓診療所費のところの

１５節工事請負費につきましては、エアコンの修理のための費用を計上させていた

だいております。このエアコン、開設してそのまま今まで動いていたんですけれど

も、改修工事が必要になったというようなところでございます。 

 それから１４６ページ、４款１項９目健康増進事業費の中の１３委託料ですけれ

ども、その他委託料ということで、２５９万２千円ほど計上しておりますけれども、

こちらにつきましては、総合検診のシステム改修でございます。 
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 保健福祉課からは、以上でございます。 

 委 員 長  次に、住民税務課の補足説明を求めます。 

住民税務課長 

住民税務課長  １３０ページからお願いいたします。 

 １３０ページの２款２項徴税費、１の税務総務費の中で、今年は５６３万の予算

でございます。３１８万９千円の増ですが、主なものは、１３節の委託料の標準宅

地時点修正委託料で、平成３０年に評価替えがありますので、それに伴う宅地の４

９カ所の評価でございます。 

 続きまして、１３１ページ、２款３項戸籍住民登録費の１目の戸籍住民登録費の

中で、４８万８千円の増になっていますが、１４節の使用料及び賃借料の中で４２

万３千円、事務機械リースですが、マイナンバーに伴います転入者の住所変更のプ

リンターを買うものでございます。両庁舎、宝珠山庁舎と小石原庁舎の２台分でご

ざいます。 

 だいぶ飛びまして、１３７ページ、３款１項社会福祉費の１１目の臨時給付金給

付事業４９３万１千円、１７２万の減ですが、平成２７年度は非課税の１人に対し

て６千円の支給でしたが、平成２８年度におきましては、同じく非課税世帯で１人

３千円を給付するということで、７３０名を１９節の負担金補助で組んでます。２

１９万です。それと年金生活者等の支援臨時給付金といたしまして、６５歳以上を

対象とした３万円の給付があります。５０名の予定をしております。合わせて３６

９万の予算でございます。 

 １４２ページ、４款１項保健衛生費の３目の環境衛生費でございます。１億３，

１６７万９千円の分でございますが、６２７万９千円の減になっております。 

 これにつきましては、１４３ページの１９節の負担金補助及び交付金の中で、火

葬場の運営費が４３０万ほどの減で３５２万８千円というふうにしております。 

 ２７年度は炉の改修でございましたが、今度は地下タンクの燃料タンクの替え程

度でよろしいということで、そういうふうな予算になっております。 

 それと一番大きなものは、サン・ポートの運営費で、衛生施設費負担金、２７年

度は４，４０９万７千円でしたが、今回３４０万ほど減額いたしまして、４，０６

７万７千円になっております。 

 これにつきましては、繰越金が１千万ほどあるのと、償還金がもう既に終わると

いうようなところで、負担金が減っております。 

 それと１９節の一番最後に、高齢者のごみ出し支援補助金というものを、２８年

度新たに高齢者向けの支援をしようということで、４８万円計上しておるところで

ございます。以上でございます。 

 委 員 長  次に、農林観光課長に補足説明を求めます。 

農林観光課長 

農林観光課長  １２８ページをお願いいたします。主なものについての説明をさせていただきま

す。 

 ２款１項１６目個性ある地域づくり事業、こちらは企画政策課の予算とも一緒に

なりますが、村のウォーキング、３事業ありまして、岩屋歴史探訪それから山開き、

それから１１月に行われます秋体験ウォーキングが需用費等に含まれております。 

 １９目地域新エネルギー導入事業、１９節の負担金補助及び交付金、新エネルギ

ーとして太陽光、１件１０万を上限といたしまして、５件の５０万。 

 以前までありましたペレット関係は、木質バイオのほうに移行ということが検討

しております。 

 それから１４７ページ、農業費になります。農業委員会、農業者年金、農業総務
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費、ほぼ前年と同額になります。 

 次のページ、１４８ページ、４目農業振興対策費、前年比としましては９６５万

円の減額となっております。こちらにつきましては、鳥獣の侵入防止柵の１，２０

０万が今年度をもって終了すると、２７年度。 

 それからそれに代わりまして、と言いますか、村単の農林業振興対策補助金、こ

ちらが平成２７年度の要望に対して２００万ほどの補助額をオーバーしたと。それ

から、これを受けまして、年末に要望調査を行ったところ、総額で１，０００万円

を超える要望がありましたが、その中でも特に重要だというところで、４４０万の

以前の補助額に加えて２３０万の増額ということをさせていただいております。 

 ただ、この中で、小規模維持保全事業につきまして、農道それからほ場の排水、

間詰コンクリートにかかるものですが、こちらは農業振興基金、こちらの活用の内

容と重複する部分がございますので、この農業振興基金の活用方法が決定した後に

検討し、速やかに執行していくということで、この基金の使途が決定しない限りは

執行を行わないということにしております。 

 それから、同じ１４８ページの１９節の一番下段のところに、農地バンク活用補

助（創）というふうに、総合戦略の関係で新規で上げております。１０万円。こちら

は農地を出す側には中間管理機構等の補助等がございます。これを、農地を受ける

側、耕作する側には補助がありませんでしたので、他の市町村等の事例を調査した

ところ、前例もございます。こうした農地の借り手側への支援を行うことで、農地

の流動化それから耕作放棄地の解消というようなことをはかっていきたいというふ

うに思っております。 

 それから、１４９ページ、６目農村環境整備、こちらにつきましては、１５の工

事請負費、畦畔保護工事は３，０００ｍを行います。それから、千代丸用水が７０

０万ということで、この値が比較増減の５２０万増に繋がっております。 

 それから、次が１５０ページ、１７目農村活性化事業費、こちらはライスセンタ

ーの整備にかかるものでありまして、農業用倉庫それから舗装工事等の工事費に加

えまして、補助事業としてのですね、共同乾燥施設、籾摺り施設のプロジェクト交

付金が含まれております 

 それから、今回ですね、報酬、共済費、賃金等の人件費等が含まれております。こ

ちらにつきましては、運営母体となるべきところの、今、検討協議が進められてお

ります。ライスセンター建設委員会において協議されておりますが、今現在として

は確定しておりません。ただ、今進行中の協議といたしましては、農業法人を立ち

上げて、民間の力によって雇用、商業ベースでのですね、利益それから農業の振興

といったものをはかるための農業法人を検討されております。そして、その運営母

体の民間という形を取ります中には、やはり施設利用のですね、利用者の意識を高

めて、自分たちの手で運営している施設という意識を持っていただきたいという狙

いもございます。 

 ただ、今回このような形の村での直営という形での提案をさせていただいており

ますが、これは最終的な形、形成ができなかった場合のための予算措置ということ

で、運営母体が確定し、農業法人が設立した時点において、また、予算等の提案を

させていただきたいというふうに思います。 

 それから、続きましては１５３ページ、７款商工費、商工振興費の中に総合戦略

のものが含まれておりまして、１９節補助金負担金のところでございます。真ん中

あたりにですね、スキルアップ支援補助事業（創）ということで、２５万円。 

 それから、下から３行目、創業塾フォローアップということで、平成２７年度か

らこの創業塾を開催しております。こちらを開催する事業費それから広報費に対す
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る事業、それからその後におきますフォローアップですね、これに係る支援をして

いくというものでございます。 

 それから、そのフォローアップの１つ下、弟子入り支援事業、こちら入力でです

ね、字が入っておりませんが、（創）というものを加えていただきたいと思います。 

 総合支援に関わるものでありまして、１８０万円。こちらは窯業、小石原焼等の

ですね、弟子入りの支援ということで、家賃等の生活費の支援を考えております。 

 それから、林業費のほうはほぼ同額となっておりましたので、１５６ページの上

段になります。商工費の観光情報ステーション事業、８目となります。 

 こちらは新規でございますが、今現在、農林観光課の観光係のほうで、イベント

等ございますときに、仕入れ、販売の支援それから調達等も併せて業務の中で行っ

ております。 

 こちらを観光情報ステーションそれから観光協会と、もう１つ広く言いますと、

まち・ひと・しごとにございましたＤＭＯとの関連も出てくるかと思いますが、こ

の前段の事業体となるべく部分の業務をですね、この観光ステーションで担ってい

くよう、移行のための予算計上としております。 

 農林観光課は、以上で終わります。 

 休  憩   

 委 員 長  １４時３０分まで休憩します。 

 （１４時２１分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 （１４時３０分） 

 委 員 長  建設水道課長に補足説明を求めます。 

建設水道課長 

建設水道課長  １５２ページをお願いいたします。 

 ６款２項４目林道維持費、ここでは今回新たに計上している部分につきまして、

説明したいと思います。ここでは林道の草刈り、側溝浚渫の作業を行う経費を計上

しております。 

 まず、７節賃金、こちらでは浚渫に伴いますバックホー等のオペレーター、あと

作業員等の賃金を計上しております。 

 １１節の需用費、消耗品費（創）と書いている分ですが、機会の燃料代等でござ

います。 

 １２節役務費、作業員等の保険料でございます。 

 １４節使用料及び賃借料、こちらはバックホー、運搬車等のリース代でございま

す。 

 次に、５目林道施設費、１３節の委託料、１５節の工事費、１千円で計上してお

りますが、こちらにつきましては、頭出しということで出しております。 

 現在、栗林のほうに林道開設の要望等がありまして、関係者と協議を行っている

状況でございます。まだ協議のほうが固まっておりませんので、その辺が協議が済

みました後に、また補正等で考えておるところでございます。 

 建設水道課のほうがは、以上でございます。 

 委 員 長  次に、教育課長に補足説明を求めます。 

教育課長 

 教育課長  教育委員会につきまして、ご説明をいたします。 

 ページ数、１６２ページ、教育総務の役務費でございますが、これはですね、中

学校に今まで公衆電話がございましたけれど、現在設置されている公衆電話の使用
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頻度が低く、ＮＴＴよりですね、引き上げをしなければならない旨の通知を受けて

おります。それで、新たに公衆電話を１台、学校の生徒児童が使いますので、１０

円硬貨使用ができる電話を新たに設置するものです。その費用として６万３千円ほ

ど計上させていただいております。 

 続きまして、１６６ページでございます。 

 小学校の教育振興費につきましてでございますが、８款の報償費です。ここは新

１年生のですね、負担軽減のために新たに入ってくる１年生の学用品費というもの

が発生足しますので、その費用４，５００円を１６人分全額補助するようにしてい

ます。 

 続きまして、ページ飛びますが、１７１ページ、教育費、保健体育費でございま

す。 

 保健体育費の費用が１７５万８千円ほど増額になっておりますが、本年度ふれあ

い運動会を開催するようにしております。そのための報償費、ふれあい運動会の出

場費を１地区３万円の１５地区、それから需用費といたしまして、地区対抗競技、

各種団体競技それと記念品、あと需用費等を計上させていただきました関係上、そ

の分が大幅に上がっております。 

 それと、３目の体育施設管理費でございますが、管理費の修繕費、ご説明をした

とき、バスケットリング等々申し上げましたが、中に小石原グラウンドのナイター

照明、このランプの取り換え料が６０万円入っております。 

 続きまして、ページ、１７２ページ、こちらにつきましては、文化財費が岩屋神

社の屋根の補修それから炭層表土の評価、塔の瀬観音の森等の工事費等を増額させ

ていただいております。 

 教育費につきましては、以上です。 

 委 員 長  次に、議会事務局長に補足説明を求めます。 

議会事務局長 

議会事務局長  １２１ページをお開きください。 

 １款１項１目議会費についての補足説明を行います。 

 本年度予算額は４，８４５万２千円で、前年度対比５９３万９千円の減額となっ

ております。 

 減額の主なものは、４節共済費の負担割合が１００分の６３．７から１００分の

４１．０に引き下げられております。６５３万５千円の減額です。 

 増額の主なものは、９節旅費で、各常任委員会研修視察費を３３万円上げており

ます。あと１３節委託料で、議会だよりの作成費を、需用費からの組み替えによる

６４万２千円の増です。 

 １４節使用料及び賃借料において、バス等の車借上料、これを１２万円計上して

おります。 

 １３３ページをお開きください。 

 ２款６項１目監査委員会費、本年度７３万７千円は、昨年と同額です。以上です。 

 委 員 長  次に、総務課長に歳入の補足説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  １１１ページをお願いしたいと思います。 

 １１１ページ、４款１項１目地方消費税交付金でございます。 

 先ほど歳出の説明の最後に、１８４ページの市町村交付金、社会保障財源化分と

いうことで１，８５０万、消費税の増額分ですね、それがどれで交付されるかとい

うことを説明しておりました。この地方消費税交付金の中で交付されることになっ

ております。 
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 次に、７款１項１目地方交付税ですが、これについては、公債費の減と国勢調査

人口の減を見込んで、今回２，０００万円の減で見込んでおるところでございます。

特別交付税については、前年並みの１億５，０００万を計上しております。 

 １１２ページ、次のページですね。 

 ９款２項１目の民生費負担金、保育料、これが今回大きく伸びておるところです

が、これは、制度改正によるものでございます。１，６５７万６千円ほど増となっ

ております。 

 それから、国庫、県費につきましては、それぞれ事業実施に伴うもので、増減を

伴っておるものでございます。 

 次に、１１７ページをお願いいたします。 

 １１７ページには基金の繰入金をそれぞれ上げているものでございます。 

 １１８ページの１２目と１３目施設改修等基金繰入金が２，５７８万円の増、１

３目の小石原川ダム水源地域振興事業基金繰入金が４億４，４７８万９千円の増と、

この２つが大きく伸びているものでございます。 

 次に、１６款１項１目の繰越金でございます。７，５００万、前年と全く同額で

ございますが、これは、東峰村の標準財政規模１５億２千万になるわけでございま

すが、その５％を目安としております。１５億２千万の５％は約７，５００万です

ので、繰越金として計上している数字でございます。 

 それから一番下の段、１７款諸収入でございます。これについてですね、前回の

説明で、その他の収入を上げておったわけでございます。７５０万８千円というこ

とで、内訳を示すように求められておりましたので、今回、それについてもですね、

すべて説明欄に計上して上げております。 

 どの分がその他にあったのかというのがですね、ちょっと今の段階で覚えており

ませんので、申し訳ありませんが、説明欄に上げているとおりでございます。 

 それから、下から６番目の事業参加料というのがございます。この部分について

は、教育委員会の事業に参加した際の負担金等が入っておるわけですが、その積算

の中にですね、東峰学園の電話代、公衆電話の使用料２４万円が含まれておりまし

たので、事業参加料が大きな額になっておりますが、その中には東峰学園の電話代

も入っておるということで、ご理解いただきたいと思います。 

 それから、１２０ページにつきましては、村債をそれぞれ計上しております。事

業実施に伴うものでございますので、それぞれ増減がございます。 

 以上、簡単でございますが、歳入の説明を終わらせていただきます。 

 日程第４  

 委 員 長  次に、日程第４ 議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入

歳出予算について」、建設水道課長に補足説明を求めます。 

建設水道課長 

建設水道課長  １８５ページです。 

 議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算」 

 平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６億５，６６４万９千円と定め

る。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」によ
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る。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は２，０００万円と定める。 

 第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、総務管理費に計上した各地区管理費において、過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

 １８８ページをお願いいたします。 

 地方債、起債の目的、過疎対策事業債、限度額が１，３４０万、簡易水道事業債

１，３４０万、合計２，６８０万と定めます。 

 次のページの歳入歳出予算事項別明細書、歳入ですが、第１款から第７款、歳入

合計が６億５，６６４万９千円、前年度比で増額５億２，０１１万１千円です。 

 歳出ですが、第１款から第４款予備費までの歳出合計６億５，６６４万９千円で

す。比較増減で、増の５億２，０１１万１千円です。 

 次のページからの歳入歳出ですが、事前に説明を申し上げておりますので、説明

については、割愛させていただきたいと思います。 

 日程第５  

 議  長  次に、日程第５ 議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算について」、保健福祉課長に説明を求めます。 

保健福祉課長 

保健福祉課長  ２０３ページでございます。 

 議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算」 

 平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億７，８９４万９千円と定め

る。 

 第２項、歳入歳出予算の各項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は１，０００万円と定める。 

 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、保険給付費に計上した療養諸費等に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項間の流用。 

 平成２８年３月７日提出、村長名です。 

 ２０８ページをお願いいたします。 

 こちらのほうに総括で、歳入のほうが書かれてあります。１款から１０款までご

ざいまして、歳入合計３億７，８９４万９千円でございます。 

 昨年に比較をいたしまして、５４７万６千円の減、率にして１．４％の減でござ

います。 

 それから２０９ページのほうに、歳出のほうを１款から１１款まで書いておりま

すけれども、歳出合計が３億７，８９４万９千円でございまして、昨年と比較して、

歳入と一緒ですけれども、５４７万６千円の減でございます。 

 それから、次のページをお願いいたします。 

 歳入、保険税だけ見ていきますと、一般被保険者の保険税のほうですけれども、
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昨年と比較して２４０万ほど減となっております。 

 これと反対にですね、退職者の保険税のほうにつきましては、７０万９千円とい

うことで増になっておりまして、差し引いて１７０万ほどの減となっております。 

 それから次のページ、２１２ページの繰入金のところでございますけれども、こ

れは一般会計でご説明をさせていただきましたけれども、そこの説明の一番下のと

ころにですね、その他繰入金、法定外の繰入金のところが６５７万５千円になって

おります。昨年に比較して、ここは大きく減となっているところです。 

 続きまして、歳出のほうでございますけれども、２１４ページでございます。 

 一般管理費、ここの給与につきましては、職員２名分をここで充てさせていただ

いております。 

 それから、ずっと飛びまして、２１８ページ、８款１項１目保健事業費でござい

ますけれども、こちらのほう報酬で２６４万、管理栄養士ということで説明を付け

ておりますけれども、健康づくりの推進をすることが、この医療費の抑制するため

のですね、最も大事なことではないかということで、今年から管理栄養士さんをで

すね、嘱託として雇用を考えているところで計上をさせていただいております。 

 財源といたしましては、県のほうの調整交付金で対応を考えているものでござい

ます。以上でございます。 

 日程第６  

 委 員 長  次に、日程第６ 議案第２２号「平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳

入歳出予算について」、保健福祉課長に補足説明を求めます。 

保健福祉課長 

保健福祉課長  ２２６ページでございます。 

 議案第２２号「平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算」 

 平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算は、次に定めるところ

による。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４，０８５万８千円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の各項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの

最高額は１，０００万円と定める。 

 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、総務費に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

 平成２８年３月７日提出、村長名です。 

 ２２９ページですね、こちらのほうに総括で上げておりまして、１款から６款ま

でありますけれども、歳入合計で４，０８５万８千円。昨年と比較いたしまして、

１４７万４千円の減となっております。伸び率で３．５％の減でございます。 

 それから、次のページをお願いいたします。２３０ページ、歳出のほうですけれ

ども、１款から４款までございまして、歳出合計が４，０８５万８千円、昨年と比

較いたしまして１４７万４千円の減となっております。 

 ２３１ページに歳入の関係が出ておりまして、２３３ページのほうに歳出がござ

いますけれども、これにつきましては、事前の中でご説明を申し上げたとおりでご

ざいますので、省略をさせていただきたいと思います。以上です。 

 散  会  

 委 員 長  これをもちまして、本日の審査は終了します。 
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 明日３月１０日は、午前９時半から再開します。  

 本日は、これにて散会します。 

 （１４時５２分） 
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 開  会  

 委 員 長  改めましておはようございます。 

 ただ今の出席委員数は９名です。 

定足数に達していますので、昨日に引き続きまして、予算審査特別委員会を開催

します。 

（９時３０分） 

 委 員 長  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 日程第１  

 委 員 長  日程第１ 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 

 補足説明をした順序で各課ごとに質疑を行います。 

 最初に総務課の質疑を行います。 

 歳入に関する質疑につきましては、それぞれ所管の歳入費目についてとします。 

 質問の方はページ数を最初に言いまして、質疑を行っていただきたいと思います。 

 質疑のある方は、挙手をお願いします。 

８番 佐々木委員 

 ８  番  ページは１２５ページ、２款１項の１３節の委託料で、警備委託ですね。いいで

すか。よろしいですか。 

 これは、総務課長の説明では、約２４９万ほどアップしたというようなことがあ

りました。その２４９万のアップというのが、夜間警備の、警備会社の問題等でア

ップしたと。 

 警備会社の問題等で、このように今度は自治体に全額求めてくるのか、どうかと

いうのは、これは少し私も疑問と言いますかありますので、どういうふうな、何と

言いますか、対応だったのか、質問したいと思います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  警備委託料の件でございますが、現在、光進ガードシステムという会社に委託契

約を行っておるわけですが、そちらのほうに、久留米労働基準監督署のほうから指

導があった内容について、もう一度申し上げますと、役場庁舎、小石原庁舎併せて

宿直業務の労働時間について、夜間のですね、深夜の６時間については、今まで休

憩時間として届けをしていたようでございます。そうすることで労働基準法内の時

間がですね、基準法以内に収めていたわけなんですが、それが休憩時間として、本

来みなすべきではないと、そういった指導を労働基準監督署のほうから受けている

わけですね。 

 そうすると、夕方の１７時から警備に入っているわけですが、深夜の１２時とか

そういった時間でですね、交代をする必要があるというわけです。そうすれば、一

晩のうちに、警備員２人分の人件費を見なければならないと、そういったことにな

ってきますので、そういった見積りが、この光進ガードシステムのほうから出され

まして、これについてはですね、労働基準法に反することになりますので、村とし

ては受け入れざるを得ないと、そういうことでございます。 

 そうすれば、今回２４９万７千円、これの見積りが出されております。 

 実際契約の段階ではですね、できるだけ金額については、押さえていきたいと思

っております。以上です。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  警備会社の言うことは、確かに分かるのは分かるんですが、最初から警備会社の

間違いというか、労働者に対するいろんな間違いで、それを指摘をされたからとい

って、やっぱりかえってそれを全額自治体に求めてくるのかなと、その額があまり

にも大きいからですね、これはもう２４９万という数字がいっぺんに、なんでこの
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うちに、最初から契約というのは、うちのこの東峰村役場を警備しますと。それが

いろんな中でいくらということは決まっているんだから、向こうの労働者の都合と

いうのは、本来は自治体はあまり関知しないところだろうというふうに、私は気持

ち的にあるもんですからね、だからこの質問をしたわけです。 

 これは、どうのこうの言ってもそういうことでしょうけど、ただ、やっぱり一般

的に考えると、なんとなく合点の行かない、この予算の中の２４９万アップだなと

いうふうな感じはしてます。以上です。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  ご指摘のとおりですね、そのまま受け入れるのか、受け入れんのかということも

あろうかとは思っております。 

 ただ、労働基準監督署はとしてですね、この光進ガードシステムのほうに過去に

訴求して賃金を支払うこと、そういった明示までやっているようでございます。 

 それで、今回こういった金額が提示されまして、東峰村のほうで以前契約してお

りました警備会社等にもですね、改めて見積りを取ったりしてみたんですが、それ

でもこの現在の会社のほうが安価な提案をされておりますので、そういった金額に

ついてはですね、村としてもできるだけ低額に抑えられるように努力はしておると

ころでございます。以上です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  私も今の警備のことでお尋ねいたします。 

 小石原庁舎時代は、村民が夜間警備にあたっていましたよね。これ、それこそ村

民を嘱託として逆に雇ったほうが、かなり安くなるんじゃないかと考えますけど、

そこのところは、そういった考えはないでしょうかね。 

 来てくれるかどうかというのは、ちょっと分かりませんけど、そういった応募も

してもいいんじゃないかと考えておりますが、いかがですか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  高倉議員のですね、おっしゃることは一言はあると思います。以前そういうこと

でやっていたという実績もありますしですね。 

 どういう経緯で警備保障会社になったかというのは、申し訳ありませんが、ちょ

っと詳しくはつかんでないんですけれども、そういった可能性もあれば、実際来て

くれる人がいるのかどうかというのも含めましてですね、ちょっと検討させていた

だきたいと思います。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  １２２ページですね、これちょっと自分、勉強不足で分からないからお尋ねする

んですけど、職員手当のところで、勤勉手当というのがありますよね。この勤勉手

当というのはどういうことですか。 

 委 員 長  副村長 

 副村長  勤勉手当、期末手当とともに一般的にボーナスといわれるものでございますけれ

ども、６月と１２月に支払われる一時金、その一部で、成績に応じて支払われるも

のでございます。以上です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  ただ今、他にこれ期末手当というのがありますよね。これに、別に成績に応じて

ということでございましたけど、この成績というのは誰がつくるんですか。誰が評

価するんですか。 

 委 員 長  副村長 

 副村長  最終的には村長が決定するものでございます。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 
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 ５  番  歳入の１１１ページ、７款１項１目地方交付税に関してです。 

 普通交付税、１節の分ですが、昨年はですね、昨年から、平成２７年から合併１

０年過ぎまして、合併算定による部分が５年間にわたって減額されていくという部

分で、行政懇談会を含め村民に広く説明されてきたかと思います。 

 今回の予算説明の中でも、その辺がちょっとあまり感じられなかったというかで

すね、減額の部分でも説明には上がってなかったということで、現在、合併による

算定分の減額というのは一体どうなっていますでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  合併算定替えにおけるですね、減額の部分でございますが、２７年度におきまし

ては、減額部分が１割ですけど、６３９万３千円です。 

 前回ですね、行政懇談会のときに合併算定替えにおける減額部分は、結構私も説

明の中で、数千万になるということは言ってきたと思っております。 

 それが２７年度の交付税算定においては、合併算定替えにおける差額というのが

ですね、６，３００万しかなかったわけですね。平成２６年では、その金額が１億

を超えていたわけですね、算定替えの額がですね。 

 ですから、交付税の算定の方法が変わるたびにですね、合併算定替えと１本算定

の差が変わってくるというのがございます。 

 それで、いつかこの説明もしたかと思いますが、現在庁舎を２つ持っております

ので、庁舎に対する費用がですね、交付税の中で算定されております。それが約４

千万になるわけですけど、この６千万から、今回２８年度になれば３割カットされ

るわけですので、１，８００万ほど減ってまいります。交付税が。 

 そうすると、その庁舎を別に持っている部分についての加算額と、その合併算定

替えの差額がですね、逆転する可能性が出て来ます。 

 そういうことで、結果的には算定替えの額がどれだけあるかということで、状況

は変わってくることになろうかと思います。 

 もう数字の話になりますので、なかなか数字をお見せしてですね、説明できると

分かりやすいと思うんですが、２７年度については６３９万３千円が減額されてお

ります。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  結局のところ今後どうなるかという部分がですね、おそらくすごい村民の方も気

になる部分で、行政懇談会でも、本当に５年間でこの１億ほどが下がっていくとい

う部分をすごく印象に残って、村民の方は聞かれてたかなと思うんですけれども。 

 そこの部分、結局合併、この５年間でどうなっていくのか、もう一度お答えいた

だけますでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  先ほど説明した中で、数字的なものが多かったので分かりづらかったかとは思い

ますが、２６年度に説明したときが大体１億１千何百万の算定替えの数字があった

わけですね。２７年度の交付税算定では、６千万ほどの算定替えの差額があるわけ

ですね。 

 そういったことになりますので、また、２８年度にどれだけ算定替えで差が出て

くるかというのも、まだ定かなところではないわけですね。 

 そうした場合に、今後どれだけ減額されていくかということになりますと、２７

年度のままの数字を引き継げば、約２千万ほどが減額されるということになります。 

 さらに２９年度になっていけば、それにまた２割プラスして１，２００万プラス

されると、約４千万ほどが減額されますが、小石原庁舎と分庁方式をとっています

ので、実質には２千数百万の減額で済むことになると、そういうことになります。



19 

 

よろしいでしょうか。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  なかなかその辺の計算方法はですね、難しい部分があって説明しづらい部分もあ

るかと思います。 

 一度行政懇談会等でもですね、そう減っていくという部分で、今後村の財政は大

丈夫かなという部分で、疑問を持たれていますので。 

 昨年の私も、この予算委員会の部分でこれを取り上げさせていただいたんですけ

ども、そのときに総務課長も新たな情報があれば、行政懇談会等、広報紙等でです

ね、財政関係、お知らせしますということで言われてますので、ぜひその辺をよろ

しくお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  行政懇談会でですね、もし財政のほうで誤った情報とかを流していたことがあれ

ば、きちんと訂正する必要もあろうと思いますし、それで不安をあおるようなこと

もないようにですね、村の財政についてはできるだけ情報を流していきたいと思い

ますので、それがどういう方法になるかというのは、いろいろ当初予算の関係と決

算の関係とか、そういったものを村民の方にお知らせしておりますけど、できるだ

け分かりやすい方法でですね、お示しできるようにしたいと思いますので。以上で

す。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  ページ、１２５ページの１５節工事請負費８８１万２千円。この中にですね、村

有地の草刈りというのが６５万３千円入ってますね。これ場所をちょっとお尋ねし

たいと思います。どういうところが対象になっているのか。 

 委 員 長  真田課長補佐 

総務課長補佐  例年ですが、岩屋公園周辺を予定しております。以上です。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  村有地ということで、小さな公園もあるんですよね。そういうところは対象にな

ってないんでしょうか。 

 以前ですね、例えば１つ言いますと、宝珠山駅のところ、ああいうところは対象

にはなってないんでしょうか。 

 委 員 長  真田課長補佐 

総務課長補佐  宝珠山駅周辺等はですね、職員で自発的に草刈りを定期的にやったりしておりま

す。以上です。 

 委 員 長  ６番 梶原委員 

 ６  番  １２５ページ、２款１項５目、１１節の需用費の修繕料ですが、２６０万７千円

ぐらい出てるんですが、説明会の折には、この内容については、何も聞かなかった

ような気がしたんですが、ちょっと中身を教えてください。 

 委 員 長  真田課長補佐 

総務課長補佐  修繕料につきましては、まず一番大きい部分につきましては、公用車の修繕、車

検整備が１３０万、あとは細かい修繕関係で、宝珠山庁舎が非常用発電機の蓄電池

の交換、誘導灯等ですね、消防用の誘導灯のバッテリー交換、あと自動ドア等の点

検、ベルト交換等の修繕を主に上げております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  再び歳入の部分です。１１７ページ、１３款１項２目利子及び配当金ということ

で、本年度は基金利息が６００万ということで付いております。 

 現在の国債もしくは地方債の運用の部分でお聞きしたいんですけれども、以前は

ユーロ円債を運用してた部分が、現在国債あるいは地方債の運用に変わっているか
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と思います。 

 そこでの現在のですね、国債と地方債の評価額、基準を１００とした場合の現在

の値というのはいくらになってますでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  現在、その資料を手元に持っておりませんので、今すぐにということでしたら、

時間をいただきたいと思いますが。 

 休  憩  

 委 員 長  １０分休憩します。 

 １０時から再開します。 

（９時５２分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（９時５８分） 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  国債とですね、社債の分とございますので、１つずつ説明してまいりますが。 

 まず、第６２回利付国債、２千万ほどございます。これについてが１０７．３７

円でございます。 

 次に、横浜市公募公債が２億円ございます。これが１０４．１６です。これが２

月末現在でございます。 

 次に、１３９回利付国債、１千万ございます。これが１３２．７円。三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行無担保社債というのが、社債があるわけですが、これが１千万ございます。

これが１０６．４８円。これにつきましては１２月３０日現在でございます。昨年

の１２が３０日現在でございます。 

 次に、大阪府の公募公債が３億円ございますが、これが１０１．５５円です。 

 それから、３３５回の利付国債、これがまた３億円ございますが、これが１０２．

８３円、いずれも１２月３０日現在の価格でございます。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  この評価額というのが、売買する際に対する評価、１００を基準とした評価とい

うことになるので、単純にパーセンテージで出せば１００分のいくらかの分で出て

くるわけだと思うんですけれども。 

 現在、国債と言いますか、日銀の政策金利自体がマイナス金利ということで、世

間をにぎわせておりますが、全体的に村民の皆さんが銀行等金融機関に預け入れた

りしてたり部分は、もうすごい０．００何％というような時代にないってきており、

今回聞いた部分は何と関係するかと言いますと、結局マイナス金利というか、金利

が下がることによって、今まで借りてた分の債権の評価額が上がっているというこ

となんですよね。 

 今後国の金利がですね、どうなっていくかという部分は、もちろん国のことは分

かりませんということはですね、一般質問の際にも村長は言われていたかと思うん

ですが、その借入してた、借入というかですね、買っていた時の金利もそこまで高

くなく、現在ここまで評価額が上がっていますので、もしですね、金利が上昇した

際に、評価額が１００を切る部分も往々にして出てくるのかなというのは、現在予

測できる部分であると思います。 

 それはもちろん満期までですね、持っておけば、もちろん満期で全額返ってくる

というのは、もちろん保証されている部分ではあると思うですけれども、１つ申し

上げたいのが、今評価額が高い債券ですね、その部分を、現在売買というかですね、

早期で市場で売買することによって、先に利息を確定しておいた方がいいのではな
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いかなという思いがあります。 

 というのが、１０年分で購入している部分がありますよね。２億、３億、２億で

すかね、合併振興基金による部分、その部分はやはり１０年間は評価額というのが

どうなるか分からない状況ではあって、現在１０年持ってるより、残りの年数持っ

ているよりも高い評価額になっているものが出てきていると思うんですよ。その部

分に関して、ちょっとご見解をお聞きしたいと思います。 

 委 員 長  村長 

 村  長  理論的にはそういうことだと思うんですよね。今高いときに売って、そして、ま

た国債を買えば、今度は金利の低い国債になるわけですよね。 

 何が言いたいかというと、確かに一般家庭でもおんなじだと思いますけれども、

一旦預けたら満期までは待っとくというのが、なんかそういうことじゃないかと思

いますけれども。 

 他の自治体てはそういう運用をやるあれがあるらしいですよね、そういうセクシ

ョンがあるらしいですけど、ちょっと東峰村についてはそれもありませんし、今、

議員言われるように、高いうちに売って、今の安い国債を買うのかどうか、それが

将来的に今度は、今言われましたように、額面割れになるのかというような問題も

ちょっとありますよね。その辺りも含めて検討しなきゃいかんのでしょうけれども、

そういった専門的な職員と言いますか、そういう者も現在いませんし、結論から言

いますと、１０年満期で買っているものは１０年は持ちたいなと思っております。 

 非常にちょっとこれは難しい話かなと思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  確かにその行政職員の皆さんが金融の専門家じゃないというのは、もちろん承知

で申し上げているんですけれども。 

 先ほど総務課長からおっしゃっていただいた評価額自体が１０７であったり１１

３であったり、大幅に高い数字をはじき出している部分があるからですね。 

 だとすれば、ずっと持っておくよりも、今、要は償却というかですね、してしま

ったほうが、明らかにすっと持っておくよりも、利息配当よりも高い値で村の収益

というかですね、税収となる部分に繋がるのかなと思う部分があったのでお聞きし

たところです。 

 もちろんその判断を行政職員の方々に委ねるのはなかなか酷な話ではありますの

で、できれば金融機関の方と、もちろんこの金融機関を通して購入されております

ので、その辺の判断を仰いで、ぜひ、今後の公債というかですね、国債含めて判断

していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  いいご提案でありますので、早速ですね、それを金融機関等と相談をしたいと思

います。 

 ただ、先ほど私申しましたように、今、マイナス金利とか言われておりますので、

その関係がどうなるのかというのが１つ大きなネックにはなるかと思っておりま

す。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページがありませんので、聞いてほしいと思います。 

 同僚議員から、役場職員の昇給は何号捧上がるのかというふうな、この中の議場

で出て、４号捧上がるんだというようなことが聞いております。 

 私が総務課長にどういうことを尋ねたいのかというと、職員の給料、ボーナスを、

高い安いの問題ではなく、今、東峰村の職員の給料はどの位置にまずあるのかと、

６０市町村ありますけど。 
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 ですから、ラスパイレスではなかなか見えないところもあるでしょうから、今、

東峰村、若い職員それから中堅職員、それから５０歳以上の年齢の方の職員、そう

いうふうな職員増において、東峰村職員の給与、給料全部ですね、もう給料じゃな

くて給与の関係は、この６０市町村のうちで、大体どのぐらいの位置付けになるの

か、分かればお願いします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  県内のですね、どの位置に位置付けされるかということでございますので、大体

６０市町村中４０数番ですね、４０番の前半代を位置しているところでございます。 

 ４０番、それ以降についてはですね、特に筑豊のほうとか、そういった地区がや

はり下位のほうには、市町村としては多いようでございます。以上です。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  よく役場職員の給与、報酬がラスパイレスでよく表されてはおりますが、ここの

東峰村の職員、平均年齢が高いと、４０数歳かな。ということで、その位置でいく

と、今度は県下の平均的な給与のランクでは、かなり高額な上のほうに位置するん

ですが、しかしながら、実態がよく分からないところがあるんですね。 

 だから、年齢が高い人が多ければ多いだけ、じゃあ、もうずっと数字的なものだ

けが上がってくる。今度は一般的な職員の給与は少ないとか、そういうところはあ

るもんでですね。 

 これ、なんで私こういうことを聞くかというと、やはりこれから地方版総合戦略

においては、職員の方甚大ですので、非常に頑張ってもらわなければいけないとい

うところで、自分の位置がどこにあるのかということは十分に認識をして、これか

らいろんな仕事にあたってもらいたいなという思いで、これは本当はあまりしたく

ない質問なんですけどね。しかし、そういうところもあるんだということで、質問

をしました。以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  先ほどの関連なんですけれども、勤勉手当についてですね、その評価があるとい

うようなことがありましたし、今、佐々木議員からのほうも給料の号捧等の話もあ

ったと思うんです。 

 その中で、では、今ある、この村のですね、職員における評価基準、このものが

あるということですので、具体的な詳細は必要ありませんけど、ちょっとお教え願

いたいと思います。 

 前回のときにも高倉議員のほうから、職員の資質の話もあったかと思います。そ

ういうなかで、そういうきちっとしたものがあれば、ちょっと教えていただきたい

と思いますので、質問としたいと思います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  人事評価についてはですね、以前ご説明したことがあろうかとは思いますが、２

８年度からですね、人事評価制度を自治体では導入することとされております。 

 それにあたって本村におきましても、２７年度の１０月から一部の職員に対して

人事評価制度を試行として導入しております。一部の職員と申しますのが、とりあ

えず課長補佐以上で現在行っております。 

 その評価について、今おっしゃられた勤勉手当とかですね、昇給に反映していく

のが本来の姿であろうと思うわけでございますが、なにせ本村の職員数はですね、

人数が少のうございますので、それをですね、なかなか勤勉手当、昇給等に反映さ

せるのは、いきなりというのはなかなか難しいと判断しております。 

 追ってはですね、いずれはそういうことまでやっていくべきだと思っております

が、２８年度、２９年度、村長の方針といたしましては、現段階ではいきなり給与
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に反映というのは、まだ見送っていいんじゃないかという判断をいただいておりま

す。 

 ということで、人事評価については、２８年度から本格的に実施する予定でござ

います。以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  そうしますと、これについてはですね、評価制度と一般的な人事考課制度という

ものがありますよね。それで、一般的なものについては、目標面接とかいろんなも

のがありますけれども、この職員さんのですね、評価基準というやつは、そういう

ものがあるのか。それからこの考課については、自分での自己評価というものも取

ってやっていくのか、上司のですね、上から見たものだけでなくて、本人の評価と

いうものも入れてのですね、人事評価制度を２８年度からやっていくのか、その辺

りのところはいかがでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  ただ今、伊藤議員のほうからご指摘のあったとおりの内容をですね、人事評価の

中に織り込んでおります。目標達成率、それぞれの職員がですね、目標を定めて、

その目標を達成できたか。あと通常の事務事業がきちんとこなしているか。その評

価も行います。 

 この評価を行う職員は、一般職と言いますか、係長以下については課長補佐、課

長補佐については課長と、２段階、３段階に踏まえて、最終的には村長、あるいは

教育分野においては教育長が最終判断を下すと。そういうシステムを構築している

ところでございます。以上です。 

 委 員 長  ６番 梶原委員 

 ６  番  関連質問になりますが。 

 もうこの民間はですね、こういう制度はもう１０年以上前にですね、もう始めて

いるんですよ。個人評価的なものは面接も、先ほど伊藤議員が言うように面接、こ

ういったものをやって、自己評価そして上司の評価、そういった方向性を打ち出し

てやってるわけですから、これはもう当然ですね、やっぱり総務課長が言うように、

ぜひともやっていただいて、そしてやっぱり最終判断は村長ですけど、その辺りを

ですね、やっぱ民間のやっているところをですね、学んでいただいて、ぜひともや

っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  １２５ページ、先ほどからおっしゃられております１５節の工事請負費、小石原

庁舎ということでございました。 

 これ小石原庁舎のトイレが壊れているのはご存じですか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  定かな記憶ではございませんが、男子トイレのですね、水の流れないのがあった

ような気がしますが、はっきりとは覚えておりません。以上です。 

 委 員 長  高倉委員 

 ７  番  これと一緒にですね、やはりはっきりそのとおりでございますので、修理をして

いただきたいと思っております。 

 そうでないと、やはり昔みたいには使ってないかもしれないけどもですね、やは

り何かあったときに使うときに、そういうふうなことであれば非常に不都合だと思

いますのでですね、ここも一緒に修理をしていただくようにお願いをいたしておき

ます。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  弁解のような形になりますが、宝珠山庁舎のほうはですね、総務課のほうできち
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んと把握できるんですが、小石原庁舎については、小石原庁舎長ということで、１

課長位置付けております。きちっと連絡を取りながらですね、そういった修繕する

べきところは今後確認していきたいと思います。以上です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  １６１ページ、消防備品購入費ということがございます。 

 ここでですね、私、消防主任のほうに何度も言ってきたんですけれども、各地区

に消火栓がございますよね。消火栓に筒口がない、これは、去年か一昨年か盗られ

てですね、筒口がないところもあります。ホースが１本しかないとか。 

 そこのところをやっぱりもう少し地元消防団員と話して、もう少し整備していた

だかないと、ほんといざというときには、何もできないという可能性がありますの

で、そこのところをもう少し把握していただきたいと思いますが、いかかですか。 

 委 員 長  杉野主査 

 総務課主査  消火栓の備品につきましては、議員ご指摘のとおり、盗難被害等が昨年発覚いた

しまして、消防団で調査のほうを行わさせていただいております。 

 それで、数等についてはですね、百数カ所ほど村内消火栓がありまして、一応数

等はですね、今まとめております。 

 ただ、予算につきましてはですね、ちょっと２８年度予算には上げてないんです

けれども、今年度の予算、備品購入費の中で対応したいというふうに考えておりま

して、今、ようやくまとまったところでですね、ただ言われるとおり、早期にです

ね、整備をしたほうがよいというのは、もうおっしゃるとおりでございますので、

今月中までにはですね、ある程度消火栓の不足分、特に筒先とかですね、必要なも

のについては整備したいと考えております。以上です。 

 委 員 長  ４０分過ぎましたので、あと１人でいいですか。 

 （「それはいかんですよ。」の声あり） 

７番 髙倉委員 

 ７  番  同じく１６１ページ、工事請負費、これは、大行司と皿山の水門ということでご

ざいましたけれども、皿山の水門の設置工事に、なんか水量調査を行うということ

でございましたけど、この水量調査とかを水門をつくるのに水量調査とかが必要な

んですかね。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  この工事についてですね、前回説明の中で、皿山の合流箇所ですね、水路が合流

するところで、水門を設置する際にですね、その水門の大きさ、強度、そういった

のを決定するための流量計算等を行う必要があるという説明をしたと思います。 

 村内業者のほうに鉄工業者が１軒ございますので、そちらに相談したんですけど、

見積りを取るためにですね。そうした場合に、私のほうではそういった流量計算ま

でして、強度とかそういうのを算定するのがなかなか難しいので、今回見積りは遠

慮したいということを受けておりましたので、大手業者になる可能性がありますと

いう説明をしたと思っております。 

 それで金額的には、今回きちっとした見積りでの算定ではございませんが、概ね

このくらいかかるであろうということで、計上しておるところでございます。以上

です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  いや、私が聞きたいのは、確かに今、工事の要するに土台ですか、それに対する

水量調査ということでございますけれども。そこまで、これは私、工事に対しては

素人ですから、よく分からないんですけど、地元業者が、あそこで水量を少々流れ

たからといって、例えば水門を付けるのにですよ、こんな少々流れたから、工事し



25 

 

たものが流れるとか、そういったことはちょっと考えられないんですけど。 

 大きな川であればですね、分かりますけど、その調査をしなきゃいけないという

のが、僕はちょっと納得できないんですよね。そのまんまあのくらいの、まさに谷

ですよね。単純に、これは申し訳ないんですけど、私の単純な考え方ですけど、単

純に水をせき止めておけばいいんじゃないかと思うわけですよ。 

 そこのところは、そういうふうにきちっとせんと、公共工事ですので、できない

のですかね。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  水についてはですね、通常のですね、現在流れている程度の水であればですね、

素人考えと言っちゃ悪うございますが、この程度の工事で大丈夫であろうという判

断はできるわけですけど、洪水時の計算まで行いますので、そうした場合にはやは

り強度の計算が必要になってくるかと思っておるところでございます。 

 委 員 長  １０番 大蔵委員 

 １０ 番  １２２ページ、２款１項１目一般管理費の中で保育士、嘱託なり臨時職員なりで

２人ずついるわけでございます。 

 保育士というのは、潜在的に不足しているようでございますので、実際この嘱託

と臨時で対応するものなのか、それとも正職として雇うべきなのか、その辺りの検

討はされておるんでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  議員ご指摘のとおりですね、私も非常にその件についてはですね、懸念と言いま

すか、疑問を持っておるところであります。 

 なぜかと言いますと、やはり職種によってはですね、直接人ですよね、人をやっ

ぱり扱う場所、そういったところに職員とあまり変わらないような仕事をされてい

るといったところがありますので、通常言う臨時職員とかですね、役場で言う臨時

職員とか、そういったものではないんじゃないかと、私は正直思っております。 

 しかし、今の体制の中では、臨時職員か嘱託職員かという部類しかありませんし、

その中でやっぱり臨時職員としてはこういった形、それから嘱託職員としては、昨

年ですかね、改正をしていただきまして、最大で３１万ほどまでは見れるようにな

っておりますけれども、そういったところがありますから、年々少しは嘱託ですと、

上がっていくんですけれども、本当にそれでいいのかというのは、疑問を持ってお

ります。 

 そういった点で、人件費も当然かさむことでありますけれども、今後ですね、ま

た対応を考えたいと思っております。 

 委 員 長  １０番 大蔵委員 

 １０ 番  ０歳からですね、預けているところもありまして、募集をしても集まらなかった

という実態がありますのでですね、今後の課題として、要望としてお願いしておき

ます。答弁はよろしいです。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １１９ページの歳入の１７款４項１目雑入のですね、岩屋湧水収益金というのが

あると思うんですけれども、１９１万４千円。これは、今年からになるとは思うん

ですけれども、どういった経緯で村のほうになったのかということをお伺いしたい

と思います。 

 委 員 長  企画だそうです。企画のときにお願いします。 

５番 高橋委員 

 ５  番  １２５ページ、２款１項５目の工事請負費の部分です。 

 工事請負費上がっておりますが、小石原庁舎の空調の改修及び出納室のところを
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図書スペースというふうな形でお聞きしております。 

 複数の議員、私も含めて、小石原庁舎を今後どう活用していくかというのをです

ね、一般質問でも問うた部分もございます。 

 図書スペースもですね、今年度ですか、２７年度で公民館スペースから庁舎スペ

ースというかですね、移動させたりしているんですが、現在、小石原庁舎をどうい

うふうに活用していくかの検討というのはなされているのでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  正直に言ってですね、非常に使用用途によってですね、苦慮しているところです。 

 もう少し空き部屋等も多いんでですね、その辺りを村民の皆さんのために使えな

いかというようなことは考えてはおります。 

 そう言いながらもですね、極端に言えば２階部分、これがもうほとんど空いてお

りますので、これを何に使うのか、文化財あたりの物を持って来て展示しようかと

いうような話まではちょっとしたんですけれども、じゃあ、結果的にそういった興

味を持った入場者の方があるのとかですね、それとか立派な議場があるんですけれ

ども、議場あとあたりはシアター室あたりにしてはどうかとか、そういったことは

議論をしましたけれど、まだ具体的にどうこうしようというのは決まっておりませ

ん。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ぜひ、庁舎をどう活用していくかの中で、改修というかですね、補修であったり

修繕という部分を織り込んでいっていただきたいなと。 

 修繕しました。で、また新たに使い方決まりました。また改修しないといけませ

ん。では、すごくお金が使い方としてはもったいないかなと。 

 特に、今回の空調に関しては７００万近くの空調改修にかかります。現在、その

庁舎のフロア部分、何に使っているかというと、だだっ広い中で全スペースを使っ

ているというわけではなくて、２つの課の方々がその部分を使って、あの部分の空

調を考えた中で、すごく採算性というかですね、悪いのじゃないか、それを改修し

て、また、大きな部屋を少人数で使うというデメリットですかね、あるのかなとい

う部分をもう少し考えていかないと、いくら施設改修で基金を積んでいても、なか

なかいろいろ使っていく部分では、有効性とかですね、いくらお金があっても足り

ないかなという部分がございます。 

 その辺の改修であったり、施設利用に対する計画というのは、今、そういう庁舎

であったり公共施設、どういうふうに考えられていますでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  議員おっしゃられるとおりですね、空調機あたりも庁舎建設当時から全然変えて

ないということで、今年の冬においてはですね、暖房が利かないとか、それから、

２階の会議室におきましても、空調が壊れてて、あれダム対策委員会でしたかね、

やっているときに、急きょファンヒーターあたりを持って来てやったとか。 

 したがって、今回の空調の整備につきましては、使っている部屋ですね、そうい

ったところに最低限に絞っているわけでございますけれども、１階の、今、事務室

スペースですね、この辺りの改修につきましても、予算等がかからないように、マ

ルチ方式とかあるんですけれども、そういった形で、できるだけ安く、しかも必要

なところだけを、今はやるように計画をし、予算を計上している段階であります。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  １３２ページ、参議院議員通常選挙費のところで、ちょっと報酬、職員手当とあ

りますので、ここをお伺いしたいと思います。 

 先日資料で、一昨年１２月の衆議院選挙の職員の出た期日前投票か、そういうの
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に出たのを貰いましたけれども、これは、職員が期日前投票の係になるというのは、

これは、やはり総務課で決めているんですか。それとも希望で、私がやりますとい

うことで、出ているんですか、そこのところを先に伺いたいと思います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  期日前投票にあたる職員についてはですね、選挙事務従事者の事例を、選挙管理

委員長名で出すことになります。 

 それで、本人の希望と申しますか、支障のない職員については、基本的に事務従

事にあたっていただいておるところでございます。以上です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  支障のないということでございますけれども。 

 これを見るとですね、一番多い人で６日間、あと４日間の人が５人、ところが２

回と１回の人がかなり多いんですよね。 

 ですから、これだったらはっきり申しまして、職員の方の貰う賃金というんです

か、手当というんですか、これ相当違ってきているんですよね。もう何万も違って

ます。 

 たった１回しか出てない人は、一番最後のところで５，１５６円、一番多い人で

５６，８８７円。もう１０倍違うわけですよね。 

 こういったことで、総務課長が、今日はあなたが出なさいというふうにしたほう

が、職員間で不平不満が出らんのじゃないかと思ってますけど、あまりにも金額が、

差が激しいのでですね、そういうふうにちょっと考えますけど、そこのところはい

かがでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  期日前投票につきましては、小石原庁舎と宝珠山庁舎、両方行っているわけです

が、国政選挙等においては、小石原庁舎についてはもう投票日前の１週間のみとか

ですね、そういった形で行っております。 

 そうした際、宝珠山庁舎に従事する職員のほうがですね、どうしてもこの従事回

数も多くなってまいりますし、基本的には総務課が選挙の担当課ですので、その職

員が一番数多く当たることになります。 

 それで、基本的にバランスを無視してですね、割り当てている状況ではございま

せんので、あとは職員の都合を聞きながらですね、個人的な都合はもう時間外でご

ざいますので、そちらを優先することはやむなしと考えておるところでございます。

以上です。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １６１ページの９款１項３目の１８節可搬積載車購入のところなんですけれど

も。 

 ここは軽の積載車とですね、２台購入するようになっておりますけれども、こう

いった備品というかですね、吸水管に低水量でも取れるような吸管の先につけるア

タッチメントはついているのでしょうか。 

 委 員 長  杉野主査 

 総務課主査  先ほど言われた低水のですね、ディスクストレーナーという、１５㎝であればで

すね、できるストレーナーですけども、最近の消防車両にはすべて導入するように

しております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  １２４ページ、２款１項２目文書広報費の中の例規集について、お伺いしたいと

思います。 

 ウェブの例規集でネット公開されながら、私もそういった部分すごく例規集見な
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がら、条例等を見てたんですけれども。 

 最近職員の方々が使う職員用の例規集の部分があるというのを若干聞きましてで

すね、その部分があって、また、ウェブ版はウェブ版で運用しててという、何かち

ょっと、職員版の部分うまく活用して何かできないのかなという思いがあるんです

けれども。 

 そもそもこの例規集が、職員さんたちが使っている分と、ウェブ例規集、これは

全く別の業者がされてるのでしょうか。 

 委 員 長  真田課長補佐 

総務課長補佐  業者につきましては、１社でございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ちょっとその更新のペースもですね、若干その職員の方はすごく早く更新されて

いってる。なかなかウェブ例規集のほうが追い付いてない部分があるのかなと。 

 ちょっと現在も昨年の、まだ１２月分とかも、まだ反映されてないような形でお

見受けしましたので、その辺もし２つの手間がかかっているようであれば、何かそ

の一本化して、うまくウェブなりに公開できる形というのを作っていけないのかと

感じたところなんですが、その辺は何か、手間を省けるというかですね、そういう

工夫はできないものでしょうか。 

 委 員 長  真田課長補佐 

総務課長補佐  例規集につきましては、現在の状況がですね、職員向けと言われている分が、行

政という会社の、会社のほうにサーバーがあって、今、公開している分については、

今まで村のホームページですね、その分のサーバーで村の中にありましたので、や

はりデータを持って来て移したりとかいう手間があって、時期的にちょっとずれる

とかですね、そういう実情はございました。 

 来年につきましては、ちょっと村のホームページが新しくなるという関係があっ

て、村のサーバーを、すぐではありませんが、段階的になくしていくという方法を

検討しておりますので、そのときに業者さんのサーバーに入れて、一体的に運用で

きるような形で、来年度は提案をいただいているという形です。以上です。 

 委 員 長  総務課の質疑は、これで、最後にお願いします。 

５番 高橋委員 

 ５  番  １６１ページ、消防の部分でお聞きしたいと思います。 

 ３目、消防施設費の工事請負費、防火水槽で、大行司のほうに防火水槽、お聞き

しております。 

 この額が１，０００万円ということで、一応場所とどういったタイプ、既設とい

うかですね、タンク型のものを入れのか、あるいはそこで工事業者がつくっていく

ような形なのか、どういったタイプを防火水槽は考えられているのでしょうか。 

 委 員 長  杉野主査 

総務課主査  現在、大行司地区の防火水槽の件なんですけども、場所につきましては、旧宝珠

山小学校の敷地内、村有地になりますけれども、美星保育所入口側のですね、スペ

ースを現在考えております。 

 タイプにつきましては、現在、出ておりますのはですね、二次製品型、いわゆる

耐震性の貯水槽を考えております。 

 大きさにつきましては、一応６０トン級ということで考えております。以上です。 

 委 員 長  よろしいですか。 

 これで、総務課の質疑を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  次は、企画政策課に移りますが、１０時４５分まで休憩します。 



29 

 

（１０時４０分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（１０時４５分） 

 委 員 長  企画政策課の質疑をただ今から始めます。 

 企画政策課の質疑はありませんか。 

７番 髙倉委員 

 ７  番  １２８ページ、個性ある地域づくり事業費の１９節コミュニティ助成事業、これ

は、先日の説明のときに、書いてありますけど、岩屋祭り実行委員会に２５０万、

宝珠山盆踊り実行委員会２５０万とあります。これは、どういうふうな使用目的で、

こういうふうに上げているんですか。 

 委 員 長  森山主任主事 

企画政策課主

任主事 

 ご質問のコミュニティ助成事業、２つの申請があっておりまして、こちら一般の

地域のコミュニティを醸成するための商品を買うということでですね、それぞれま

ずは岩屋祭り実行委員会のほうは、地域のお祭りの中でですね、鬼の衣装、斑点の

入った分なんですけど、そちらのほうと、あとお神輿ですね、子ども神輿のお神輿

のほうの購入を計画のほうで上げております。 

 また、宝珠山盆踊り実行委員会のほうは、その盆踊りをするときの衣装ですね、

主に浴衣と帯び、そして草履ですね、そういったものの購入を、こちらのほうで申

請をするということで、商品のほうの購入が申請書のほうで出ております。以上で

す。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  岩屋祭りのほうは、子ども神輿をつくるというのは、金額も少し出るから分から

んでもないんですけども。この宝珠山盆踊りの会にですね、そういう浴衣とか草履

とか、そういうものを助成する必要はあるんですかね。 

 はっきり言って盆踊りをするのは、お盆のせいぜい２日か３日の間ですよね。こ

れに２５０万もの金額を補正するというのは、あまりにもおかしな金額じゃないか

と、私は考えておりますけど。 

 浴衣とか草履とかはですね、自前でやってくださいと、私は言いたいんですけど、

そこのところどのように、これは村長にお伺いしたいんですけど、どのように考え

ておりますかね。 

 委 員 長  村長 

 村  長  議員おっしゃるとおりでですね、私もこれ、どういうことという質問しましたら、

宝くじの助成事業でやるということでありましたので、そうであればいいのかなと

思って、私は判断をいたしました。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  盆踊り実行委員会のイベントでございますが、この中で浴衣とかですね、それと

かありますけど、一番メインのやつは提灯とかですね、それとか浴衣セットとかで

すね、そういう模様の入ったデザイン料も含めたですね、浴衣の購入がメインの出

費となります。以上です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  今まで宝珠山地区の人は盆踊りをやっております。それは分かっておりますけど。

これをかたらっ祭とか、そういうふうな関係で補助はしておったと思います。 

 先ほど村長が、宝くじのほうの補助から来るからといってですね、この金額があ

まりにも大きいので、ちょっとやはりこれは問題じゃないかなと。 

 これは、東峰村全部で盆踊りとか、そういうものをするのであれば、私はそこま
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では言いませんけど、これは、宝珠山地区限定の話であってですね、これほどの金

額を宝珠山の地区の人たちの盆踊りのために使用するというのは、これはいかがな

ものかと、私は考えております。 

 もしそうじゃなくてですね、これは、私の考え方ですけど、小石原のほうで青年

団が夏祭りしますよね。これは、教育関係のほうですけど。そういったほうにも回

していただければですね、まだ私も納得できるんですけど。これを宝珠山盆踊りの

会に２５０万一括、提灯とかいろいろ、お金があれば何でも買えますけど、ひとと

こに補助するというのは、いかがなものかと考えておりますけど、そこのところは

いかがでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  これコミュニティ事業のですね、いろんな事業の、まず募集をかけるわけですよ

ね。募集をかけて、これで手が挙がってですね、申請を行うわけですよね。だから

これ申し込み希望があれば、そのとき手を挙げればいいと思います。 

 今回、募集があったのが２団体ということで、その中に盆踊り実行委員会が手を

挙げたということになります。以上です。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページはありません、また。東峰テレビについて、ちょっと考え方というんです

かね。 

 東峰テレビは、総務常任委員会やあるいは全協の中でも、どんなふうにしていく

のかというのが１つあると思います。 

 やはり東峰テレビのこれからをどんなふうに進めるかがある程度はっきりしない

と、今度は年間予算のほうもどんなふうになっていくのかなというのがあると思い

ます。 

 考え方は、住民ディレクターを増やしながら自前でできるとか、村民のための番

組作り、番組というのは広報を含めてです。 

 そういうものを、じゃあ、どこがどんなふうにしていくのかとかですね。だから、

外注委託みたいな形でずっとしていくのか、それともあるいは自前の関係で頑張っ

てみるのかとか、そういうふうなある程度の考え方が示されないのかなという思い

がしてるんですが、どうでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  東峰テレビの運営をどうやるのかということについてもですね、非常に苦慮して

いるところでありまして、したがって、今回ですね、やはり今までの体系は変えた

いなという形もありまして、地域おこし協力隊等の募集等も、その名目でやったわ

けでありますけれども、残念ながらそれは、今のところは叶っておりません。 

 確かにですね、いろいろなご批判等もあるんですけれども、先ほど言いましたよ

うに、住民ディレクターとかですね、そういったものは募集するんですけれども、

なかなかそれには応募者もない、そういった中で、まずは本当にまだまだ村民のた

めの東峰テレビになってない。それは今までのやり方が悪いんじゃないか、という

ところもやっぱあるわけですよね。 

 したがって、来年度につきましてはもう少しですね、村民の方の参加型の一応東

峰テレビ作りあたりは今やっていっておりますし、しかももっと積極的に、やはり

役場の職員をはじめですね、そういった人たちが東峰テレビの前に出て、そして、

今までのお知らせあたりじゃなくてですね、やっぱりもう少し身近な、例えば問題

等につきましてもですね、広報できるような形を、今年度はぜひとっていきたいと

思っております。 

 先般区長会の中でも意見があったんですけれども、いつつけても、いつも同じこ
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とばかりしかやってないじゃないかと、いうようなお話でございましたけれども、

そうじゃなくて、番組表がちゃんとあるんですよ。その中で、その時間帯について

は、お知らせとか村民広場とかですね、トピックスとか流してるんですよというお

話をしましたら、この前またお会いしまして、確かに村長、あんたが言うとおりや

ったなと、認識が足らんかったというようなことでございました。 

 したがって、裏を返していけば、まだまだそのくらいの、そのくらいと言ったら

語弊がありますけれども、その程度の、やっぱり村民の方の認識、興味がないと言

いますか。 

 ですから、いかに、やはり願わくば、東峰テレビを見なきゃ損よというような形

まで持っていければいいなと思っております。 

 来年度についてはですね、まだまだいろんなご批判をいただくと思いますけれど

も、少しずつは変えていきたいと思っております。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  議会でも姫島のほうに視察に行ったことがあります。 

 姫島はもちろん島ですから、自前の放送施設をもって、しかしながら何千万かか

かってます、やっぱ。 

 ですから何が言いたいかというと、やっぱり村としてもどんなふうな番組という

か、放送の内容をするのかと。１１時までも、１２時まではないでしょうけど、か

なり遅くまで確かに東峰テレビはあっています。 

 しかし、じゃあ、長い時間が必要なのかとかどういうふうがいいのか、だから物

の見方というのはその人、その人で変わるんですね。好意的に見れば、ああ、いい

番組があっている。見たくないと思えば、またやっているという。 

 だから、それがどんなふうに、今度は村のこの東峰テレビに好意的な意見と否定

的な意見になってくるのかというのがあるんですね。 

 だから、往々にして否定的な意見のほうが多くなるんですね、こういうのは。だ

から、そういうのをやっぱりきちんとしていかないと、東峰テレビ、せっかくいろ

んな方が頑張ってるのが、好意的に見られないような場合も、中にもあるかもしれ

ないという思いがあって、だから、ここをやっぱりきちんと村としても、こんなふ

うな放送内容とか番組内容を、やりたい、やりますみたいなことがあってもいいん

じゃないかというふうに思っています。以上です。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  ありがとうございます。 

 東峰テレビの内容といたしましては、課の中でもいろいろ検討をいたしましてで

すね、どうしたら魅力ある放送、番組ができるかということでですね、話しており

ます。 

 その中で、やっぱり住民との関わりとですね、それと村のお知らせなんかですね、

それなんか保健福祉課がやっていたような、職員が出て、いろんな解説をするとか、

そういう方向があるのかなと。それでいろんなお知らせですね、そういうのを文字

だけでなく、顔が出て、実際の担当職員が出てですね、そういうお知らせをするの

が説得力があるのかなということも話しています。 

 また、今度２８年度事業でですね、村民と密着型と言いまして、村民の伝言板と

かですね、それとか村民の要らなくなった、「あげます・ゆずりますコーナー」とか

ですね、そういうのができたらすごく住民と、村民とですね、密着度が高まるんじ

ゃないかと。放送の意義があるのかなというですね、課の中では出ました。 

 こういうことを岸本氏と話しましてですね、ぜひ、やっていこうということでで

すね、そういう方向で進んでおります。以上です。 
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 委 員 長  １０番 大蔵委員 

 １０ 番  関連です。 

 本年度ですね、議会報告会を行った中で、住民の方からもそういったご意見が、

見ないといったご意見をよく聞くわけでございます。 

 それで、この当初予算で決めたあとに、その後に議会としては何も口を出せない

のかと、そういった感じがありましてですね、今回新しい事業を５つぐらい作った

んですかね、そういったことを年度途中に、村民からのご意見、また議会からのご

意見があった中で、変更するということは可能なわけですか。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  ２８年度事業の中でですね、５つの事業ということで私説明したんですけど。 

 その中で、村民ナウ、住民の情報をお伝えするとかですね、それとかその中で、

そういう議会からこういうのがありますということはですね、十分今の中で可能と

思われます。そういうことはいろんな、岸本氏とまた連絡を取りましてですね、改

善の方向にしていきたいと思っています。 

 委 員 長  １０番 大蔵言委員 

 １０ 番  玄人が受けるようなすばらしい番組はたぶん作ってるんだろうと思います。 

 それが、住民が、そのすばらしい内容が、ちょっと村民と合わないなというよう

な感じもあって見ないところもあると思います。すばらしい内容も結構でございま

すけれども、やはり住民に近い内容をですね、ぜひとも作っていただきまして、そ

して、また住民の意見を今まで以上に取り入れて、より良い番組また人から見ても

らえる番組を作っていただきたいと思います。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  関連質問です。 

 ケーブルテレビに関してなんですけれども、年に１回、ケーブルテレビ審議会を

行っているかと思います。議会からも私と高倉議員、選出されて委員としてご意見

させていただいておりますけれども、なかなか審議会でさまざま各種団体の代表者

の方が集まって意見を言うけれども、毎年毎年同じことを言って、堂々巡りが続い

ているということがある、すごく見受けられます。 

 １１月にもですね、会長名で村長宛にですね、答申書をお渡ししていると思いま

す。 

 そこの中で、こういったことをですね、審議会で次のとおり意見が寄せられたの

で、放送事業者で十分な検討をお願いしたい。 

 １、番組モニター制度の実施を検討すること。２、村民ニーズに応えるため、改

善すべき事項は速やかに改善し、村民から親しまれるテレビ局を目指すこと。３、

ケーブルテレビ運営経費について、検討すること。この３つを答申書で出している

かと思います。 

 その３つに対してですね、どういった検討を行われて、どういった改善が行われ

るのか、そこについてお聞きします。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  まず、審議会の中でですね、年に２回実施しております。  

 （「１回やろ。」の声あり） 

企画政策課長  今まではですね、ご指摘のとおり、１回でございましたけれども、２回ですね、

２８年度には２回開催するように予定しております。 

 それから、番組モニターの件ですけれども、２８年度はですね、そういう制度を

ですね、今取り組むべきいろんな情報を集めながら、どういうことをしていくかと

いう、具体的に今検討をしております。 
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 それと、経費に関しましてもですね、今、いろんなケーブルテレビの情報を集め

ましてですね、今、試算を行っているところでございます。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番 （２）番の村民のニーズに応えるため、改善すべき事項は速やか改善し、村民か

ら親しまれるテレビ局を目指すこと。ここの部分の回答をお願いします。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  先ほどですね、佐々木議員のところで申し上げたとおりですね、村民と密着型を

ですね、少し入れないかんと思いましてですね、村民伝言板とか、今言ったような

「ゆずります・あげますコーナー」とかですね、それとか村民ブックというのがあ

って、いろんな写真とかトピックス、Facebookなんか等でですね、いろんなアップ

しますよね。雪が降ったら、こういう雪が積もりましたよとか、そういう関係をで

すね、広く村民から集めて紹介するという、今まで映像で、映写機を持って行った

んですけど、なかなか誰も使えないというのが、ハードルが高くということでござ

いまして、今持っているスマホでありましたらですね、いろんなことで動画なり

Facebookなり写真が撮れるというところで、そういう写真を集めて、いろんな小さ

なことですけど、いろんな村民から集めて、それを紹介するというコーナーも、来

年度にはしたいと思っております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  この改善すべき事項は速やか改善しという部分はですね、結局は、ちょっとこれ

はもう少し改善していかないといけないよねといった部分を、速やかに改善してい

くという、その取り組みはできないのかという部分でも問うてると思うんですよね。 

 確かに今、課長が言われたのはですね、改善していっているという役場の方向性

は言われたんですけれども、要は、村民からの声というのを、どういうふうに受け

止め、やっていくという体制的な部分がしっかりつくれていますかという部分で１

つ、（１）でも、審議会の中で番組モニター制という意見も出てきたと思います。 

 これは、やはり常に番組を見ている人からの意見がどういうふうに反映されてい

くのかという部分も含めてですね、といった部分で、村民の皆さん、先ほど大蔵委

員の質問ともかぶりますけれども、出てきた意見を、どういうふうに処理し、対応

できる体制、そこについて取り組みをお聞きします。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  今、考えているところはですね、どういうふうにして体制づくりをするかという

ことでございますが、プリズムにそういうのは全部委託しております。役場の中に

もですね、いろんな意見の交換というのをですね、回数を増やしたいと。  

 具体的にはですね、毎月１回程度の調整会議を持つことで、今検討しております。

その中で、こういうニーズがありましたとかですね、それとかこういう意見があり

ましたというのをですね、直接プリズムのほうにして、そしてプリズムのほうも、

これは具体的に、これはなかなかハードルが高いとか、すぐできますとかいうのを

ですね、そういう調整会議をですね、月１ペースで企画したいと思っております。

以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ぜひ、村民の皆さんの声がしっかり反映できる体制を取っていただきたいのと、

あと、このケーブルテレビ審議会、２回だとおっしゃられておりましたけれども。 

 やっぱりこの審議会自体の意見であったり、そういった部分がうまく反映されて

いかないと、審議会を成してないのかなと思います。 

 それが放送事業者に伝わってこその審議会ということで、ＮＨＫも公共放送で、

こういう審議会を持たれております。どの放送事業者もそうだと思いますが、その
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放送事業者は、大体自分の放送の中で、審議会でこういう意見が出ましたというの

を、自ら放送して、こういうふうに改善していきますというのを、もちろんテレビ

の中でやっているわけなんで、やはり東峰テレビもそういうふうな意見を受けて、

こう改善していきますというのを、テレビの中でもやらないと、あまり意味がない

のかなと思いますが、その辺の改善はいかがでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  今、議員さんのご指摘のとおりでございますが、こういういろんな審議会の内容

とかいうのはですね、フィードバックしなきゃいかんということで、テレビの中で

はもちろん流したいと思います。 

 もう１つ、広報紙の部分でもですね、審議会の中でこういうことが審議されて、

こういう意見があったということをですね、ニーズがあったということもですね、

村民の方に広く知らせるために、広報紙とテレビと２つで、いろんなフィードバッ

クをしたいと思います。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  企画のほうは、いろんな質問が本当はあるんですが、先ほど委員長が４０分の時

間を言ってますので、違う質問をしたいと思います。 

 これまたページがありませんので、聞いてほしいと思いますが、指定管理の関係

です。 

 この指定管理というのが、本来ならばですね、地域経済の指定管理を受けて、自

分で経済力のアップなり地域活性化のための指定管理制度だったとは思うんです

が、いかんせん東峰村では、なかなか公設で建てた場合が、請けてと言いますか、

何と言いましょうかね、活用する団体が少ないということで、この指定管理料の問

題ですね。 

 これ指定管理は、なかなか経営状態が悪いとかいろんな問題があると、指定管理

料の関係がいろいろとまた変わってくるとは思うんですが、やはり改善をしながら、

どうやって頑張っていくとか、そういうとこも含めて考えなければ、施設は段々、

段々古くなる、近隣新しい施設が建てば、今度はそういうところに利用客が流れる

とか、いろんな問題が出てくると思います。 

 結構この指定管理の場合は、村内でかなりの金額になっています。頑張って、こ

の施設を今運営されてる団体に対しては、もう本当に感謝を申し上げるんですが、

やはり村の財政等いろんなことを勘案すれば、やはりここも避けては通れない問題

かなという思いがしてます。 

 これは、この当初予算には関係ないような質問にはなるかもしれませんが、やは

りこれから予算を組む時においても、こういうふうな事業費の関係は考えなければ

いけないと思って、質問をいたしております。 

 委 員 長  村長 

 村  長  やはりですね、昨年も見直して、また今年度指定管理料というのを見直させてい

ただきました。 

 大きな要因といたしましては、昨年の指定管理料につきましては、とにかく指定

管理者がもう少し頑張ってくださいよと、そして、収益を上げてくださいという形

で、２０％というのは、そういった形で予算的な金額の中から差し引かせていただ

いたんですけれども。  

 確かに言われますように、指定管理を本当に役場がやるんだったらどうなんだと

いう考え方のほうが正しいのかなと思いまして、今年度につきましてはですね、そ

ういった形で積算をさせていただいたものであります。 

 ただし、今議員言われましたように、他の指定管理者がなかなかいない段階でで
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すね、またいろんなことをやっていただければ、もう少し収益が上がるのではない

かという思いも、こちらとしてはまだ捨てきっておりませんので、ぜひ、指定管理

者の中で、やはり自分たちも利潤が出るようなですね、体制を、今後ともやっぱり

とっていただきたいなと思っております。 

 指定管理料の見直し等、これは、やはりその時々に合ったですね、見直し等が必

要かと思いますので、当面５年間ということでありますけれども、そういったとこ

ろはまた今後とも検討をしていきたいと思っております。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  １２９ページ、地域おこし支援事業の嘱託職員ということでございます。 

 これは、現在決まっておられる方がもしおりましたら、何名か。そしてまた、ど

こに配属を予定しているのかを、お聞きしたいと思います。 

 委 員 長  森山主任 

企画政策課主

任 

 ご質問のですね、現在決まっている地域おこし協力隊、今年度募集を行いまして、

５名の募集を行っておりましたが、現在内定を出しているのは２名の方です。 

 ただ、今現在誓約書といってですね、来年度以降ここの協力隊として働くという

ことで、誓約書をいただいている方は１名の方決定で、その方は、現在のところ、

募集しておりました内容でいきますと、鼓の里のキャンプ場の支援のほうで業務を

行うということで、誓約書のほうをいただいておるところです。以上です。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  トレールランニングに関するところなんですけれども。 

 １５５ページの７款２項７目ですね。 

 参加人数を教えていただきたいと思います。昨年の。 

 委 員 長  森山主任 

企画政策課主

任 

 前回、平成２７年度の１０月４日に行われております第１回修験道トレールの参

加人数のほうは、１４５名となっております。以上です。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  ２８年度は経費等いろいろ予算が上がっていますけれども、これを開催すること

によって、東峰村にブラスになることということを、どのように考えているのか、

お考えをお伺いしたいと思います。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  ２８年度はですね、約３００名の参加者を予定しております。 

 全国からですね、こういう選手が集まるわけでございまして、なかなかこの業界

というか、このトレールランニングの中ではですね、どこであるのかというのがす

ごく興味があることでございまして、それに対して前夜祭とかですね、いろんなイ

ベントをそれに付随しています。その中では、すごく東峰村というのがＰＲできる

んじゃないかということでございます。 

 それとですね、お土産品とか、途中で救護所、フェイドというところを設けます。

そこで村の物産をですね、昨年は梨を出したんですよね。その梨がすごく好評で、

帰りにすごく買って帰られたという方が結構いらっしゃっいましてですね、そうい

う東峰村の物産もＰＲできるのかなということでございます。以上です。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページ、１３０ページの２款１項３０目ですね、１３節の調査委託料について、

尋ねます。 

 委 員 長  梶原係長 

企画政策課係

長 

 この委託料につきましては、新型交付金の調査委託料という形になります。委託

料でございます。 
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 新型交付金でＤＭＯとかですね、地域商社とか、そういったものを検討するもの

でございます。 

 委 員 長  関連ですか。 

２番 伊藤委員 

 ２  番  先日のこの説明の中で、この調査委託料についてですね、東峰村ＤＭＯを設立と

いうようなお話をしてあったんですよね。その中で、結局これは、官公庁が日本版

ＤＭＯという形で考えられている中がありますよね。そういうものについて、東峰

村版というような形でやられるということを、調査するということなんですかね。 

 これの中では、商工業から農業、それからいろんな業者とか飲食店とか、いろん

なものについての関連付けをやって、そういう観光客、または顧客の呼び込みとい

うものが目的として、日本版としては上げられておりますよね。 

 じゃあ、東峰村版として、このＤＭＯを作るための委託料ということで説明あっ

てますんで、じゃあ、どういうことでやるのかと、どういうことをこの目的として、

委託料を上げているのかということを、詳細にちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  このまち・ひと・しごと創生事業の中の委託費ですね、１００万ということで予

算計上しております。これは、説明の中では東峰村版ＤＭＯの設立に関する調査委

託料ということで説明しておりました。 

 これは、東峰村には、今、観光協会というのがございません。それで、村の職員

とか兼任で、今、観光のほうをやっておりますけども、いろんな観光の横の繋がり

というのがですね、なかなか一緒に、トータル的に考えるところというのがござい

ませんで、これは、トータル的に考えるような機関、要するにＤＭＯですね、それ

の予備調査でございます。 

 というのは、これは、将来的にはですね、２８年、２９年に向かって、新型交付

金を使ってですね、このＤＭＯの立ち上げに向かっての調査をもちろんします。そ

の前にですね、予備調査といたしまして、その新型交付金に上げるための調査費で

すね、新型交付金の上げるための調査費というのを、ここに上げておるところでご

ざいます。以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  ちょっと今のお答えではですね、なかなか分かりづらいんですよね。 

 ＤＭＯを上げるための予備調査、だから、じゃあ何を調査するのか、どういう形

でやるのかということを、私は聞きたいわけなんですよ。目的が何にも見えないで

すよね、今の話では。 

 だから、将来ＤＭＯをこういうのをやりたい、そのためにこの調査をするための

調査委託費ですよというような説明をですね、お願いしたいと思いますが。 

 委 員 長  梶原係長 

企画政策課係

長 

 先ほどの予備調査でございますが、新型交付金を申請をする中でですね、どうい

った団体がどのような形で立ち上げていくのかと、そういった詳しい内容が必要に

なってまいります。 

 また、収支の決算、収支等の状況も必要でございますので、そういった諸々を調

査いたしまして、国に申請をするといった形になりますので、そういった予備調査

を行いたいというふうに考えております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  関連になる質問です。 

 １５６ページ、これは、企画政策に直接関係するものではないですが、７款２項
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８目観光情報ステーション事業費。 

 昨日の農林観光課長の説明の中では、ＤＭＯに先駆ける部分で、観光情報ステー

ション的な部分を始めるという話もあったんですが、調査をしながらこれもやって、

結局、ＤＭＯをどう目指していくのか。この事業との関連というのは、企画政策課

はあるのでしょうか。 

 委 員 長  暫時休憩します。 

 （１１時２４分） 

 委 員 長  休憩前に引き続き、再開します。 

 （１１時２８分） 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  まず、３０目のこの委託費の１００万は、繰り返しになりますけども、東峰村版

ＤＭＯの設立の予備調査ということでですね、内容といたしましては、誰がどんな

形でやるのかとか、それとか市場調査ですね、それとかここでいろんな採算が取れ

るのかとかですね、それとかマーケティングはどういうふうにするのかとか、そう

いう方向でですね、今度新型交付金を使って、そういう調査をする前のですね、予

備調査費として上げているところでございます。 

 この観光情報ステーション事業というのは、今、観光協会というのが村にはござ

いませんで、ここは村ではできないようなこと、例えば仕入をして、それをまた販

売するとかですね、それとか村の観光関係を一手に引き受けてするという、できな

いようなことを民間ベースを使ってですね、ここで下地じゃないですけども、こう

いう事業をやっていくと。 

 それがＤＭＯになるかと言ったらまた別でございますけども、そういうことで、

２つを上げているところでございます。 

 この観光情報ステーションという事業は、農林観光課のほうでしていますので、

詳しくは農林観光課のほうで、総括質問のときによろしくお願いしたいと思います。

以上です。 

 委 員 長  分かりましたかね。農林観光課で、また説明をするそうですので。 

１番 柳瀬委員 

 １  番  歳入のところなんですけれども、１１９ページの１７款４項１目雑入のですね、

岩屋湧水収益金のことなんですけれども。 

 昨年まではふるさと村に収益が入っていたと思いますけれども、２８年度から村

のほうにですね、経費を除いた収益金の２分の１が村のほうに入るようになってい

ますけれども、この経緯をお伺いしたいと思います。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  経緯と言いますのは、今回ですね、指定管理の中で、例えばキャンプ場なんかは

ですね、この水の収益のほうに含まれていたということとですね、どこまでが、は

っきり線がですね、なかなか見づらいというか、引いてなかったんですね。 

 今回はですね、その指定管理料とこの水の収益と２つ分けましてですね、そして、

はっきり見える形で出そうということでございます。 

 この半分ということでございますけども、これは、実際収益があって、それに、

その水の収益のためにする経費がございます。その分を差し引きまして、具体的な

数字でいきましたら、３年間の水の収益というのがですね、約５２０万ほどござい

ます。 

 これからですね、いろんな水をあげるための経費、例えばメンテ料とかですね、

それとか光熱水費とかですね、減価償却費とかございます。それが約１３８万ほど

ございます。これを５２０から引いた残りですね、３８２万、約ですね。この分を
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村のほうで、村とふるさと村ですね。 

 例えばふるさと村は、向こうの給水施設それとそれを取り囲む家ですね、それの

所有でございます。村としては、そのトンネルから出た水の導水管はですね、村が

しております。 

 そういう感じで共同事業ということでですね、そしていろんなふるさと村のほう

と協議いたしましてですね、じゃあ折半しようということでですね、話がまとまっ

ておりました。それをそういうふうにしております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ちょっとそのふるさと村の水の経緯というのは、元々そういうような経緯だった

のでしょうか。 

 あくまでも水自体はですね、もちろん村が権利を持って、運営するにあったて収

益事業になりますので、ふるさと村にその権利と管理をやって、その収益をふるさ

と村の運営の費用として、ふるさと村は収益を上げているのではないかなと思うん

ですけども。 

 何か建物はですね、ふるさと村が建てて、その設備もですね、ふるさと村が建て

ていますので、なんか収益を、結局没収ではないんですけど、している感覚に捉わ

れるんですけれども。 

 今回、なんでそういうふうな経緯になったのかという部分で、岩屋キャンプ場に

収益がいってたというのも、そういう取り決めがあったのでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  そういう取り決めじゃなくてですね、指定管理の中にですね、そういう岩屋キャ

ンプ場が入っていたと。例えば、水の周辺の指定管理料の中にですね、岩屋キャン

プ場が入っていたという形になります。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  そうなると、岩屋キャンプ場の収益に入っていたという部分で割り振られていた

という部分で、岩屋湧水の収益とそういった指定管理を切り分けるためにという理

由が、全然伝わらないんですけれども。 

 元々その岩屋湧水の収益は、岩屋キャンプ場の指定管理料と関係はあったんです

か。 

 委 員 長  梶原係長 

企画政策課係

長 

 昨年までは岩屋キャンプ場それから山村広場を指定管理という形で設けておりま

した。その中に、いわゆる水汲み場を含めておりましたので、収益についても、そ

の岩屋キャンプ場の中の収益に当て込んで、結局、指定管理料がほとんどないとい

う状態ができておりました。 

 しかし、水汲み場については、指定管理施設として委託するものではないという

ことでございますので、今回岩屋キャンプ場と山村広場とは区別をしたというもの

でございます。 

 すみません。水汲み場とキャンプ場を区別いたしまして、水汲み場につきまして

は、村の財産であります土地ですね、それから施設、結局トンネルから水汲み場ま

で導水してきております施設、それから、使用権ですね。ＪＲ九州と協定により水

の使用が認められた権利、これが村の財産でございまして、ふるさと村の財産とし

ましては、先ほど議員が言われておりましたとおり、建物それから販売機といった

ものが、ふるさと村の財産でございます。 

 その財産を２つ合わせて一緒にですね、事業をするということで、共同事業とい

うことで来年度からは位置付けまして、お互いの財産を使って事業をしますので、

利益については折半しようという形で、ふるさと村と協議をしたという形になって
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ございますので、指定管理料についてはですね、村が指定管理を、村が直営したと

きにかかる費用については、岩屋キャンプ場にきちんとお支払いをすると。水汲み

場については、そういう形で棲み分けをきちんと行ったということでございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  棲み分けを行ったというのは分かるんですけれども、なぜ岩屋湧水の利益、収益

の部分が、いまさらになって、結局村が導水管というかですね、引いてた分という

のと、施設はふるさと村が建ててという部分の話に、またぶり返してきたのか。ち

ょっとその経緯を教えてください。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  岩屋湧水はですね、それを指定管理としますと、なかなか指定管理にはそぐわな

い施設。例えば、収益がございますからですね、誰でもそれは指定管理の申し込み

はあると思いますね。 

 その中で、やっぱり今までそういうキャンプ場も入っている、いろんなものも入

っているというのがですね、なかなか目に見えないと。 

 岩屋キャンプ場なら岩屋キャンプ場の指定管理を決めまして、岩屋湧水は岩屋湧

水の指定管理から外すという方向でですね、そういうふうに決めております。以上

です。 

 委 員 長  村長 

 村  長  なかなか分かりづらいと思いますけど、今、係長が言ったところが正解かなと思

っています。 

 今回、指定管理料の見直しというのをやりました。その中で、岩屋キャンプ場と

山村広場については、岩屋湧水の収益、今５百２、３０万と言いましたか、その中

でやってたということですね。指定管理をやっていただいていたと。 

 よろしいですか、岩屋の湧水から５百何十万出るから、岩屋キャンプ場と岩屋の

山村広場あたりについては、その収益の中で指定管理料としてやってもらってたと。 

 それを今回、岩屋キャンプ場、山村広場は、今回の指定管理料の見直しにおいて、

それぞれを見ましたよと。 

 そうすると、あと残るのが岩屋湧水について残るわけですよね。岩屋湧水を指定

管理をしますと、結局あそこは５百何十万上がってれば、当然何と言いますか、先

ほども言いましたように、手を挙げる方もおられるでしょうし。しかしながら、ふ

るさと村が給水機とか建物はふるさと村の所有ですよと。ただ、水とか何とかにつ

いては、村の所有ですよということですね。 

 それで、その５３０万程度の金額を、ふるさと村が岩屋の駅のトイレとかですね、

あと周辺整備、その辺りにかかる費用については、当然、ふるさと村に払って、残

りの金額においては、共同事業と言いましたけれども、村とふるさと村が共同して

管理を行う施設として位置付けて、その村にいただいた半分の金額については、岩

屋周辺ですね、その辺りの景観づくりに充てましょうという話の金額として確保し

ましょうということです。 

 したがって、村の一般財源に入れるんじゃなくて、例えば岩屋公園それとかあと

ＪＲ日田彦山線上の景観づくり、そういったところに回していきましょうというこ

とで、報告を受けております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  岩屋湧水自体は、もともとＪＲが権利を持っていた部分かと思います。その部分

は、さまざまな当時の村長なり助役なり、村のトップのほうの方々がいろいろ交渉

して、日野弁護士等にも入っていただいたと聞いております。当時ＪＲ九州の顧問

をされていたということもあって。 
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 結局はＪＲ九州より湧水源であったり湧水送水管については、無償で村に譲渡さ

れているはずです。 

 それもあって、もちろん村が湧水を管理して、お金を取ってという部分ができれ

ばですよ、村はそういう収益事業はそぐわないので、ふるさと村にということで、

ああいう施設を建ててですね、やっているはずなんですけど。その辺の部分が、も

うすごく抜けて、今回また新たに考え直しているという部分は、なんか、じゃあ、

あの施設をふるさと村が建てた部分というのは、どう今回の折半の部分に反映され

てるのかなというのが、ちょっと理解ができないんですけれども。 

 そういった部分というのはしっかり、最初の協定書の部分から考えられているん

でしょうか。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  前、岩屋湧水活性化委員会が確かあったと思います。その中で旧宝珠山村がやっ

てる水の関係を、活性委員会の中でふるさと村のほうの事業として、やってもいい

ですよというふうな委員会の決め事で、あれが施設を建てて、紫外線かなんかで滅

菌をして、売るというふうな話し合いは、活性化委員会の中の小石原地区、宝珠山

地区の何人かの委員さんの中で話された経緯はある。 

 これが今度は、水道料金の改定の中も、なんで岩屋湧水が水道のほうの関係に組

み入れられないのかという、水道委員さんの話も今度は料金改定の中にも出て来た

のが今まで。 

 元々が無料施設を有料施設にやるこの計画の中で、ああいうふうな形になったと

いうのが、１つあると思います。 

 経緯がそうだということは、おそらく誰も知らないんじゃないかと思って、その

当時のあれは。僕がなって、長沼さんとか誰か、各小石原地区も入っとったですね。

そういう委員会があったということだけ。 

 委 員 長  答弁、何かございますか。 

５番 高橋委員 

 ５  番  ちょっとその部分、再度調べていただきたいなと。 

 いや、昔の、当時関わった人たちに聞けば、すぐ分かる話だと思うんですよね。 

 その辺を、ちょっとなんかすごく無視して、今回の折半という話に繋がっている

のかなと。 

 いろいろ検討されたことはですね、すごく間違いではないと思うんですよね。現

状にそぐう形というのは。 

 もう１つ聞かせていただきたいのが、この岩屋湧水の部分でですね、やはり地域

に還元という部分をですね、当時の取決め、決められていたかと思います。収益金

の５％の部分積み立てて、ある程度一定の部分貯まった時点でですね、地域のほう

にコミュニティ増進であったり、そういった部分で還元されるということを取り決

められていたかと思います。その辺はどうなるのでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  ５％だったか３％だったか、ちょっとよく分かりませんけれども、定かでないん

ですが、これがですね、地元とは決められてたみたいなんですよね。売上金の何％

かは岩屋地区と竹地区に還元すると。 

 それが今までずっとふるさと村としてはやってきてないんですよね。この問題が、

竹地区、岩屋地区のほうからも、どうなっているんだというようなことで、去年、

一昨年ですか、そういう話が、ふるさと村の役員会及び株主会あたりの中でもたぶ

んあったと思います。 

 それで、そういったことは早くやっぱり対応しないといかんのやないかというこ
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とで、結果的に、あそこの道路愛護かなんかですかね、やってるときに、お酒を配

っただけで了解をしてもらってたということを聞いております。 

 しかし、そういったものは、ちゃんと約束は約束だから、どうかせないかんとい

うことで、今回ですね、年間、岩屋地区と竹地区に、確か３万だったと思います。

５万か３万です。それをお支払いするという形で、話はできております。そういう

ことですね。 

 それからあと、岩屋湧水の、この折半の金額についても、ふるさと村の役員会で

すね、その中ではご説明をさせていただきました。 

 その中で、やはり相当強い抵抗もあったんですけれども、元々今の役員であられ

ます仲道さんとか室井さんが議員のときに、なんか折衝して、あの２人が一番よく

知っているみたいですね、経過については。 

 そういった中で、いろいろ抵抗があったんですけれども、とにかく折半された金

額でも、地域の景観づくりとか、そういったところに使わせていただきたいという

お話をさせていただきまして、それに、そういうことであれば、最終的にはよかろ

うという形で、役員会の了承は得ております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  となりますとですね、その収益の５％という、その積み立てていく分というのは、

もうこの折半をしたら終わりということでしょうか。 

 それから、要は竹地区や岩屋地区、その地域の方々が納得されているのでしょう

か。 

 委 員 長  村長 

 村  長  元々その５％というのを決めておって、今まで一切やってないんですよね、先ほ

ど言いましたように、お酒に代わってたということで。 

 それで、両２地区のほうから、どうなってるんだという話があって、今回決まり

ましたのが、年間３万か５万だったと思いますけれども、２地区にはお支払いをす

るという形で了解をいただいているところであります。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ちょっと質問が伝わってないのは、結局折半で収益金が半分に村に行きますよね。

ということは、収益が下がりますよね。ということは、５％の、もしこれからも積

み立てていくのであれば、減りますよね、５％の積立分。 

 私も話を聞いたのが、その積立金の額は払ってはいなかったけれども、ここの何

年か積み立てられた金額がある。その中からたぶん近日３万円ですかね、払われた

と思うんですけれども。 

 結局、今後積立金、折半をするのであれば減りますし、それをまた続けていくの

か。あるいはもう折半した分はまた別の形にしていくのか、そういった協議はされ

たのでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  この場において、定かでないところは、ちょっと言いづらいんですが。 

 実質的にその５％とかの積立金ですか、それが積み立てられてなかったみたいで

すね。そこら辺り確認をされてますかね。 

 私が聞いてる範囲では、もう全く、あると言っていながらなかったという話を聞

いております。これは、ちょっと定かでないので。 

 ただし、結論から言いますと、先ほど言った３万ですか、３万を両地区にはお支

払いをするという形で、今後は話がついているという報告は受けております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  では、もうその５％というのは、もう今後一切ない、そういう考えはないという
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ことでよろしいんでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  今の段階では、今までそういったものはすべて、表現は悪いんですけど、チャラ

と言いますかね、なかったことにして、両地区に３万ずつというような話になって

いると思います。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  質問は違います。 

 ページは１２８ページの２款１項１９目の１３節ですね。木質バイオマス導入の

調査委託の関係です。 

 これは、大半が県費ということでいいですかね。 

 それと、何を尋ねたいかというと、この調査委託によって、林業関係とかいろん

な関係が少しはどうかなるのかなという思いで、質問をしています。 

 委 員 長  村長 

 村  長  今、議員が言われましたように、やはりわが村の林業の活性化を、どうはかるの

かということであります。そういった中で、やはり有効な手段として、木質バイオ

のですね、ボイラーとか木質バイオ関係の事業として成り立たないのかということ

があります。 

 それはもう議員ご承知のように、糸島あたりもですね、そういった形でやってお

りますので、そういった中に、県費の１０分の１０のですね、調査のあれがあると

いうことでありますので、これはぜひ願ってもないことですので、やろうという形

で、調査等をやって、今後の可能性についてはですね、探っていきたいと思ってお

ります。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  関連質問です。 

 木質バイオマスのチップ利活用ということで、山林の活用を大いに進めていただ

きたいんですけれども。 

 おそらくですが、以前に東峰村における木質バイオマスのペレット利用に関する

事業化可能性調査、されていると思うんですが、おそらくこれとあまり変わらない

ような事業、ペレットがチップになるぐらいかなという認識ではあります。 

 可能性調査を行うことに関してはいいんですけれども、やはりなぜペレットでだ

めだったのかという部分をですね、しっかり考えておかないと、結局同じになるか

な。 

 ただ、要は、Ｃ材、Ｄ材あたりの部分が、結局ペレットにするのがチップになっ

たというだけなんでですね、根本的な解決にはなりません。 

 なので、そこをペレットという部分の、しっかり検証というのは、実際行われた

のでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  議員もご承知だと思いますけれども、そういった検証等はやっておりません。 

 ただ、ペレット等のボイラー等の推移につきましては、民間の方は１件だけしか

導入されてないということであります。 

 それと情勢的にペレットよりも今、チップのボイラーのほうが盛んになっている

というような状況もありますので、この今回の予算につきましては、その可能性に

ついての予算でありますので、そういったことでご理解をお願いしたいと思ってお

ります。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １３０ページの２款１項３１目移住・定住対策事業費の件なんですけれども。 
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 空き家バンクに登録する今後の予定件数と、スタートというかですね、空き家バ

ンクを利用できる時期というのは、どの位を予定されているのでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  この空き家関連の改修などによる補助金でございますけども、今、要綱を作成し

ております。もうすぐまとまる予定でございますので、４月１日からは実施できる

のかなと思っております。以上です。 

 委 員 長  関連ですか。 

１番 柳瀬委員 

 １  番  空き家バンクでどれぐらいを予定しているというかですね、件数的には予定され

ているのでしょうか。登録の件数ですね。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  今は６０ぐらいですね、空き家の数はあるというふうに聞いておりますが、これ

をほとんど住めるとか住めないとかに分けましてですね、また、その貸す側にも、

貸していいというのがありましてですね、課としては１０ぐらいを登録できるのか

なというふうに思っております。以上です。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １０件ということで了解いたしました。 

 また内容もですね、集落ふれあい促進事業、空き家改修補助金、空き家家財道具

処分費等ですね、引っ越し支援事業というので、いろいろ他の自治体ではですね、

いろいろＤＩＹ等をですね、空き家を使ったまた、業者さんに頼んで、空き家の改

修を頼んで、はい、住むというよりも、もっと広げていくようなですね、ワークシ

ョップ等もやっているところもあるんですけれども、そういったことをお考えはあ

りますか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  空き家の改修の方法でございますけども、業者さんがいろんな見積りなんかを出

して、するというのが普通のやり方と思っております。 

 それに対しまして、ＤＩＹを使って、自分でしたときの補助ということでござい

ますかね。 

 その件につきましてはですね、今、こういう方向もあるかなという方向をですね、

例えば今の空き家補修の限度額の上にですね、そういうＤＩＹを使ったというのを

上乗せできるか、できないかとかですね、また、その財源とかもですね、村が出す

のかとか、そういうこともございますからですね、その辺も一緒に検討しましてで

すね、ＤＩＹでは、どういう方向ができるかという検討は、今現在してます。 

 委 員 長  関連ですか。 

 もう時間過ぎてますので、最後にお願いします。 

５番 高橋委員 

 ５  番  １５５ページをお願いします。 

 ７款２項６目美しい村づくり事業費、今回の総合戦略に当たる部分かと思います。 

 今回、この景観づくりという部分も踏まえて、嘱託職員１名並びに作業補助賃金

という部分でされていると思います。 

 そもそもこういった事業であったり、他の、今度の建設水道もこういった林道整

備という部分もあるかと思うんですけれども。 

 今までなら森林組合という部分で、いろいろ委託していた部分あるかと思います。 

 なぜ、今回こういうふうな形で、村が嘱託職員を雇って、そういうふうにやって

いくのか、その森林組合と雇った場合の比較というのはされたのでしょうか。 

 委 員 長  村長 
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 村  長  これにつきましては、作業部会等に議員も入られておりましたので、流れ等はご

承知だと思います。 

 そういった中で、やはり議員もいつも言っておられるようにですね、村の中でお

金をいかに回すかということが一番大きな、一番大きいんじゃないですけど、とこ

ろであります。 

 それで、村人によってやはり景観を作っていくというところですね。そういった

ことを考えました。 

 それで、森林組合につきましては、当然、いろんな荒廃林の整備とか、そういっ

たものの補助金絡みについては、これはもう森林組合じゃないとやれません。 

 その他のところにつきましては、これは村でやり、そして村人に賃金等を含めて

ですね、還元をし、そして、村人が少しでもいい環境になっていただければと思っ

て、こういう制度をやったわけです。 

 したがって、森林組合と比較と言われますと、端的に言いますと、例えば一番最

近のが、岩屋キャンプ場ですかね、あそこあたりが、あれだけで１００万かかりま

した。それを村人がやればどのくらいかというのは調査しておりませんが、もっと

安価にできるんじゃないかとは思っております。 

 そういった中で、しかも先ほど言いましたように、村人がやれば村人に賃金が支

払われるということでありますので、そういったところが目的であります。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ぜひ、その村内還流という意味では、そういった試行をですね、ぜひぜひ広めて

いっていただきたいんですけれども。少し心配するところが、やはりケガなり傷害

なり、そういった保険であったりする部分ですね。そういった部分で森林組合に委

託すると、どうしても高くなったりですね、そういった部分ももちろんあったかと

思います。 

 今回は嘱託職員、あるいは村が雇う形なのか、その作業委員の方々の分ですね、

あると思うんですけれども。この方々、直接個人個人がそういった保険、傷害保険

であったりかけられるのでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  嘱託職員の１名の方に関しましてはですね、村の嘱託職員の補償内容がございま

す。それと作業員ですかね、に関しましてはですね、この２０万ですかね、傷害保

険のほうにですね、別途かかるように準備をしております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  一応確認しておきますが、嘱託職員の方、ケガされたら公務災害みたいな、そう

いう何かそういう公務の傷害の分でも何かそういう補償があるのでしょうか。その

辺の何か対応。要は、ある程度の危険作業に当たるのかどうか、微妙な部分ですが、

そういった部分の兼ね合いというのはどうなっているのでしょうか。 

 それとももう、この嘱託職員の方は、全く別個で傷害保険という形でフォローさ

れるのか。職員を雇うという場合は、やはりその辺を考えられるのかなと思うんで

すけれども、その辺のお考えはあるのでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  嘱託職員、臨時職員ともにですね、村のほうで社会保険にすべて加入しておりま

すので、業務形態に応じてですね、保険料等が変わってきたりしますので、そうい

った分はカバーできるものと思っております。 

 あくまでも１２節に上がっている傷害保険料、これはもう臨時と言いますか、そ

ういった形で雇った方々の傷害保険料になってくるものと思います。 

 休  憩  
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 委 員 長  それでは、企画政策課の質疑を終了します。 

 午後１時まで休憩します。 

 次は、保健福祉課を午後１時から始めたいと思います。 

 （１２時０２分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（１３時００分） 

 委 員 長  保健福祉課の質疑に入りますが、その前に保健福祉課から補足説明がありますの

で、お願いします。 

保健福祉課長 

保健福祉課長  貴重な時間をいただきましてありがとうございます。 

 保育料の助成事業について、２８年度から実施する旨の説明を行っておりません

でしたので、改めてちょっと手短ではございますけれども、ご説明をさせていただ

きたいと思っております。 

 本事業はですね、保育料の上限を１万５千円とするもので、既に総合戦略の中で

ですね、ご説明があっていたかと思いますので、詳細につきましては省略いたしま

すけれども、保護者の軽減負担を行うことによって、地域の魅力アップをはかり、

村外からの移住・定住促進する重要な事業でございまして、１万５千円の上限額に

つきましては、将来的な財政負担と事業効果のバランスを見ながら、１万５千円と

いう金額を総合戦略会議の中で決めていただきましたので、それに沿って事業実施

を行うものでございます。 

 予算書のほうに、どこにあるかと申しますと、１１２ページのところのですね、

９款２項１目民生費負担金の１目のですね、児童福祉負担金のところでございます

けれども、４，５０６万１千円というところでございます。 

 この４，５０６万円の保育料のところでございますけど、この中にその関係のは

入っているんですけども、ここ２つの項目が入っておりまして、１つはですね、実

際に徴収する保育料として、７２８万５千円、これが保育料、実際に徴収する保育

料でございまして、もう１つ施設型給付費のですね、市町村代理受領分というのが

３，７７７万５千円という数字が合わさって、この４，５０６万円になっているわ

けなんですけれども。本事業につきましては、この７２８万５千円というところが

関係してまいりまして、ここ例年ですとですね、大体１千万円程度の保育料の負担

金が入ってまいります。昨年ですと１，０２７万５千円という金額になっておりま

すけれども、それに比較すると３００万円ほど減額になっておりまして、この３０

０万の減額分が本事業における予算措置となっているところでございます。 

 たいへん分かりづらいような予算書の状況でございましたので、ちょっと見落と

しておりましたのでご説明をさせていただきました。 

 なお、この保育料につきましては、根拠としてはですね、東峰村保育の実施に関

する条例というのを根拠にしておりまして、その中に保育料の額については、村長

が規則に定めるということになっておりますので、そちらのほうに準じて対応した

いと考えているところでございます。以上でございます。 

 委 員 長  それでは、保健福祉課の質疑に入ります。 

 質問のある方は挙手をお願いします。 

７番 髙倉委員 

 ７  番  １３５ページ、障害者福祉費のところの委託料の中で、東峰村障害者計画策定事

務委託料というのがあります。これは、よくこういうものを作っておるんですけれ

ども、実際、私の長年この障害者のほうには関わっておるんですけど、その委員会
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があったときに１回見るぐらいでですね、ほとんど目を通していないんです。おそ

らく他の人もそうではないかなと思っているんですよね。 

 ですから、これは、もう国県から作らなければいけないというふうに来ているわ

けですか。それであればもう致し方ないですけど、はっきり言って必要ないんじゃ

ないかと、私は考えておりますけど、いかがですか。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  これにつきましてはですね、結論から言うと、法律に基づいたところのですね、

作らないといけないというような内容の計画でございます。 

 障害者基本法第７条の２第３項というのがありまして、そこに位置付けられてい

る計画でございまして、計画期間については、２９年から３８年の１０年間の計画

となっているものでございます。 

 議員ご指摘のとおりですね、なかなか計画というものの位置付けは、なかなか難

しいところがございますけれども、法的に根拠のあるものはですね、やっぱりきち

んと整備する必要があるかと考えているところでございます。 

 委 員 長  ６番 梶原委員 

 ６  番  １３４ページの３款１項１目、１９節の社会福祉協議会への負担金補助及び交付

金ですが、予算では一番上の欄になりますけど、昨年に比べてですね、６５万６千

円ほど増えてますよね、この要因は何でしょうか。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  これにつきましては、この社協の負担金にかかりましては、毎年予算編成の前に

ですね、協議を行っているところです。 

 そういった中で、社協からですね、２８年度につきましては増額の要望がありま

した。 

 内容を確認したところですね、社協の職員の給与がですね、周辺の社協の職員と

大きく差がついているので、改善を図りたいというような要望がありました。 

 そこで資料の提出を求めまして、いろいろ検討した結果ですね、増額については

必要であると判断をいたしまして、今回計上をさせていただいたところでございま

す。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  どのくらいの格差があったのか。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  役場職員との差で申しますとですね、同じ年齢の職員と４万円程度差がありまし

たので、社協のほうで給与体系とかありますので、こちらからそれが妥当とか妥当

でないというのはなかなか言いにくいんですけれども、今回の社協が考えているの

は、他の自治体で見るとですね、大体一般職員の８号捧下ぐらいをいっているとこ

ろなので、そういうところが念頭にあるようですけれども、実際には、それよりず

っと下のほうになっておりまして、今回、社協が予定しているものでも、１４号捧

下ぐらいのところを想定されているようでございます。以上です。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  １３３ページの３款１項１目の旅費の中にですね、民生委員の推薦会、これは、

先日説明の中に、３年に１度民生委員の交代ということでですね、上げられている

ということでした。 

 この予算にはあまり関係ないんですが、お尋ねをしたいと思うのはですね、今度

電力の自由化が行われるためにですね、メーターですね、が今度全部交換されるよ

うになります。無償でですね。 

 今、一人暮らしで高齢者の方がたくさんいらっしゃいます。そういう人たちにで
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すね、例えば詐欺とかですね、例えばこういうのを利用して、遭わないようにです

ね、前もって予防措置を講じるように、例えばできないものかなという、民生委員

さんとかを活用していただいてですね、ちょっとそういうことをお尋ねしたいと思

います。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  このスマートメーターの関係は、なんか最近新聞にもほんと載っておりまして、

直接見に行かなくても、ネットで使った料金が分かるというような仕組みのようで

ございまして、電力が自由化になるのに合わせてですね、そういった関係の勧誘が

結構高齢者のところにもですね、かかっているように聞いております。 

 そのいろんな業種の方が入って来て、実際に取り扱っている方が、悪徳の業者の

方ではないんですけど、便乗されてそういう詐欺まがいのことがあるということは

ですね、十分に想定できますので、これはどちらかというと、消費者行政の絡みも

出てくるかなとは思いますけれども、民生委員という高齢者を見守る立場からすれ

ばですね、やっぱり民生委員さんも共通認識で、そういったことがあるということ

で、普段の民生委員さんの業務にあたっていって、少しでもそういった詐欺に遭わ

ないようなですね、努力と言いますか、については、民生委員さんのほうと話しな

がら、協力をしていきたいと思っているところでございます。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １４０ページの３款３項１目、１９節いきいきサロン補助ですね、補助金のこと

なんですけれども、これは、もう一度詳しい事業説明をお願いしたいと思います。 

 委 員 長  室井課長補佐 

保健福祉課補

佐 

 いきいきサロン補助事業ですが、これにつきましては、地域住民によるですね、

手作りのふれあい広場を提供し、地域に居住するすべての人たちが、寝たきりや閉

じこもりの孤独に至ることなく、地域で生活してもらうように、住民による共助を

推進して、見守りまたふれあいネットワークを構築する目的としております。 

 これはですね、地区や小組合、ボランティアの方によってですね、６５歳以上の

高齢者を対象に実施をしていただくものでございます。以上です。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  住民による共助というところで、こういった事業をですね、社協のほうでやって

もらった方がいいんではないかなとは思うんですけれども、その考えのほうをお伺

いしたいと思います。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  ご指摘いただいたとおりですね、これは、よその団体では、社協等がやっている

ところが多ございますので、今回、村長の強い、この事業を推進したいという思い

がありましたので、なかなかちょっとそこのところの、社協との話が、する時間が

ございませんでしたので、社協のほうには、この事業を２８年度こちらのほうでし

ますけれども、協力のほうをお願いしますと。行く行くについては、社協のほうで

やっていただけませんかというような話は進めているところでございます。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  １４１ページの３款３項６目、高齢者活動促進施設管理費、これは、確か喜楽来

館のことだろうと思いますけれども、その中でですね、まず、看板設置費、これに

ついて２０万上がっとるんですけれども、これは、どこの看板を設置するのかと。 

 それから、管理委託料があるんですけれども、今、地域の方はですね、今まで風

呂入ったりするのは、今あってないかと思います。 

 その中で、この委託料はですね、喜楽来館を結局は社協に払うんだろうとは思う

んですけれども、その中で委託料が高いような気持ちもするんですけれども、利用
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状況やらですね、その辺りのところをちょっと説明いただきたいと思いますが。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  まず、看板のほうをご説明したいと思うんですけど。 

 今、現状としてですね、昔東峰村か小石原かちょっと忘れましたけど、サイン計

画で設置したポールが１本立っていて、その看板が何枚かある小さなですね、サイ

ンの看板しか今ございませんので、なかなか機能的にちょっと足りないということ

で、社協のほうから要望がございまして、できれば縦型に、少し入口のところにて

すね、大きな、大きなと言いますか、今の時点機能的にちょっと、看板機能が劣っ

ておりますので、入口のところに、ここに社協がありますよと、はっきり分かるよ

うな看板の設置の予算を計上させていただいたところでございます。 

 それから、利用についてはですね、補佐のほうからご説明申し上げます。 

 委 員 長  室井課長補佐 

保健福祉課補

佐 

 喜楽来館の利用状況ですが、これは、２月末現在のものですが、利用延べ人数が

６，０１３人、うちお風呂を利用された方がですね、５６１名となっております。

以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  これですね、たぶん通学合宿やらいろんなキャンプとか、そういう中の数が入っ

ているのかと思います。 

 これも忙しい時期というのは、ほんの一部じゃないかと。半年以上は、社協の中

でただ管理されているだけだと、利用度としてですね。そのように私は感じるんで

すけれども。 

 そうすると、この管理委託料がどうなのかと、いったところが出てくるわけなん

ですけれども。 

 じゃあ、この数字がですね、６，０３１人、半年間の間じゃないんですかね。 

 委 員 長  室井課長補佐 

保健福祉課補

佐 

 月別にですね、喜楽来館の利用を申し上げたいと思います。 

 ４月ですが２６８名、５月１，５２６名、６月３７８名、７月３７５名、８月２，

１８１名、９月２６９名、１０月１６３名、１１月１３２名、１２月３６３名、１

月２６４名、２月が９４名、合計が６，０１３名となっております。 

 委 員 長  ６番 梶原委員 

 ６  番  関連質問ですが、喜楽来館は確かに伊藤議員が言われるとおりですね、今、課長

補佐のほうから利用状況の報告がありましたが。 

 実際、泊まっている方、宿泊をしている方、こちらがどのくらいいるのかとです

ね、やはり５月、それは１団体が北九州のほうから来て、泊まって、３日間連続で

やっていますね。それから通学合宿、それと大学関係の体育のやつが少しあるとは

思うんですが。 

 泊りがなければ、お風呂は当然使いませんよね。その辺で、通常村民の方が喜楽

来館に来られたのも利用状況の中に入っていると思いますので、逆に言わせたら、

入浴をされるような人員の利用状況というのが分かりますかとですね、やっぱり私

も委託料は、ちょっとこれはいかがかなと思います。 

 委 員 長  室井課長補佐 

保健福祉課補

佐 

 宿泊されてない利用者の方でですね、利用されている方が５，５００名ぐらいお

られます。 

 入浴はですね、５６１名ほど利用されております。以上です。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  ページが１４６ページ、４款１項９目の１３節、この中のその他委託料ですね、
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これは、健康情報システムの改修費ということですが、ちょっとこれ、私聞き漏ら

したんですが、これはどういうことに使われるものか、ご説明していただければと

思います。 

 委 員 長  国松係長 

保健福祉課係

長 

 その他委託料の内容としまして、健康情報システムの改修費用ということで上げ

させていただいております。 

 これに関しましては、平成２９年度にですね、国のほうから一部がん検診の追加

での実施内容の変更等がありますので、それに先駆けまして、システムの変更が必

要になりました。それに伴いまして、ちょっと費用が少し高額にはなっております

けれども、システムの改修が必要になっております。 

 これにつきましては、検診の受付、それから結果管理、一連の内容につきまして、

改修が必要になってきます。以上です。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  システムということでいいんですね、改修という。  

 私は以前ですね、健康増進事業として、確か腕に時計みたいな感じではめて、そ

れで一括して健康管理をするというような事業を行いたいというような希望が、確

か予定があったと思うんですよ。今度それが載ってないんで、それがどういうふう

になったのかなと、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  結論から言いますとですね、この２８年度の当初予算ではですね、その予算は計

上をしておりません。 

 理由といたしましては、保健福祉課のほうで、保健師と、どういったものが一番

いいのかということで、いろいろそのシステムと言いますか、プログラムをネット

上で探して回りましたけれども、本当にこちらの要望に沿うものがございませんで、

ないなら作ればいいんじゃないかというような話になるんですけど、新しいそうい

うシステムと言いますか、プログラムを構築するというのは、莫大なお金がかかる

というのが分かりまして、そういった中で、今度の総合戦略の中にですね、この関

係のウォーキングマイレージ事業というのも上がっておりましたので、その関係の

補助事業に乗れば、ある程度補助事業を使って構築ができるのではないかというよ

うな考えに、今立っているところです。 

 したがいまして、そういった東峰村に合ったような形の、本当に健康増進に繋が

るようなシステムを、ないなら作らなきゃいけないというようなところで、今検討

をしているところでございます。 

 それで、そういうことがカッチリ固まった段階でですね、補正等でお願いをした

いと思っているところでございます。 

 委 員 長  １０番 大蔵委員 

 １０ 番  関連です。 

 去年の国保税を上げるときに、やはり住民に健康を上げるために、いろいろな策

を講じるといったことの中にありまして、やはりそういったマイレージを付けると

か、そういったことは大事なことであろうと思います。 

 今のところ適用するものがないならば、一番大事なのは検診にどれだけ行くかと

いうことですたいね。その検診率は、昨年を見ますと、本年度ですが、よく東峰テ

レビから流れているかなと感じるわけでございますけれども、実績として、どんな

ふうになっておりますのか、お聞きします。 

 委 員 長  国松係長 

保健福祉課係  受診につきましては、まだ確定はしてないんですけれども、特定健診につきまし



50 

 

長 てが、概ね４０％前後だというところです。あと、その他のがん検診につきまして

が、平均で２０％ほどですので、昨年度とほぼ同じぐらいの受診率になるかと思わ

れます。 

 委 員 長  １０番 大蔵委員 

 １０ 番  先ほど私は、昨年以上に啓発運動が多いのかなと思いますけれども、よその自治

体に見ますと、トイレに行けば貼っとる、どこかに行けば貼っとると、総合検診に

行きましょうとかですね、ありますね。だから、よそに負けないように、そういっ

た啓発活動をお願いします。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  保健師のほうの答弁の中で、一言自分も付け加えたいことがございましてあれな

んですけど。 

 昨年の検診はですね、２回台風がございまして、台風で延期を２回した状況が若

干響いているのかなと思っているところです。 

 と言いますのが、昨年はとにかく検診率を上げようと思いまして、何回もテレビ

等で流したところだったんですけど、ちょうどあの台風がですね、本当に、ドンピ

シャに検診の日にかかってまいりましたので、そういう中で、どうにか昨年どおり

の検診率を維持できたのかなという、担当課ではちょっと前向きの評価をしている

ところでございます。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  関連質問ですから。 

 特定健診それから村民の健康増進については、もう常日頃総務常任委員会の中で

もいろいろと話をしておるところです。 

 皆さん方も非常に頑張るということで、赤い服とか、いろんな東峰テレビの中で

ＰＲをしたりというのは重々承知しています。 

 しかしながら、じゃあ、どうして検診が伸びないのかと。やっぱり私たち村民が

いつも言うように、東峰村に貢献できるのは、自分が健康ということが一番貢献だ

ろうというふうに思っていますので、やっぱり村民がこぞっていろんな検診には参

加をして、受診率を上げて、そして自分が健康な体をもっとけば、東峰村はそれだ

け助かるということだと思います。 

 ですから、今度は内容等がやっぱりあると思いますので、どういうふうな検診を

すれば、積極的にとか、私、この間朝倉市の土曜日のあったやつに行ったんですが

ね、そのときに国松さんも参加されておったから分かるでしょうが。 

 例えば骨密度とか血管年齢とか筋肉年齢とかは簡単に測れるやつによって、動機

付けには確かになるなと。私は、骨密度が非常に悪くてですね、そのときの健診で

ですね、非常にそういうところが気になったりとか。ということは、どうやって自

分が健康管理をしようかとか、１つの動機付けがあるから、そういうものが仮にで

すね、導入できれば、動機付けとかになるんでしょうけど。そういうもの等々を含

めてから、やはり検診率を今度また高めるように頑張ってもらいたいと思っていま

す。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  １３６ページ、８目保健福祉センター管理費の部分と、同じく１４１ページ、６

目喜楽来館の部分です。 

 修繕費、どちらもボイラーのほうが入っていたかと思います。説明はあったんで

すけれども、緊急性を要するものなのでしょうか。１日を争うような。そういった

分でしょうか。 

 委 員 長  坂本係長 
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保健福祉課係

長 

 まず、いずみ館の配管工事の関連でございますが、これにつきましては、今現在、

ボイラーからいずみ館のほうに引き込んでいる配管でございます。これの取り換え

工事ということになるんですけれども。 

 今現在は耐熱性の塩ビ管を使っております。これをですね、耐熱性の鋼管のほう

に、要は鉄の管ですね、こちらのほうに換えたいと思っております。 

 なぜかと言いますと、実際、いずみ館ができまして、もう１２年目でございまし

て、塩ビ管の老朽化というかですね、そこそこで水漏れが発生しているということ

で、部分的には既に何回か修理のほうは行っておりますけれども、これから先を考

えていくと、やはり鋼管に換えたほうがですね、水漏れも止まるということもあり

まして、いずみ館に向かって送る管と、それからいずみ館から戻ってくる戻り管で

すね、この２系統について取り換えを考えております。以上です。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  喜楽来館のほうも同じくボイラーがやられておりまして、こちらについてはです

ね、こちらのほうもかなり老朽化で、内容につきましては、風呂のボイラーの熱交

換用の循環ポンプとろ過装置のポンプの故障による修繕でございまして、すぐ新年

度になって、通学合宿ですかね、その関係が出てまいっておりますので、今の時点

使えないというような、急ぐような内容になっております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  急ぐものであれば急いでいただきたいんですけど。 

 ちょっと気になったのが、これも総括で聞いてくださいと言われる可能性はあり

ますが、そこでの回答でもよろしいんですが。 

 先ほど木質バイオマスのチップの調査であったりですね、そういった部分で、村

長も前向きにそういった部分のボイラー、熱利用という部分を考えられているとい

うことで、おそらくどちらのボイラーもですね、検討の部分に入ってくる中で、緊

急を要する修繕であればですね、しなければならないと思うんですけども。また、

修繕した箇所がボイラーの変更によってですね、大幅に変わるということであれば、

またもったいないのかなという部分を感じたので、その辺もし総括等でお答えいた

だければ、もし回答がいただけるのであればお願いいたします。 

 委 員 長  村長 

 村  長  議員おっしゃるとおりですね、費用対効果、それはもう当然考えなければいけま

せんし、今回、木質バイオマスはまだ調査の段階であります。行く行くはですね、

いずみ館のボイラーはできれば変えたいなと思っております。 

 昨年か一昨年度ちょっと申したかと思いますけれども、県の補助がありまして、

実際検討を、いずみ館においては検討をしたことがあります。しかし、ボイラーの

設置と、それからチップをストックするヤードですね、そういったものがちょっと、

なかなか面積的に取れないということで、断念したところはあるんですけれども、

今後につきましては、そういったものも含めてですね、設置する場合には考えてい

きたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、いずみ館の燃料費が、聞いているところですと、年間

５３０万ほどかかっているというような話でございますので、その辺りも木材チッ

プボイラー等を入れてですね、削減ができればそうしたいなと思っておりますが、

先ほど言いましたように、敷地の、それが設置できるかどうか、その辺りも含めて

検討をしていきたいと思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  村長には、すごい計画の部分を話していただいて、喜楽来館の分はですね、急が

ないといけないかもしれませんが、いずみ館のほうの配管、もし今後の部分で影響
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してくる部分がありましたら、ぜひ、ご検討をいただきたいかな。そういった部分

で、大きく変える部分で大きく変えたほうがいいのかなと思いますので、ぜひご検

討をよろしくお願いいたします。 

委 員 長  ６番 梶原委員 

６  番  １４０ページの３款３項１目、１９節の負担金補助及び交付金のゲートボール場

の借上げ補助金がありますが、これ３カ所で、１カ所が５万円ということで、説明

会の折には上がっておりましたが、この場所を教えていただきたいんですが。 

委 員 長  室井課長補佐 

保健福祉課長

補佐 

 ３カ所ですが、ゲートボール場ですが、１つは中原地区にありますゲートボール

場、それと西福井地区にあります猿喰のところのですね、ゲートボール場、それと

上福井地区、老人クラブがやっていますが、そこのゲートボール場の３カ所になり

ます。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  １４０ページ、高齢者コミュニティセンター費ということでございましたけど、

これ確か昨年廃止するというようなことを聞いとったと思いますけど、これは廃止

にはなってないようですけど、どのようになっておるんですかね。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  このコミュニティセンターの管理費につきましては、ＪＡ等から直接そういう、

何かこう村のほうには来ていないというようなことをお聞きしたので。 

 ただ、現実的には５月ぐらいでしたかね、なんかあそこは撤退されるというよう

な話になっておりますけれども。予算の段階ではちょっとそこを確認できませんで

したので、きちんととりあえずの管理費が必要かと思って上げているところです。 

 また、完全に壊してしまわない限りは、また部分的に管理費が残ってまいります

ので、もしあそこのＪＡがなくなったとしても、その施設自体の管理が若干出てま

いりますので、その辺りがもし早期にはっきり分かった段階で、必要に応じて減額

等の補正とかですね、そういうことで対応をさせていただきたいと思っているとこ

ろです。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページは１３９ページの３款２項の１１需用費のところの、保育所給食推進事業

ですね。これ、その前のページの小石原分とそれから美星分と合わせてお尋ねをし

たいんですが。これは、創生事業の中のどの位置にあるのか、ちょっと先に。 

 委 員 長  回答はありますか。 

坂本係長 

保健福祉課係

長 

 まず、ページ数ですけど、１９ページの上のほうにですね、これは、総合戦略の

ほうの１９ページの一番上のところにですね、保育所給食推進事業ということで上

がっているものでございます。 

 まず、小石原保育園、それから公設の美星保育所についての関連でありますので、

併せてですけども。 

 まず給食のですね、これは、いわゆるご飯ですね、ご飯についての購入補助とい

うことで考えております。実際３歳以上のですね、幼児の方については、自宅から

お米なり、それからご飯を毎日持って来てもらっているわけでございますけども、

これについてですね、保育所のほうで購入していただいて、保育所で調理をしてい

ただいて給食に出すということで、各家庭からですね、持って来る手間が省けると

いうか、保護者の負担が軽減されるというのと、まず食育というのもありますし、

できればこの地元産お米をですね、作られている東峰村でございますので、地元産

のお米をなるべく購入してもらうような形でですね、一応こういう補助事業を考え
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ているところでございます。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  これは、米代補助ですよね。東峰学園の場合は給食代補助。美星と小石原保育園

は、給食はなく弁当なんですかね。ちょっとごめんなさい。 

 美星保育園と小石原保育園の給食の実態というか。 

 委 員 長  坂本係長 

保健福祉課係

長 

 小石原保育園それから美星保育所につきましてはですね、給食といいながらも、

まずおかずですね、おかず分だけは調理をするわけですけども、３歳以上と言いま

すと、もう離乳食を要らないような形でですね、自宅で炊いたご飯をですね、お弁

当にご飯だけを詰めて持って来て、おかずを給食という形で食べるという形になる

んですけれども、３歳未満につきましては、離乳食とかありますのでですね、その

分についてはすべて保育所のほうが調理をして出すということになっております。

以上です。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  そうするとこれはもう、米の購入代の助成で３６万と１４万ということですね。 

 そうするともう小さい子どもだから、なかなかそこ辺は難しいんですかね。離乳

食は向こうで作って、３歳以上はおかずを作っているということですね。 

 そうすると、これはどのくらいぐらいの負担になっているのか、父兄の負担は。

それだけ尋ねたいと思います。園児の給食代の負担というか。 

 委 員 長  坂本係長 

保健福祉課係

長 

 給食費というものをですね、各保護者から徴収することではなくて、それは保育

料の中に入っておりますのでですね、それを村から保育所なら支弁していると形に

なっております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  １４２ページ、４款１項１目保健衛生総務費、保健医療福祉審議会、先日全協で

も、これはどうなっているんでしょうかとお聞きしましたが、回答はなかったので

ですね。 

 今年度はこの審議会も行われていないかと思います。結局この年度末で任期は終

わりますが、結局この現在、保健医療福祉審議委員会自体、どういうふうな方向性

を持って行われているのでしょうか。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  この保健医療福祉審議委員会におきましては、いろんな経緯がございまして、当

初東峰村の医療をですね、どうあるべきかという医療検討委員会として立ち上がっ

た経緯がございます。その医療検討委員会の中で、宝珠山地区の医療体制が弱いん

じゃないかと、それをどうすべきかという考え方と東峰村全体で、小石原地区も含

めたところで東峰村の医療についてはどうあるべきかということの、２つの課題に

なりまして、なかなかこれにつきましては、１１回ぐらい会議をした中で、なかな

か委員会としての答申ができなかったというような経緯がある中で、その流れの中

でさらに福祉関係も一緒に審議したらどうかということで、医療検討委員会から先

ほど言いましたような保健福祉まで入れたところでの審議会にしたところでござい

ました。 

 そういうふうにした上でも、やっぱり１回目の会議の中で、そこのところの溝が

なかなか埋まらないというところで、今話が事実上ストップしたような状況になっ

ているんですけれども、保健福祉課の中で分析した中ではですね、先ほど言いまし

た医療機関の位置の問題が、なかなか地域の関係の、お互いに近いところがいいと

かいう問題があったりとかですね、医療機関に行くまでの交通の関係を良くすれば、
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さらに医療体制として良くなるんではないかというような、課題にまとまるかなと

いうところまでは行っておりました。 

 そういう中で考えないといけないのは、やっぱり医療機関のほうに患者さんが行

くという発想でずっと協議をしてまいりましたので、そこのところがいつまで経っ

ても埋まらないというような、保健福祉課の中で行きあたりましたので、その時点

で、もう往診ですかね、行けないんだったらこちらから行きましょうというような

方針のほうに変えさせていただきまして、そこから往診、いつでもできますよとい

う中の東峰テレビとか広報のほうでさせていただくような方向を取っているところ

です。 

 したがいまして今のところ、本来はどうあるべきかというまとめみたいな部分を、

審議会でしないといけない時期にはなっていたんですけれども、なかなかそこの辺

の課題がはっきりしないまんま、今ちょっと中断のような状態になっているところ

です。 

 保健福祉課としては、先ほど言いましたように、もう現実的な部分として、往診

等を進めていくことによって、医療体制とかその辺のところの充実を図っていきた

いというような形になっておりまして、ちょっと中途半端な答弁になりますけれど

も、審議会としては、ちょっと今中断しているような状況になっているところでご

ざいます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  という中で、１節報酬の中で、また保健医療福祉審議委員会というかですね、入

って来て、まだこれを置いているというのは、何かしらこの審議会を動かしていく

という意思があるから、ここを入れられていると思うんでですね。 

 保健福祉課としていろいろ検討されてですね、意思を持たれているのであれば、

その先に進んでいけるように、また審議会という部分でもまた進めていく部分もあ

るのかなとは思います。 

 その辺はまた議会の中も総務委員会等ございますので、そういった部分でいろい

ろこの審議会の進め方等も検討していただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  この予算の計上にあたりまして，この保健福祉審議会につきましては、先ほど言

われたとおりに、なかなか今後どうしていくかというところが見えないまんま、あ

る程度はこの機能というのは維持する必要があるかなというところで、最低限のと

ころの計上をさせていただいているところですけれども。 

 新たに保健とか福祉関係でいろんな課題が生じた場合にはですね、すぐにこの審

議会を通じた中でですね、いろんな諮問、答申のような形でですね、審議をいただ

きたいと思っているところでございます。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  今の課長の答弁ですね、私たちもその中の委員の中に入って、いろいろと審議を

した結果があります。 

 まず、東峰村の医者をどうするのかと、確保しようということで、何回か募集は

したんだろうと思います。しかしながら、なかなか医者の来る人がいないというこ

との１つあるでしょうし、また今後の地域包括ケアの中の、そういうふうな在宅介

護とか在宅医療とか、その問題もあるだろうし、先ほど課長が言った往診なのか、

訪問診療なのか。 

 だから現在の、今の小石原診療所から言っているのは、往診なのか訪問診療なの

かとかですね、そういうところを含めて医療体制は、やはり高橋議員が言うように、
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どこかでやっぱりもう１回考えるべきではないかなというふうに思っております。 

 委 員 長  答弁要りますか。 

村長 

 村  長  私も議員時代からですね、この医療問題については、いろいろと宝珠山の皆様方

の意見等をお伺いして、端的に言いますと、そこに診療所開設、そこらあたりにつ

きましても、やはり宝珠山の人たちの民意をくんでないから反対だということで、

反対をさせていただきました。 

 そういったなかで、やはりこの医療問題、突き詰めていくと非常に難しいんです

ね。それで、今年度につきましても、県議あたりのご協力もありまして、それから

当然のことですけれども、現在の平野先生が意思表明をしていただきましたので、

来年度までで３年になりますけども、医者探し等をやらなくてよかったわけなんで

すけれども。 

 いずれにいたしましても、この医療問題をどうしていくのかというのは、非常に

ですね、高齢化するわが村におきましては大事なことであります。これも先ほど議

員のおっしゃるようにですね、再度構築していただいて、本当にこの東峰村での医

療体制をどうするのか。 

 一部では、まったく要らないというような人もいるんですね。その理由は何かと

言ったら、もう悪かったら救急車で行きないと。近くにいっぱいあるじゃないなと

いうような話ですけれども、それじゃあですね、あまりじゃないかと。やっぱり村

においては、１人は必ず医者としてそういう立場の人がおるべきだと、私は思って

おります。 

 今回の総合戦略の中でもですね、教育支援の中で医者については１人、やっぱり

村のお金で勉強していただいて、そしてこの村で開業なり村医となり、どちらか分

かりませんけど、そういった形でやっていただければという思いもあってですね、

そういう総合戦略の中にも残させていってる問題であります。 

 いずれにいたしましても、大変でしょうけれども、再度ですね、この委員会等を

継続していただいて、ご検討をお願いしたいと思っております。 

 委 員 長  これをもちまして、保健福祉課の質疑を終了したいと思います。 

 休憩   

 委 員 長  ２時５分まで休憩いたします。 

 （１３時５６分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 （１４時０５分） 

 委 員 長  住民税務課の質疑を行います。 

 住民税務課の質疑はありませんか。 

８番 佐々木委員 

 ８  番  やっと住民課長が来ましたので、質問をさせてもらいます。 

 ページ、１４３ページ、４款１項の１９節、高齢者ごみ出し支援補助の事業のと

ころです。 

 早速予算がついていますので、これは、いつ頃から開始をされるのか、また、ど

のような方向でなるのか、具体的に分かっておれば説明をお願いしたいと思います。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課長  高齢者のごみ出し等の支援につきましては、一人暮らしで、今、家庭から出られ

ない人とかですね、障害者１級、２級の人がいらっしゃいますので、現在調べると

ころによりますと、２０数名はいるんじゃなかろうかというふうな予定をしており
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ます。 

 これにつきましては、まだ人数確認とか区長さんのお願いとかですね、そういう

ところがまだ行き届いていませんで、スケジュールとしては１０月頃からは始めた

いなと思っておるところでございます。  

 それにつきましては、区長さんのご協力でですね、地域協働の関係でこの事業を

進めたいと思っていますので、まずは行政区の中で協議してもらいながらですね、

支援者を決めていただき、利用者につきましては当初何名か分かりませんので、行

政のほうから、どれぐらいのニーズがあるかというのは調べていきたいと思ってお

ります。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  課長の説明の中でも１０月頃というのは、当初説明の中であっておりましたが、

私個人の考え方とすれば、なるだけ早くこれはしてほしいなと。 

 というのが、人員的には２０数名、それから多くなるか少なくなるか分かりませ

んが、やはりごみ出し排出困難者、そういう方がこの村がいるということは、やは

り困難を少しでも早めに解消してやるのが、１つのサービスだろうと思っています

ので、これについては、１０月とは言わずに、なるだけ早く事業に手掛けてもらい

たいと、そういうふうに思っております。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  私もちょっと、先ほど失敗しましたので、またお願いしたいと思います。 

 １４３ページの４款３項かな、負担金及び助成金の中で、火葬場運営費、これが、

この金額についてどうのという話ではございません。去年が７百何十万かあって、

今度が４００万と。 

 ただ、私がこの中身の心配しておるところは、香華園自体がですね、もう今まで

は杷木町と宝珠山村、小石原村という形で運営がされて、今までずっと続いてきた

んですけれども、時々よく聞く話の中に、もう香華園も年数が非常に経ったと。そ

うした場合に、朝倉市はこれを立て直すとか、またそういうような考え方がですね、

ないといったような話も時々聞くことがあるんですよ。 

 将来的に、今はですね、こういう運営費の中で修理等をしていけば、なっていく

んですけれども、これが、じゃあどうしても修理で利かないようになったときにで

すね、どうなるのかということが、一番に心配をしておるところなんです。 

 今から将来に向けてのですね、話が何かありましたら、まずお尋ねしたいと思う

んですが。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課長  香華園の運営につきましては、広域の事業として、今言われました朝倉地区まで

含めたところのですね、朝倉地区、杷木と東峰村、３町村の運営で行っているもの

でございます。 

 それで、事務の廃止ということで、その業務が朝倉市の条例の中で、朝倉市に移

管しているものでございます。 

 そういうところで、これは、村としてはですね、これは朝倉市の条例に移行する

ときにですね、ぜひ存続をしていただきたいというふうなことで、そういうふうな

ものの了解もとで移譲したと思っておるところでございます。 

 そういうことで、２７年度に予算につきましてはですね、炉の改修それからトイ

レの改修、高圧機械の改修ということで、２千万近くのですね、改修をしていただ

いているところでございまして、そういったことで、２７年度の予算につきまして

は、倍近くの負担金がかかっていますし、２８年度におきましては、地下タンク等

の改修もするというふうなところでございますので、今のところは、ちょっと年数
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的には分かりませんが、長期間それは使えるものじゃないかなと思っているところ

でございます。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  要するに、もう心配するところはですね、皆さん、香華園がなくなったらどこに

持っていくのかと。 

 確かにそれは、よその地区に持って行けないことはないかと思います。ただ、長

時間の時間等が必要になってきますので、非常に不便をかけるということになりま

すのでですね、今は修理としてできておるんですけれども、それが確約したものが

残っておるというわけではないのかなというところは心配するところなんですよ。 

 できる限りこれはもう村長にお願いなんですけど、多く働きかけてですね、これ

存続というものを、しっかり勝ち取っていただくというのはちょっとおかしいのか

もしれませんけれども、前向きにできるような形をですね、とっとっていただきた

いと思っておるところです。村長、いかがでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  議員おっしゃるように、大事なものでありますので、これについてはですね、ま

た、朝倉市とのほうに働きかけを行っていきたいと思っております。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  ページは１４２ページですね、４款の３目ですね、１節の報酬で環境美化巡視員

というのがありますね。これは、どういった仕事内容なのかを教えてください。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課長  環境美化推進員につきましては、村道とか林道の不法投棄関係があったときにで

すね、週に１回程度村内を見回ってですね、特に小石原地区は、実際は村道の管理

というふうなところでございますが、国道を中心にですね、ごみの回収をですね、

小石原地区は和田さん、宝珠山地区は梶原さんというようなところで、２名の巡視

員がいまして、その方の報酬でございます。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  実は一般質問でも私がお尋ねした件ですが、看板等のことについてですね。 

 そういう見回りをする組織みたいなのはできませんか、ということをお尋ねした

んですが、こういう環境美化巡視員、こういう巡視員さんを活用されてですね、そ

ういうことはできないのかなと、今思ったんですけれども。 

 そういう限られた中での巡視員さんということであれば、それはしょうがないか

なと思いますけど。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課長  職務としてはですね、不法投棄関係とごみの収集、小さいごみであれば収集され

てますし、村内見て回っている人ですからですね、お願いしてできないことはない

と思いますけど、ちょっとそこまでですね、その方にお願いしているわけではない

からですね、ちょっと相談はしてみたいと思います。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  できるだけですね、環境ですから、全体の環境ということを考えてですね、でき

れば一緒に見回っていただければと思います。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページは１３８ページ、３款２項２目ですね。 

 昨日、修正のほうで、議会可決をいたしました、この祝い金ですね、子育て。 

 これは、４月１日から、もちろん施行ということになると思いますが、この支給

日は、大体いつ頃に、こういうのはなるんですか。 

 委 員 長  住民税務課長 
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住民税務課長  この支給としては、規則で謳うようになってますけど、具体的にはまだ決裁を取

っていませんが、入学日から１カ月後ということで、その要件が達せればですね、

入学金等は支給したいと思っています。 

 委 員 長  他に。 

１０番 大蔵委員 

 １０ 番  １４３ページ、４款１項３目環境衛生費、この中の１９節の中で衛生施設、サン・

ポートの件ですね。これには私も会議に入っておるわけでございます。 

 その中で、もうごみが飽和状態だということに近づいておるということでござい

まして、うちは広域圏に頼ってそういったことをしているわけでございまして、東

峰村におきましても、分別収集なりいろいろなやり方をして、ごみ減量化には取り

組んでおるところだろうと思います。 

 しかしながら、そういったよその自治体にお願いをしているような立場でござい

ます。お金を出すからいいというところじゃなくて、東峰村におきまして、これだ

けごみ減量化に取り組んでるよというようなことをですね、していくべきであろう

と思います。 

 近隣におきまして、大木町なんかはすばらしいごみ減量ですかね、そういうふう

なことをやって、リサイクルあたりですか、やっているようでございますが、東峰

村におきまして、ごみ減量に向けてどういった方向を考えておるのか、お聞きしま

す。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課長  ごみ減量化につきましては、まずは資源ごみにリサイクルをするというふうなと

ころをですね、村民に啓発をしていきたいと思っております。 

 実際、区長さんを通じてですね、各地区の資源のごみにつきましてはですね、た

いへんご尽力いただいているところでありまして、かなりの量がですね、東峰村で

は資源化されていると思っております。 

 また、可燃物につきましては、なるべくですね、紙類を入れないようにですね、

やっぱり紙類等は資源に回すというようなところをですね、また、家庭ごみにつき

ましては、水切りを必ずするとかですね、いろんな以前コンポスト等も補助金をや

っていましたので、そういうのができればですね、ありとあらゆる方法でごみ減量

化に努めていきたいと思っております。 

 委 員 長  １０番 大蔵委員 

 １０ 番  議会もですね、執行部だけが考えろというわけじゃなくて、私たちもいくらか勉

強させていただきたいと思います。 

 そしてその中で、お互いに知恵を出し合ってですね、どうにかごみ減量化に取り

組んでいくように、お互いで努力していければいいかなと思っておるところでござ

います。以上です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  同じく１４３ページ、負担金補助及び交付金のところで、ここに林田地区地域振

興費というのが５０万であります。これはどういうことですかね。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課長  これにつきましては、し尿処理関係をですね、一旦葛生のし尿中継槽に持って行

きます。そういうことで、し尿があそこの中継槽にたまりますと、その処理をです

ね、林田地区の暁プラントのほうに持って行って処理するわけでございますが、そ

この施設の住民のですね、協力のもとでその施設が運営されているところでござい

ます。 

 そういうことで、地域の振興費としてですね、その地区に対して５０万を毎年支
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払っているものでございます。 

 委 員 長  他にないようでしたら、住民税務課の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩しまして、農林観光課に次は移ります。 

 （１４時２１分） 

 委 員 長  再開します。 

（１４時２４分） 

 委 員 長  次は、農林観光課の質疑を行います。 

 農林観光課の質疑はありませんか。 

６番 梶原委員 

 ６  番  １５４ページの７款２項１目、１９節の負担金補助及び交付金ですが、このほた

る祭ですけど、これは昨年から見たらですね、助成金が１０万ぐらい上がっている

と思うんですが、どういったあれなんでしょうか。 

 委 員 長  泉主査 

農林観光課主

査 

 こちらのほうがですね、主催している宝珠山ほたるの会から要望がありまして、

昨今のバス代の高騰によりまして、補助金が少し足りなくなったと要望がありまし

た。 

 いろんな問題がありまして、バス代のほうが少し上昇しておりますので、その分

を考慮してくれということで、１０万円ほど上げております。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページ、１４８ページの６款１項４目の農業振興対策費の中の１９節の農地バン

ク活用補助金のところですね。金額的には１０万なんですが、これは、政府かなん

かの所管する農地バンクの中で、貸し手と受け手の関係のこの事業なんですか、尋

ねます。 

 委 員 長  城課長補佐 

農林観光課長

補佐 

 先ほどのご質問でございますが、これは、国の制度とは別に村単独で行おうとい

う事業でございます。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  村単独ですね。 

 具体的にどのような支援をしようと思っていますか。 

 委 員 長  城課長補佐 

農林観光課長

補佐 

 これはですね、どうしても国の事業ですと、なかなか先に進まないということが

ございますので、これにつきましては、農地の借り手に補助を行う。反当はですね、

今考えておりますのは、年間１万程度で約１ｈａ分を、今回予算計上させていただ

いております。以上です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  ページ、１５１ページ、林業総務費の中の賃金の中で、一番上の有害鳥獣駆除要

請６万円というのが、そんなに高くはないんですけど。 

 これは、誰が誰に要請をいたしているんですか。 

 委 員 長  城課長補佐 

農林観光課長

補佐 

 これにつきましては、村がですね、網とかにかかってですね、急に出動していた

だく分に対するですね、ものに対しての賃金でございます。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  １４８ページ、４目の１９節、この中にふるさと便の補助金というのがあります

よね。これの今の会員数と、それからこの４、５年の会員の推移が分かれば教えて

いただきたいと思います。 

 委 員 長  城課長補佐 
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農林観光課長

補佐 

 今手元にですね、その会員数のリストを持って来ておりませんので、あとで作成

してお渡ししたいと思います。 

 委 員 長  資料は後でよろしいですね。 

 （「いいです。」の声あり） 

委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  １４９ページ、６款１項４目ですね。地域就農支援金に関してです。 

 先日も就農ワークショップ等を行って、新たに農業を始めたい方であったり、現

在始めている方等のご意見を聞かれて、今後どうしていくかという部分を話し合わ

れているかと思います。 

 そういったところで、この就農支援金ですね、使い方というか、どういった形で

就農支援していくのか、その辺の具体的な説明をお願いいたします。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  こちらにつきましては、既に国等のですね、支援金年間１５０万というものがご

ざいますが。こちらに関しましては、月８万の１２カ月の２人分という予算を計上

させていただいております。 

 この内容といたしましては、国のですね、就農支援金にしますと、６０万ほど低

額とはなりますが、その農業を行う上での資金、それから生活費の一部支援という

形で考えております。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページ、１５１ページ、６款２項２目の１９節、特用林産物支援補助事業６０万

の事業内容を尋ねます。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  特用林産物等支援補助金、創生ということで６０万計上をさせていただいておる

ところでございます。 

 こちらにつきましては、特用林産物、いわゆるシイタケに特化したものですが、

これの種ごま、それから菌床の菌ですね、そうしたものに対する支援補助。 

 今までは出荷という形でやっておりましたが、この創生を受けまして、生産力の

向上、出荷の増大、農家所得の拡大というところを思いまして、シイタケの種ごま

の補助ということを考えております。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  じゃあ、前からあった４０万の出荷補助がなくなって、この全体の中で６０万を

今回つくったということなんですかね、創生事業の中で。 

 じゃあ、それを踏まえて質問します。 

 シイタケの種ごまですよね。これは、森林組合から買った分が対象等になるんで

すかね。ただし、どのくらいぐらいの種ごまを買われているかとかいうふうな、前

もっての情報は仕入れて、この６０万の範囲で大丈夫ということになったんですか。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  シイタケの種ごまにつきましては、東峰村内で購入したものというものを、要綱

の中に入れさせていただきたいと思っております。 

 森林組合が販売所と、それから、これはちょっとあれですけども、他の量販店等

とかもあるようですが、村の販売所というふうに限定したいと思っております。 

 今、案として要綱案が確定はしておりませんが、１千個以上購入、それから、１

万個以上購入されるという方は、１年間にお一人、お二人ぐらいだと聞いておりま

す。 

 ただ、１千個以上買われる方が、森林組合では２０名から３０名いらっしゃると

いうことで、試算させていただきますと、１万個買っても１円ですと１万円と。１
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０件あれば１０万というような形になります。 

 その額はまだ確定しておりませんので、これを見ますと、お隣の日田市さんだと

かですね、大分県内の市町村でも、種ごまの補助はやっておられるそうです。 

 ただ、金額は地方によってですね、地域によってばらつきはございますが、やは

り一定以上の購入というところで考えた場合、これを５千個以上、１万個以上とい

うふうになると、ハードルが上がって、種ごまを買われる方に恩恵を受ける範囲が

限定的になるというようなこともありますので、その辺りはできるだけシイタケ生

産者、直売所に出荷もしくは市場に出荷している方々等もですね、出荷力のアップ

ということで考えていきたいと思っております。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  これは、何割補助になるんですか。 

 シイタケの種ごまはいくらやったかな。今言われたのは、１個が１円。 

 だから全額補助じゃないんでしょう。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  森林組合に聞きましたところ、１千個で３，３４８円だそうです。１個当たり３．

３円程度になります。 

 他の地域の事例ですと、やはり１万個を区切りに、１万個未満は０．５円だとか

ですね、１万個を超えたら１円、もしくは１円で１万個超えたら２円というような、

低額補助をしているところが多いようです。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  そうすると、これは、今年度には間に合わなくて、年明けというか、２９年ぐら

いからの購入分ということですね。 

 まだ、後で打つ人が中にはおるのはおるんですよ。まだ４月、５月最悪。もうほ

とんどがおそらく３月のうちには菌打ちは終わっていると思うから、これしても２

９年の２月、３月ぐらいからの事業になるのかなということで、そういうことです

ね。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  考え方といたしまして、農林業振興対策補助金で、種子の補助を、これもＪＡ筑

前あさくらから購入したもの、それを年度締めで清算して、農家の方に補助してい

るという状況がありますので、こちらのシイタケにつきましても、年度区切りとし

まして、それを例えば森林組合で年度で締めていただいて、そこで清算補助という

ような考えを今のところ持っています。 

 村の単年度の、年度の締めという意味で、こちらからお願いして、４月から３月

までという区切りをさせていただこうと思っています。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  すみません、先ほどに戻って申し訳ないんですけれども、１４９ページの新規就

農支援金の続きについてお聞きしたいんですけれども。 

 地方創生のほうでも、作業部会でも、この辺はだいぶ検討してきてた項目であり

ます。 

 新規就農者がどうやったら本当に就農して、そのまま続けて行けるのかという部

分で、セットとして農産物ディレクターというか、指導者的な部分もですね、セッ

トで考えられてて、なかなか新規就農者で来てもですね、何もなしでいきなり農業

もできるわけでもないので、そういったサポート体制、新規就農者のこの支援金を

始めるうえで、どういったサポート体制があるのか、お考えでしょうか。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  新規就農に関しましては、非常にそういった方々、就農をされてある方、今度か
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ら就農したいという希望の方の話を伺うと、やはり制度として非常にハードルが高

い部分があったり、農業だけではやはり生活が成り立つのかと、そういった声をよ

く聞くことがあります。 

 高橋議員のほうから発言の中にありましたように、就農ワークショップというも

のを先日開催し、そのタイトルの上段にはですね、東峰村就農支援プロジェクトと

いうことで、そういった機関を設けたいと思っております。 

 その中には、先日出していただきました、ワークショップで出た課題、現状がど

うであるのか、学ぶことに対してとか農業とともに、特産品販売、農業体験、それ

からどういった農業の展開をしていこうということを出していただきました。 

 そのことを、このワークショップ１回だけでなく、続けていくためにこのプロジ

ェクトをスタートさせたいと思っております。 

 先日から出た課題をより踏み込んだ形で、１年間かけてもいいんですけれども、

じっくりその辺りを整理して取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 委 員 長  ６番 梶原委員 

 ６  番  １５１ページ、６款２項２目、１９節の負担金補助及び交付金ですが、これは、

昨年に比べて森林組合への補助金が１８９万７千円ぐらい上がってますよね、それ

の要因とですね、作業路開設補助金、これは、毎年同じ金額を上がってきているよ

うですが、森林組合等から作業路の今年度伐採とか、そういったことで申請等がな

されているのか、この２つをお聞きします。 

 委 員 長  前田係長 

農林観光課係

長 

 まず、最初に水源涵養事業の森林組合への補助金の関係ですけど、１８９万７千

円上がっているということでしたが。 

これはですね、昨年別なところへ予算を組んでいたものを、本年度こちらのほう

にまとめさせていただきまして、１，６２３万７千円上げさせてもらっております。 

 また、作業路開設補助金につきましては、例年８，０００ｍほど、森林組合が事

業を行っておりますが、現在、大体５，０００ｍぐらいで終わっております。 

 ただ、今年度ですね、森林組合と協議しましたところ、８，０００ｍぐらいさせ

ていただきたいということで、一応計算的には８，０００ｍ×７００円×６０％の

３３６万円を上げさせてもらっております。以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  １５１ページ、６款２項１目の１９節、この一番下にですね、森林組合助成金と

いう形で６７万５千円あるんですが、これの中身のほうを教えていただきたいんで

すが。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  こちら、ちょっと詳しい算定はまたお知らせしたいと思います。 

 考え方といたしまして、この森林組合助成金、朝倉森林組合、これを構成してお

ります市町村の朝倉市、筑前町、東峰村、これの均等割それから面積割でもちまし

て算定されております。 

 この朝倉森林組合は統合されてちょっと経過しておりますが、平成１８年度に合

併統合されまして、それから当初は全体額で申し訳ありませんが、当初その３市町

村で８７５万６千円、全体でですね、３市町村で８７５万６千円ありましたものを、

経営が安定してきたということ、それから決算の状況等を踏まえまして、平成２８

年度の予算ベースとしまして、２８８万円まで減額されております。 

 こちらにつきましては、均等割が２割、森林面積割が８割で算定されておりまし

て、その内訳を、少数がついて申し訳ありませんが、朝倉市６２．７％、筑前町１

６．３％、東峰村２１％ということの負担割合で算定されております。 
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 この内訳は、係長のほうから説明させます。 

 委 員 長  前田係長 

農林観光課係

長 

 内訳といたしましてはですね、計算式を言えばいいですかね。 

 いいですか。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  そうしますとですね、これは、森林組合の何の目的で、要するに今までは合併し

たから、お金を結局支援せないかんだろうということで、先ほど言いましたように

８７５万から出していたと。今もそれを補助金みたいな形で出しとるということに

なるんですかね。 

 結局、それだけ経営できんように、まだ森林組合はあるのかと。決算でも森林組

合自体は赤字では決算しておりませんよね。配当金も出よります。 

 それであるのにそういうもので、このお金を、助成をしよるというのはいかがな

ものかというような気がするわけなんですよね。 

 だから、前は合併したから、合併の補助としてやりましたと。それを減額された

としても、いつまでもそういうものを払うものは必要なのかなというところがあり

ますが、いかがですかね。 

 委 員 長  城課長補佐 

農林観光課長

補佐 

 この、確かに補助金の目的ということでですね、これは、三者ですね、朝倉市、

筑前町、東峰村等の担当とも話しておりますけれども。 

 どうしても森林のですね、そういった災害面であるとか、あとは有害鳥獣に関す

ることとか、そういった広域的な調査等も当然行っていただいておりますし、そう

いった広域的な部分も含めてですね、こういった補助の目的としてですね、補助金

として計上させていただいております。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  私が言わんとするところはお分かりいただけるかと思います。 

 目的があれば目的別にですね、やっていかないかんのじゃないかと。 

 ただ、単独で、東峰村だけでこれが決められる話ではないということは重々承知

しますけど、やはり目的別にですね、やるならやると。いろんな目的別でやってる

んだから。 

 ただ、何か分からないような投げ渡しのお金をですね、補助するということは、

将来ちょっと考えていただいて、広域圏で話し合いをしていただけたら、なおあり

がたいと思います。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  この関係市町村の担当課長会を毎年開いておりまして、この森林組合に対する助

成金、補助金のために会合を開いて、その内訳それから減額等についても十分協議

されております。 

 ただ今のご指摘も、その会議の中で提案させていただいて、協議の重大な事項と

させていただきたいと思います。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １４８ページの６款１項４目農業振興対策費の１１節秋まつりの件に関してなん

ですけれども。 

 住民の方というか村民の方はですね、結構毎年同じイベント内容というかですね、

そういったことを言われている方も多いんですけれども。今年も企画の内容の変更

等考えがあるのか、お伺いしたいと思います。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  今、柳瀬議員のご発言のとおりですね、ここ数年、はっきり申しまして、ステー
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ジイベント、牛肉販売、つかみ取り、それから九州プロレスということで行わさせ

ていただいておりますし、内容もほぼ変わっておりません。それから、吹奏楽、フ

ラダンスだとかですね、あと出店の方々にも協力していただいております。 

 例年この運営委員会を開催しまして、秋まつりに対する、開催前の８月ぐらいに

開催、それから、終わって、今年は１２月の中旬に反省会を開かせていただいてお

ります。新年度に向けての企画等があればということでさせていただいております。 

 この反省会の中で、アンケートを、この祭事のときに取っておりますので、その

結果発表もさせていただきますと、やはり「九州プロレスがよかった」「千人鍋がよ

かった」、それから「つかみ取りがよかった」という好評をいただいております。 

 ただ、それとまさに逆の不評な部分も同じ項目が上がってきております。賛否両

論あるというような状況であります。 

 九州プロレスにつきましては、独特のパフォーマンスというか競技で、非常に集

客もあるというふうには思われております。それに代わる何かというものが、その

委員会の中でも、やはりすぐに出るようなことはありませんので、この８月に向け

てのですね、運営委員会に提案できるよう検討していきたいと思います。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  この東峰村の秋まつり、和牛の肉の提供から１つのメインが始まったんですが、

今、おそらく東峰村の中では、もう和牛はゼロですよね。 

 これはどうしてもそうなってくると、東峰村の何か１つのメインを作らなければ、

よそから、それはもう団体の力を借りなければいけないんですが、東峰村のメイン

は何なのかと。秋まつりをする上においてですね、だから、そういうものをやっぱ

り、肉は肉で確かに需要はあるでしょうから、それはそれでいいんですが、村の秋

まつりとして、肉の別に何か、大きな千人鍋もいろんなものがあるでしょうから、

その点はこれからやっぱり考えていかないと、いつまで経っても違うところのあれ

を持って来て、東峰村の肉というわけには、おそらくいかないと思いますので、そ

の辺は秋まつりの委員会の中で、また考えてほしいなというふうに思います。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  ご指摘のとおり、牛肉につきましては、東峰村産ということではなく、朝倉の管

内で生産された牛です。 

 それは私も初めてでありますが、筑紫野市のほうに、そうした処分加工施設がご

ざいますので、そこに行って生産者と、朝倉市内で飼育されたと言いますか、生産

されたものであります。 

 以前は畜産団地というところでですね、そうした成り立ちがあったかと思われま

すが、やはり東峰村、純粋なですね、そうしたものの取り組み、メインとなるよう

なものを考えていきたいと思っております。  

 ただ、千人鍋につきましては、昨年、一昨年からですね、運営の形態が変わりま

して、非常にご苦労かけたところもございますが、やはり非常に好評でありました

ので、千人鍋、それから牛肉のコーナー、それに代わるものだとかをですね、いろ

んなご意見をいただきながら検討していきたいと思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  １５４ページ、７款２項１目の１９節、観光プロモーション事業についてです。 

 ２７年度は先行型交付金で、国からの交付金でこの事業行われて、結構な応募数

で、さまざまな観光プロモーションの活動は行われたかと思います。 

 今年度はこの観光プロモーション事業、２年目ということでですね、おそらく去

年された団体の方々、まだまだ盛り上がっているという部分も聞いておりますが、

その新規の観光促進につなげるという部分でですね、やはりこの２年目以降どうい
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うふうにこの観光プロモーションというのをしていくのか、これが大事かなと思う

んですけれども、その辺の考えはありますでしょうか。 

 委 員 長  泉主査 

農林観光課主

査 

 昨年度ですね、観光プロモーション事業ということで、同額の５００万をですね、

５００万というか、最初３００万でしたが、申し込みが多かったということもあり

まして、少し増やしたところもありまして、最終的にですね、４８０万ほどのご利

用をいただいております。団体は１１団体で４８０万ほどご利用いただいておりま

す。 

 その中でですね、実績報告を今集めている段階なんですけれども、大体もう少し

で全部集まるところなんですが。 

 多くの方にですね、東峰村のＰＲでありますとか、村に訪れていただいて、いろ

んなものを買っていただいたり、体験していただいたりしております。 

 たいへんに事業としても好評でですね、大きなですね、村に貢献があったのでは

ないかと考えております。 

 本年度もこの観光プロモーション事業を行いたいということで、予算を上げさせ

ていただいておりますけれども。昨年度された方がですね、申し込みをされるかど

うかはまだ分かりませんが、非常に、これを利用した団体の方もですね、たいへん

助かったということでお話をいただいておりますので、またご利用していただける

のではないかとは考えているんですが。高橋議員が言われるようにですね、新たな

方、新たな団体の方にもですね、多く利用していただきたいとは思っております。 

 その辺も含めまして、少し多めのですね、５００万という予算を上げさせていた

だいているんですけれども、実際ですね、募集をかけてみないとどのぐらい集まっ

てくるかが分からないところもありますが、審査の中でですね、より貢献が大きい

と思われるものにできるだけ多く配分していきたいと、こちらの課のほうでは考え

ているところです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  確か１００％の補助の事業だったかと思います。 

 やはりこの観光促進に繋がるということで、なかなか面白いイベントというかで

すね、観光のプロモーションの活動は行われたかと思うんですけれども。 

 それが、次の観光という部分にどう繋がっていくのか、この事業をやめてしまえ

ば、もう観光促進という部分が止まってしまうという部分では、観光促進にはなら

ないのかなという部分を感じております。 

 なので、だからこそ２年目以降ですね、どういうふうな形でやっていくかが重要

かなという部分を感じて、確かに新しい活動の団体が出てくるのも、もちろんあり

だと思いますし、２年目以降続けていただいて、地に足がついた活動にしていって

もらうというのも、１つの手だと思います。 

 そういった部分のやはり方向性を持っておかないと、この事業が終わったらおし

まいですという部分では、なんかもったいないなという部分を含めて、だからこそ

１００％事業というのを行うのであれば、それなりの意思を持っていただきたいの

ですが、ご答弁ありますでしょうか。 

 委 員 長  泉主査 

農林観光課主

査 

 おっしゃるようにですね、これがずっと続いていくことが一番の目的としており

ますので、ずっと続けていっていただきたいと思います。 

 その中でですね、先ほど言われるように１００％補助ということで、これからず

っと続けていけるような用具等を買う補助もこの中に含めております。 

 例えば、農業体験イベントであれば、そのときに使う鎌とかですね、ずっと使っ
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ていけるようなものをですね、この事業の中で買っていただいておりますので、そ

れを利用してですね、ずっとイベント等を続けていっていただければと思っており

ます。 

 また、１つ観光本等もこの中で出版をしているんですけれども、それも今後です

ね、ずっと出版されていくと思いますので、ずっと効果が期待できるのではないか

と考えております。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  今、担当の泉係長が言いましたように、非常に好評で、一定の成果はあったかと

思います。 

 せっかくそうした事業を取り組んだり、イベント開催ということでありますが、

その紹介する機会がありませんので、それを何か紹介させていただいてですね、そ

の媒体が東峰テレビなのか広報誌なのか、そうした形を通じましてですね、こうい

った活動を取り組んでいると、こうした成果があったということでお知らせいたし

まして、そこで喚起という効果があればですね、またそうした新たな団体の方にも

プロモーション活動に取り組んでいただくと。 

 それから、やはり大事なところは、継続する、呼び込むプロモーション活動とい

うのが大事なことになってくると思いますので、その辺りも継続的な効果が図られ

るよう検討していきたいと思います。 

 委 員 長 ５番 高橋委員 

 ５  番  ぜひ、積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 その下のイベント拡充支援事業について、続いて質問させていただきたいと思い

ます。 

 イベント拡充ということで、既存の地域団体の祭りであったり、イベントの拡充

ということなんですけれども、定期的にその拡充というのが、どう拡充なのかなと

いう難しい部分もあるんですけど、大体現時点でですね、こういうことがイベント

拡充にあたるという部分、もし具体的な部分がありましたら、お答えいただけます

でしょうか。 

 委 員 長  泉主査 

農林観光課主

査 

 イベント拡充支援事業につきましては、現在ですね、村のほうから補助を行って

いるイベント、それから活動の団体にですね、その団体が、そのイベントの中で新

たな内容を盛り込んだ場合、その場合につきまして上積みという形になりますが、

今のところ考えているのは１５万円を上限として出そうと、要綱を作成していると

ころです。 

 内容的には、昨年度まで行っていなかったもの、それを新たに実施する場合手す

ね、そのイベントの中で実施する場合、拡充したという、みなすということで、今

考えております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  新たに行う内容であったりという部分で、基本的にはハード的な部分で、何か購

入であったり、設備的な部分を増強したりとか、そういった部分を想定しておけば

いいんでしょうか。 

 委 員 長  泉主査 

農林観光課主

査 

 そうですね、ハードと決めたわけではないんですけれども、昨年までなかったも

ので、新たに何か盛り込んだ場合、ソフト、イベント、そういう例えばステージイ

ベントとかでもいいんですが、新たにですね、何かを拡充する場合、この補助金を

支給するという形を、今のところ考えております。 

 そのハード面も含めるかどうかはですね、ちょっと今、検討中ではあるんですけ



67 

 

れども、物を買ったりとかですね、そういう面に関しましては、ちょっと今のとこ

ろ検討中です。今のところはソフト面を考えているところです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ソフト面という部分でいくと、イベントを拡充した次の年もまた、イベント拡充

のこれを使わないと、事業が継続できないのかなと思ってしまうのですが。 

 そういった意味ではなくて、あくまでも今回１回拡充するためのステップアップ

というか、最初の動き出しという部分の事業と捉えていいんでしょうか。 

 委 員 長  泉主査 

農林観光課主

査 

 そうてすね、基本的にはですね、村から補助を行っているイベント等の活動に対

して、その拡充する部分ということなので、ベースの補助はですね、そのベースの

イベント補助で出ているということで、その分に新たに何か、先ほど秋まつりで言

われてましたが、マンネリ化しないように、そういうための補助としてですね、今

のところは考えているところです。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課長  例えば、これは、具体的な検討は、例示としてはどうかと思いますが。 

 メイン会場で行ったものを、例えはサテライト会場として、杷木のどこどこでや

るとか、福岡市のどこどこでやる、民陶むらまつりのサテライトですとか、ほたる

祭の云々とかですね、あと例えば器とのコラボによる、有名シェフを呼んできてと

か、ポスターの有名なデザイナーがデザインしたポスターだとか、今までと違った

切り口でイベントプロモーションを行ったもの。 

 そして、その真新しさによって、一層別の分野に興味のある方を取り込むとかで

すね、そうした既存のイベントに対する拡充部分というのが、そうした例示に考え

られるかなというふうに思っております。 

 それをきっかけに、やはり次の展開をまた、その団体によって工夫してもらうと

いう考えを持っていただきたいと思います。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １５４ページ、７款２項１目、事業の説明書で言ったら、松尾城幟旗関連で２５

万円予算の計上があっていると思うんですけれども。 

 以前、旗は作られたと思うんですけれども、今年も作る予定なのでしょうか。 

 委 員 長  泉主査 

農林観光課主

査 

 松尾城の旗はですね、本年度ですね、２７年度も作成はしております。 

 ただ、旗ということで、ある程度消耗品的なものになってきますので、ある程度

の期間ですね、あげていますと、破れたり褪せてきたりしまして、実際昨年度作っ

たものがですね、２枚ですね、破れておりまして、なかなか風が強い日等もござい

ますので、ずっとあげているというわけにはいかないんですが、ちょっと風の強い

日は下ろしたりしているんですけれども、それでもどうしても高くて風当たりが強

いところですので、下のほうであんまり吹いてなくても風が強いときがありまして、

少し破れてしまったという部分があります。 

 補修しながら使ってはいるんですが、やはりある程度定期的に、あそこに飾ると

いうことでですね、作っていく必要があると考えております。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  小石原にとってですね、松尾城は観光資源でもありまして、旗も大事なこととは

思いますけれども、もっと松尾城のですね、上ったときに、景観がすごくすばらし

いことがありますので、上り口だとかですね、イベント等を企画することいいんで

はないかなと思いますけれど、そのようなお考えはありますか。 

 委 員 長  泉主査 
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農林観光課主

査 

 そうですね、現在のところウォーキング事業を村で行っておりますが、その中で

ですね、年に２回ほど松尾城をコースに含めております。 

 それから、これは民間団体になるんですけれども、そちらのほうがですね、観月

会であったりを行っているところなんですが、やはりまだ利用回数等が少ないとい

うところもありますので、今後のイベントの中でですね、そういうのを含めていけ

ればなと考えているところであります。 

 昨年度民陶むらまつりにおいてもですね、秋月のほうの方にご協力をいただきま

して、鎧武者のですね、行列とまではいかなかったんですが、のイベント等も行い

ましたので、黒田氏繋がりということで、秋月のほうとも協力をしながらですね、

そのような武者イベント等もですね、少し取り入れていきたいなというところで、

考えているところではあります。 

 委 員 長  以上をもちまして、農林観光課の質疑を終了したいと思います。 

 休  憩  

 委 員 長  １５時２０分まで休憩いたします。 

 次は、建設水道課の質疑に移ります。 

 （１５時１０分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（１５時２０分） 

 委 員 長  次は、建設水道課の質疑を行います。 

 建設水道課の質疑はありませんか。 

８番 佐々木委員 

 ８  番  ページで言えば１５９ページの８款４項１目の１１の修繕費のところですね。 

 住宅の修繕費の関係なんですが、これは、今、住宅の関係、修繕するのか、改修

するのかとか、いろんな考え方があるとは思うんですね。 

 やっぱり昔の作りだから、例えば風呂が狭いとか、やっぱりそういうふうな修繕

じゃなくて改修等も１つ考えられないのかなと思うんですが。その辺の見解はどう

なのか、尋ねます。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  住宅につきましては、かなり年数が経っているということで、老朽により修繕と

いう形で、今、取らせていただいているところです。 

 建物が古ければですね、改修してもというような部分もありますので、現時点で

はもう修繕という形でしか考えておりません。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  やっぱ公営住宅というか村営住宅のリフォームというのは、なかなか考えづらい

んですかね。 

 委 員 長  村長 

 村  長  一応ですね、住宅等につきましても、長寿命化計画等があります。  

 しかしですね、今、議員言われるように、もう古くてですね、どうしようもない

と言ったらいかんのでしょうけど、古くてもうリフォームも利かないような建物も

あります。 

 したがって、そういったものについてはですね、やはり建て替えとかですね、そ

ういった形を将来的には考えなければならないと思いますので、あまりにもちょっ

と古いところにつきましては、修繕等ぐらいで改修まではしなくてですね、今後の

計画に基づいてやっていければなと思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 
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 ５  番  １５９ページ、８款４項２目住宅建設事業費の分で、工事請負費の分です。 

 小石原のほうに１０戸、ダムの事業と合わせて行われる分ではございますが、２

８年度建設を行うにあたって、地元業者が、建設業者がですね、この工事請け負え

るのでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  建設戸数１０戸ということで、請負業者につきまして、また、選定委員会等あり

ますので、その中に諮った上での指名となりますので、事業につきましてはですね、

できるだけ地元企業というような考えでは思っております。 

 委 員 長  村長 

 村  長  これはあくまでもですね、公営住宅法の補助事業でやりますので、前回の定住促

進住宅はですね、これは村単費でやっておられましたので、そういう地元企業とい

う対策が利いたかと思いますけれども。 

 今回の場合は補助事業、当然会計検査等もかかりますので、これはもう、今のと

ころ一括発注に、建設業法上はなるかと思います。 

 そうしますと、また、ベンチャーを組むかですね、そういった発注の仕方になろ

うかと思っております。分割は多分できないと思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  法律にもちろん則った上でですね、地元の業者さんたちが入れる形、ジョイント

ベンチャーというかですね、先ほど村長も言われましたけれども、そういったとこ

ろでですね、入れる口と言いますか、何かしら関与できる部分はですね、ぜひ作っ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  村長 

 村  長  それは、やはり地元の工事でありますし、地元業者さんが入れるようなですね、

配慮というのは必ずやらなければならないと思っておりますので、それについては、

今考えられますのは、先ほど言いましたベンチャーだと思いますので、ライスセン

ターの上屋についても同じでしたけれども、そういった形になろうかと思っており

ます。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １５２ページの６款２項４目林道維持費で、林道清掃作業員賃金で、これは地方

創生で２名ということを書いておりますけれども、林道、自分もですね、いろいろ

猟友会のほうとかでも通ったりすることもあるんですけれども、継続的にこういっ

た作業というかですね、清掃作業等、整備等をですね、継続性を持って考えられて

いるのでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  まず、賃金２名ということでですね、事前の説明会の中で２名という表示があり

ましたが、作業員のオペレーター及び作業員といったことの２名ということでです

ね、２名の方をという意味ではございません。 

 今年度林道の草刈りとか側溝浚渫、今までなかなかそういった整備ができてない

ということでですね、今回計上したものでございます。 

 今年度予算で全部できるのかと言いますと、なかなか難しい部分だと思いますの

で、今年度行いまして、またその後来年に向けてもですね、同じように必要になっ

てくるのではないかなとは思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ただ今のに関連しまして、１５５ページの美しい村づくり事業、企画政策に当た

るんですけれども、この関連というのはあるんでしょうか。 

 この林道の整備自体は林道のこの維持のほうでされてという、やる事業はそんな
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に遠くはないような感じがするんですけれども。その辺の関連はあるんでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  美しい村づくり事業におきまして、嘱託職員ということで、嘱託職員の方に林道

の作業の労務班あたりの取りまとめと、あと作業内容とか、そういった部分の手配

をしてもらうという形になります。そういった関連性がございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  なかなか複数の課をまたぐといろいろ連携が必要になってくる部分がございま

す。 

 この林道、美しい村づくり事業も含めてですね、どちらが率先してコントロール

されていくのでしょうか。 

 林道に関して建設水道で、景観づくりのほうは企画、そしてその作業をする嘱託

職員は企画ということでよろしいでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  予算書のとおりにありますようにですね、美しい村づくり事業のほうの嘱託職員、

そちらのほうが主となってまとめていくというような形になるかと思います。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  １５２ページ、林道の維持費とか施設費とか出ておりますので、１つお伺いしま

す。 

 私が今度議員になった２６年の秋頃に、前農林の課長であった野寄課長にですね、

黒谷の入口のところ、要するに民家が下にあります。あそこの裏山がですね、非常

に大きな石も落ちて来て、非常に危険な状態であるから、あそこはどうかならんか

というようなことを、私は言っておりました。 

 そうすると、県のほうに相談してみるということでございましたけれど、先ほど

聞いたところ、日野課長にもそれは連絡はしておるということでございますけど、

それはどういうふうになっておるかを、ちょっと知らせていただきたいなと思いま

す。 

 委 員 長  樋口係長 

建設水道課係

長 

 先ほどの箇所の件でございますが。 

 こちらのほうは、本年度に調査が入っております。朝倉の森林土木のほうの治山

の関係で、本年度調査、一応来年度に法面の手当をするというところを聞いており

ます。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  今年度ということは２７年度に調査をもう終わったということですか、それとも

２８年度調査で、２９年度に工事というふうな段取りになるわけですか。 

 委 員 長  樋口係長 

建設水道課係

長 

 ２７年度に調査が終了しております。２８年度というところです。 

 委 員 長  １０番 大蔵委員 

 １０ 番  関連です。 

 林道のですね、浚渫ですね、側溝の。あの浚渫を、民家の近くの側溝は住民に任

せて、あとのところは村がするというようなことを、村民の方から聞いたことがあ

ったんですが、大体実際問題として、村が全部管理するということでよろしいんで

しょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  現在、地域によっては、林道を自主的にですね、管理者の方が管理していただい

ている部分もございます。 
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 できる限り地域で管理をしていただくというのが、基本として考えているところ

でございます。 

 なかなかそういった関係者が高齢化したとか、いろいろそういう管理ができてな

い部分について、今回の予算でということで考えております。 

 委 員 長  １０番 大蔵委員 

 １０ 番  この林道ですね、もう行ってみれば分かりますけど、至る所に草が茂ったり、側

溝が詰まったりしているわけですね。 

 そんな中で、優先順位をどこで付けるのかということをするときにですね、何を

基準にするのか、そこ辺が、もし基準があれば教えてください。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  まだ基準についてはですね、今から検討していくというようなことを考えており

ますので、はっきりした基準等はまだ設けておりません。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １５７ページの８款１項３目水源地域整備事業費の１３節、水源の森交流館、仮

称のですね、実施設計委託料が４，１０４万円と出ていますけれども、設計費が４

千万円ということは、建設費はどのぐらいになるのでしょうか。 

 委 員 長  小野係長 

建設水道課係

長 

 建設費につきましては、現在のところ概略でございますが、５億程度の総事業費

を見込んでおるところでございます。 

 来年度につきましては、この実施設計のみを上げているところでございます。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  改修というかですね、リフォームというか、旧小石原小学校の改修にあたって、

改修で５億というのは結構高いようなイメージがありますけれども、そのことにつ

いて、どうお考えでしょうか。 

 委 員 長  小野係長 

建設水道課係

長 

 この小石原小学校で行います水源地域の仮称でございますが、水源の森交流館は、

大字小石原地区の地域の活性化の拠点となる施設でございます。そして、この事業

は、議員ご承知のとおり、ダムの水源地域特別措置法の指定を受けた水特の事業で

行うものでございます。 

 小学校については年数も経っておりますし、水道の配管ですとか電気、それから

駐車場の整備や村民グラウンドへのアクセス、そういったところ、そして浄化槽に

ついても、現在は、蒸発散式の浄化槽が付いておりますけれども、そういったもの

を考慮したり、また、食材の提供施設を建設するように予定しておったり、あと獣

肉、シカ・イノシシの処理する施設も併せて整備するようなことを考えております

ので、改修といっても、非常に施設も鉄筋コンクリートですが、昭和５６年当時の

ものですので、それを改修するのには、費用はかかるというふうに思っております。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  関連ですが。５億というと結構大きな金額になります。  

 確かにダム関連事業ということでですね、補助金でそういう建物をつくるので、

村としてはあんまり費用はないんだろうと思いますが、後々ですね、維持管理費と

か運営とかに関しては、随分やっぱり費用がかかってくると思うんですよ。 

 そういった面で、採算性の目安と言いますか、そういうものも計算されているん

でしょうか。 

 委 員 長  小野係長 

建設水道課係

長 

 議員ご指摘のとおり、非常に大きな予算を、村の予算を使うということになりま

す。 
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 財源については、利水者そしてダム事業ということでの予算でございますが、こ

の運営についてはですね、やはり地域にとって喜ばれて、そして運営についてもコ

ストが抑えられて、継続してそこの施設が成り立つというようなことが重要だと思

っております。 

 これについても平成２６年度から、この施設の検討のプロジェクト委員会を立ち

上げ、２６年、２７年と検討を行ってまいりました。 

 その中で、その施設の内容等についても検討し、また、ダム対策委員会でもその

都度報告をしながら、実施してきているところでございます。 

 来年度の実施設計につきましては、これをどう具体的に運営体制はどうするのか

とか、その他の施設との連携とか競合しないようにとか、そういったところまでで

すね、運営体制の内容についても、この実施設計の中で新たに検討していくと。 

持続可能な施設になる、喜ばれる施設になるように検討を重ねて、より良いもの

をつくりたいと思っております。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  ページはありません。 

 昨年からですね、年度末にできました小松団地ですけれども、募集が２月いっぱ

いで終わっておるというようなことで、私は承知しているところでございますが、

当初、産業建設委員会の中では、十分に周知ができてなくて、募集がうまくいって

なかったという中で、聞くところによると、募集がたくさん、あとは来てもらった

というようなことで、話は聞いているところなんですけれども、せっかくの機会で

すので、これについてですね、今の現状をお教えいただきたい。名前等々は別に必

要ありません。どれだけの募集があって、どうなったというようなところを教えて

いただきたいと思いますが。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  募集のほうはですね、Ａ・Ｂ棟、こちらは家族向けという形ですが、６件の申し

込みがあっております。Ｃ棟、単身向けですが、こちらは４件の申し込みがあって

おります。 

 昨日ですね、内定というような形でですね、入居予定者の説明会をしたところで

ございます。 

 あと手続き等がありますので、その辺りを今から進めていくというところでござ

います。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  そうしますと、Ａ・Ｂ棟については６件ということですので、２戸の方が外れた

という形ですよね。Ｃ棟については４件ですので、全員が入られたというような形

になるのかと思います。 

 そうしますと、一緒にですね、じゃあ、このＣ棟は単身ですので、これ４件で４

人かなと思うんですれども、いろんな事業の中でですね、このＡ・Ｂ棟について、

入居者ですたいね。具体的に、じゃあ、子どもさんがいるとか、そういうところは

ですね、どんなふうなんですかね。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  Ａ・Ｂ棟につきましては、子どもさんがいずれもいらっしゃるということで、人

数については、はっきり資料がございませんので、把握しておりませんが。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  入居者のですね、名前とか要りませんから、家族構成とか、そういうものについ

て、人数等をですね、あとで教えていただくか、書面で貰えればと思います。 

 委 員 長  建設水道課長 
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建設水道課長  後ほど資料としてお渡ししたいと思います。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  １５８ページ、８款２項４目村道改良事業費、１５節の工事請負費のほうで、本

年、杷木・宝珠山線の工事のほうに入っていくかと思います。 

 聞いているところは視距改良という事業でありますが、その杷木・宝珠山線の今

後ですね、その視距改良後、どういった具合に杷木・宝珠山線がなっていくのか。 

 以前は県代行ということがありましたが、体制的に杷木・宝珠山線の位置付けで

すね、どういった具合なのかお答えいただけますでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  杷木・宝珠山線につきましては、以前は県代行事業ということで進めておりまし

たが、県のほうがですね、代行事業としての事業が、もうやめているというような

ことでですね、期成会を昨年設けまして、期成会によって、また県代行事業として

要望していくというような形を進めていきたいと考えております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  期成会ということで、今、国県道の期成会もございますが、そこに合流してくる

形になるんでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  杷木・宝珠山線につきましてはですね、以前からいろいろ県代行等で取り組まれ

ておりまして、宝珠の郷のちょっと向こうまでは整備をされております。 

 そういった中で、地元のほうから、平成２１年か２年まではあったけど、それか

ら全然できてないじゃないかとか、いろんなご意見がありまして、私も議員をやっ

てたときに、議長並びにですね、佐々木議員あたりも一緒に、いろいろと怒られた

ところであります。 

 そういった中で、やはりその期成会を作ってたらしいんですけれども、それが全

然動いてなかったといったところがありましたので、今回は、国県道の期成会の中

に、杷木・宝珠山線の期成会も一緒に並行していけるような形での期成会という形

で、去年からですね、やっていこうという形でやっているところであります。 

 それで、あとですね、先ほど建設水道課長が申されましたように、県代行という

のがですね、なかなか難しいと、現時点ではですね、そういったことでございます

ので、やはりこれをどう動かしていくかというのは、今後また検討をしていかなけ

ればならないと思っております。 

 委 員 長  他になければ、建設水道課の質疑を終了いたします。 

 休  憩  

 委 員 長  １６時まで休憩します。 

 （１５時４７分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 （１６時００分） 

 委 員 長  ただ今から、教育課の質疑を行います。 

 教育課の質疑はありませんか。 

７番 髙倉委員 

 ７  番  東峰駅伝部の子どもたちを教えている江藤先生の謝礼は、どの部分になるんです

かね、ちょっとそれを。 

 委 員 長  矢野主査、ページを言ってください。分かるなら。 

教育課主査  予算書の１７２ページですが、そこの一番上の欄にですね、負担金補助及び交付

金という欄があります。そこに総合型スポーツクラブ自立支援助成金というのがあ
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りまして、今、村にですね、ラブスポ東峰という総合型地域スポーツクラブが、 

 （「どこ。」の声あり） 

教育課主査  １７２です。 

 （「１じゃない。」の声あり） 

教育課主査  款項目節を申しますと、１０款５項２目１９節です。 

 失礼しました。１７１ページの負担金補助及び交付金、そこにあります総合型ス

ポーツクラブ自立支援助成金、この中に入っておりまして、ラブスポ東峰から支給

されるようになっております。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  金額は、はっきり示されないわけですか。 

 できたら、金額を教えていただきたいんですけど。 

 委 員 長  矢野主査 

教育課主査  金額はですね、月々謝金として３万円、それが１２月ですね。それと別に、遠方

から来られておりますので、旅費として５万円ということで、年額ですね、一部補

助になりますが、そういった内訳になっております。以上です。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  金額が分かりました。 

 これは、なぜこういうことを聞くかというと、私は、親御さんでもない、父兄で

もない人からですね、江藤先生、子どもたちをあれだけ鍛えてくれとるというか、

教えてくれてる人がですね、朝倉から来ておられますけど、非常にいくら貰ってお

るのかということを聞きました。 

 それで、教育長のところに行って、１回お尋ねして、また、報告したところなん

ですけど。そのくらいで、あれだけのことをしてくれる人は今どきいないぞと、い

うことを言われております。 

 できたらですね、やはり私もそれは感じております。これが学校の先生であれば

ですね、別にそういうことをする必要はないんですけども、本当に一般の人でござ

いますので、やはりもう少し、あれだけの偉業を残しておりますのでですね、考え

ていただけないかと思っております。 

 これは、私の希望ですので、答弁は要りません。 

 それともう１つ、先ほどこの駅伝のことで、子どもたちが、１１月頃からもう真

っ暗ですね、６時頃から来て練習をいたしております。 

 それで、教育長のところに行って、投光機とかは助成できないのかということを

お聞きいたしましたけど、それはどのようになりましたか。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  投光機はですね、消防のがあるということで、それを借りるということで準備を

しておりましたけど、今季は、冬は使ってないんですけどね、新しく作るとかでは

なくて、村にある投光機を、それを活用するという形で、陸上のほうにも回答して

おりました。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  陸上のほうに回答しておりましたということでございますけど、私も何度か朝見

に行ったんですけれども。 

 本当に消防の投光機が１個あるだけで、親御さんが車のエンジンかけてライトを

つけてというふうになっております。 

 特に車のあるところ、投光機のあるところはまあまあ明るいんですけど、体育館

のほうに行ったら、ほんと真っ暗になるんですよね。その中を一生懸命頑張って練

習しているから、せめて投光機の５、６個ぐらいはですね、やはり付けてやったほ
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うがいいんじゃないかと、私は考えておりますけど、そのような考えはありません

か。 

 これは、親御さんが希望するとか、しないとかじゃなくてですね、やはり村とし

ても応援していただきたいと、私は考えておりますけど。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  議員ご指摘のようにですね、教育委員会としてもそういう配慮はしていきたいと

いう考えは持っております。 

 先ほどの投光機で準備しましたけど、もう今季は要らないということで、そのま

まになっておりましたけど、できるだけそういう、せっかく頑張っておるからです

ね、そういう条件整備というのは、しっかりしていきたいというふうなことは考え

ております。 

 ただ、指導者の江藤さんに聞いたときにですね、少々の不自由なところも教育の

一環であるから、それも大事にしたいというようなこともですね、直接私は何回か

話に行ったんですけど、そういう中でやるゆえに、それに対する教育的な効果もあ

るというようなことで、お話をいただいているんですけど。 

 できるだけ条件整備としては、こちら側もやっていきたいという思いはあります。 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  １６３ページですね、１０款１項の２目、１９節の一番ずっと最後のところです

ね。就学資金利子補給金補助金ですね。これは、新規に、例えば民間から教育ロー

ンを借りた場合に、その利子の補填をするということでいいんでしょうか。 

 今借りてる人たちには、そういう利子補填とかは考えてないんでしょうか。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  これは、新しくまち・ひと・しごと創生の計画の中に入っておりますけど、具体

的にですね、まだ詳細な部分の規則とかですね、その辺のところまで至っておりま

せん。 

 それで、考えとしては、今年度からの部分でやっていくということで、今のとこ

ろは考えております。だから、さかのぼらないということでですね。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  まだ具体的には、なかなかこの就学資金の応援事業については、決まってないと

いうことで、今、教育長のほうから話が。  

 大学資金とですね、この就学支援の利子補填事業ですね、この２つを、ちょっと

教育長のほうにも尋ねたいんですが。 

 まず、この戦略の中にある大学等就学支援応援事業のところでは、大学のあれで、

いずにしても利子補給のみですよね。 

 だから、この利子補給というのは、大体、どういいましょうかね、今、何％で、こ

の学業資金というか、何％の利子補給を考えられているんですかね、これは。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  まず、このことの初めはですね、高橋議員のほうから、そういう支援ができない

かということも、ご指摘というか助言もいただきましたので、それからですね、い

ろいろ協議して、何とかそういうバックアップをできないかということで協議をし

ております。 

 首長部局ともですね、何回かすり合わせはしているんですけど、やっぱり財政の

問題とかですね、いろんなものが絡みますので、教育委員会としても協議した中で

は、まず利子の補填で適当でなかろうかという部分も協議をしております。 

 それと村長部局のほうの財政面の部分ですね、その辺との協議も残っております

ので、ちょっといくらぐらいになるかというのがですね、ちょっと分かりません。 
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 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  私たちが視察に行った山梨県の小菅も、村独自で確か学業資金と言いますか、そ

ういうのをやっておったと思ってます。 

 民間で、貸し出しの場合が、いろんな基準もあるでしょうしね、本当は何と言い

ますか、そういうふうな資金的な援助が、貸し出しができればいいんでしょうけど、

これは、金融が絡んできますので、なかなか難しいというところがあります。それ

は。 

 それはそれでいいんでしょうけど、利子補給程度なのかなと、ちょっと気持ちが

あるんですね。利子補給程度の支援しかできないのかという気持ちがあるもんです

から、どのくらいの利子補給ですかというようなことを聞いたんですけどね、尋ね

たんですけど、それはまだパーセンテージが分かってないみたいですので、それは

もう結構です。 

 ただ、やっぱり学業支援とか、いろんな支援をするときにおいては、高校も確か

に今いろんな困難者がいるということは、今新聞、テレビでも言ってますので、そ

ういうこともあると思います。 

 特に大学の場合は、やっぱりかなりの大きな金額等が出ますので、それは、特に

やっぱりなるだけならですね、資金を貸し出して学業に励んでもらう、これはもち

ろん貸与じゃなくてですね、それも十分。 

 なるだけ利子補給が、もし利子が高いものならですね、ある一定の利子補給はや

ってほしいなという思いの質問です。 

 委 員 長  村長 

 村  長  この問題についてはですね、随分時間を使って議論をさせていただいたところで

あります。 

 結果的にですね、やっぱり村として、しかも大学に行くというのはですね、相当

なやっぱり親については負担がかかります。それをどうやはり村としても支援をし

ていくのかというところが、一番難しかったところですね。 

 そういった中で、やはり就学支援資金とかですね、公的な資金、それから民間的

な資金、そういったものが当然あります。 

 ですから、まず公的な資金とかをですね、まず、先に使っていただいて、そして

それから民間あたりかなということで、そうすると、最終的にはもう民間の利子補

填、今大体３％あたりを計画しているんですけれども、そういったところを見てお

ります。 

 もっと進んだ意見ではですね、村がやっぱり一人当たりいくらという形を貸し付

けてもいいじゃないかと、いう議論もさせていただきました。しかし、やはり投げ

渡しで、渡すのと貸付によりますと、どうしても貸付というのは、やっぱりバック

してもらわないかん、その辺りが非常にやっぱり難しいし、それから、そこで差別

と言いますかね、これが出るということで、最終的には利子補填という形で、ちょ

っと落ち着かせていただいた段階であります。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  関連です。 

 利子補填事業なんですけれども、１つ確認でですね、民間の教育ローンというの

が、ちょっと自分もどこまでの範囲を言うのかなというのが、ちょっと疑問にあり

まして、日本学生支援機構、奨学金を行っているかと思います。 

 無利子のやつと有利子のものがあるかと思います。そこの有利子の部分も民間の

教育ローンと捉えて、この利子補填に当てはまってくるのでしょうか。 

 委 員 長  教育課長 
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 教育課長  一応試算をいたしましたところによりますと、民間の教育ローン、指定金融機関

と現在考えられているのは、福岡銀行、西日本シティ、それから筑前あさくら、そ

の他の村長が定めるような金融機関ということを考えております。 

 有利子までは、現在の案では考えておりません。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  そこまで入ったほうが、結局公的機関の有利子ということで、やはり所得制限と

か、そういった部分、有利子の分は確かそこまで制限はなかったと思うんですけれ

ども、いろんな審査等、優遇を受けやすい分、学生支援機構の分はあるかと思いま

すので、その辺の範囲は、該当されてもいいのかなという部分、もし何か、逆に該

当させると問題点があるなら別ですけども、あってもいいのかなと思うんですが、

その辺はご検討いただけますでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  この貸付の関係の中でですね、協議に私も参加させていただいておりましたので、

意見だけ述べさせてもらったところで、言ってみますとですね、日本学生支援機構

の分は、自分も子ども、大学生２人卒業して、今年１人卒業するんで、大体状況は

分かるんですけど。 

 金額によって違いますけど、償還期間が長いんですよね、学生支援機構の有利子

の分は。２０年、通常、月５万程度で２０年ほどあります。医学部とか薬学に行く

と、それが２５年とか３０年とか長くなってまいります。 

 そうした場合に、そういったものを対象にするよりも、近場でですね、福岡銀行、

西日本銀行、筑邦銀行とかＪＡとか、そういったところでですね、短期間で返済で

きるものを借りてもらってほうが、結果的に理屈は変わらないわけですね、償還す

る額は。利子の補填分はすべてしますからですね。 

 銀行とかその辺りを聞いてみると、１５年とか設定もできるようですし、そうい

った借り方をしていただければいいんじゃないかなと。本人負担は結果的に変わら

ないようになるであろうと。そういうことを意見として言ったまででございます。

以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  いろいろと検討されてるようなんですけれども、もう１つ確認でですね。 

 大体その借りられる額、パーセントは先ほど３％というのが少し手法として出て

来てますけども、借りられる額、月額いくらぐらいとか、その辺どれぐらいを想定

されて、この試算をされたんでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  私が答えるところではないかもしれませんが、現在、この３６万円計上している

分についてはですね、月額１０万円を借りて、３％で借りると年間１２０万になり

ますね。それに対する３％、利息が３万６千円になります。その３万６千円を、も

し１０人利子補給をすれば３６万円と、これをマックスで考えておるところでござ

います。 

 これが、今年についてはその数字になりますが、来年。再来年と累積されていき

ますので、極端にですね、大きい数字は考えると無理が出てくると、そういうとこ

ろでございます。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  １６８ページの１０款３項２目の１９節の中の野外活動補助というが地方創生で

入っていますけれども、内容についてお伺いしたいと思います。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  これにつきましては、本年度取り組みます中学校の困難克服体験というものを考
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えております。 

 今まではですね、夜須高原等とかで研修を行っておりましたが、本年度は宗像市

に行きまして、そちらで２泊３日、中学生の１、２、３ですね、すべての生徒につ

いて研修を行うという事業でございます。 

 １人当たり費用が１万５千円ほどかかりますので、その分の費用を計上させてい

ただいております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  １６９ページ、１０款４項２目公民館費の中の１９節のおとな未来塾公民館出前

講座助成金というところで、地方創生で、昨年度も出前講座されてたと思うんです

けれども、また、今年はちょっと題目を変えて新たな事業になっていますが、どう

いった形でこの出前講座をやっていくか、簡単な概要をお願いいたします。 

 委 員 長  矢野主査 

教育課主査  この事業につきましてはですね、今年度自主公民館活動の一館一運動に対して、

出前講座をしていくということで、内容を特定したエホントさんの講座ということ

でしているんですが、それだとですね、３事業準備していたんですが、１公民館の

み手を挙げたという状況でして、ちょっとこれでは、こちらから提供するメニュー

ばかりでは、なかなか効果が表れにくいということで、そちらの、今おっしゃられ

た講座を開設するところにしているんですが。 

 これはですね、概要を申しますと、集い・学びの場を設けてですね、自立的に学

ぶ意欲を喚起してですね、学ぶ楽しみ、仲間づくり、生きがいづくり等の自己充実

をはかるために、自ら何かを学びたいと、そういう積極的な村民の方の意欲に対し

て、その実施にかかる経費、講師料とかですね、会場使用料、そういったものを助

成していくということで、１件につき２万円の助成を考えております。 

 これはですね、その２万円の使い方としましては、例えば２万円の講師を呼びた

いということもあるでしょうし、例えば５千円の講師を４回呼んで、年間計画でい

ろんな講座を自ら立ち上げて、人を集めて実施したいと、そういった形式もあるか

と思われます。 

 自らそういったふうに手を挙げてくれる人をですね、探しながら、こういう事業

がありますのでご活用いただきたいということで、住民の方には周知していきたい

と考えております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  いろいろとですね、公民館のほうも今、持ち込み企画ではないですけども、こう

いう事業をやってみたいとかでですね、公民館に協力依頼とか、そういった部分、

来ているというのを聞いたりします。３月にもそういった事業が、講座みたいな形

で行われたりということを聞いているので、そういった部分でですね、こういう出

前講座みたいなのを活用できるのか。また、そういう、聞いたのは女性の団体であ

ったり、女性のグループであったり、育児中の方ということでですね、そういった

方が、また、ステップアップとしてですね、そういった事業を活用して、例えば、

これはもうあくまでも仮の話ですが、起業みたいな形でですね、お家にいながらも

できたりとか、そういった部分で繋がっていくような、そういう結構出前講座とい

うのが広い意味で捉えられるのでしょうか。 

 委 員 長  矢野主査 

教育課主査  高橋委員さんのおっしゃられるような内容のとおりですね、自治公民館単位でも

いいですし、手を挙げていただいてもいいですし、それ以外の個人のグループなど

でも手を挙げていただいて結構だと思っております。 

 いろんな可能性が考えられると思いますので、そこからですね、起業に結びつい
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たりすればですね、なお、この講座の効果が表れることになるんじゃないかなと思

っております。以上です。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページは１６６ぐらいになるんでしょうが、学校給食の助成で１８５万というの

が、１０款２項の３目の１９節ですね、学校給食補助で１８５万７千円。 

 これは、金額的なことを言うんじゃないんですが、学校給食については、４，２

００円が１，２００円の補助、中学校４，９００円が１，２００円の補助というこ

とで説明があっております。 

 この学校給食は、実際ジュース代とか学校給食に対する村の補助は、まだ他にあ

ってますよね。 

 学校給食、こういうふうな補助がなかったら、大体いくらぐらいで給食費の、何

と言いますかね、作るのかというか、１人当たりの給食代というのは、これは基準

がきちんとあるのでしょうか。 

 学校給食における１カ月の児童の１人当たりの給食代というのは、大体このくら

いというふうな制限があるのかどうかということです。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  給食代で、まず日常的に食べている給食ですね、中学校が４，２００円かかって

いるということは、それだけのお金がかかるわけですね。そして、その部分で１，

２００円補助してやって、家庭の負担を少なくすると。 

 だから、４，２００円かかっている分が、一応給食代になります。１食が、平均

すると２４０円から２５０円ぐらいですね。食材は、ちょっと物価の高騰とかで少

し上がったり下がったりします。そのときの給食のメニューによってもちょっと違

いますけど、それで１カ月大体４，２００円ぐらいかかるということで、今やって

おります。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  他の学校ですよね、他の学校の給食代というのは、大体どんなふうな金額的なも

のになっているのか。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  うちの部分とそう変わりはないという認識をしております。今、ここにデータを

持ってないけどですね。 

 大体学校給食会から食材を取りますので、それから判断したときにですね、大体

４千円、それぐらいはかかるというふうに、今、ちょっとデータは持ってません。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  学校給食会という小っちゃくても大きくても仕入れ単価は一緒ということです

ね。 

 それで一安心したんですが、やっぱり量的なものとかいろんなものにおいて、学

校給食の金額がですね、もし高いものになって、高いものから１，２００円とかの

補助をしても、そんなの補助じゃないんじゃないかなという気持ちがちょっとあっ

たもんですから、実態はどうなのかということで、今、質問したところです。 

 分かりました。以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  ページは１１２ページ、１０款１項６目ですね。ここにですね、テニスコート使

用料で１万円という形で出ておりますけど、この数字については、１万円とはどう

いうことなんですかね。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  実際１万円上げておりますけど、昨年につきましてはですね、大名中学校等が使
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用した分は無料にしております。そして数回しかしておりませんので、これほど多

くは入らないとは思いますが、テニスコートを使用できるようなですね、スポーツ

クラブ等を活発にして、この目標に少しでも近づけたいと思っているところです。

以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  このテニスコートですね、前からもずっと修理のことを話があって、全然これじ

ゃ使えんじゃないかというようなことでの話は、ずっと一般質問等でもあったと思

うんですけれども、これは、対応はできてあるんですかね。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  ご指摘の部分はですね、行政懇談会の中でも出ましたしですね、まず、考え方と

してお答えをしたいと思います。 

 スポーツをいろんな部分でやりたいというニーズがありますので、いろんなスポ

ーツができる部分というのは確保したいと。 

 現在、テニスコートはほとんど使用がなされていない、年間ですね、ちょっと調

べましたら、昨年は数回しか使っておりません。 

 ただし、いろんなスポーツをやりたいという方の部分で、せっかくテニスコート

があるので、１面だけはですね、コート整備をして使えるようにしております。 

 今後ですね、そういうテニスコートがあるとか、いろんなスポーツの推進とか、

そういうものは教育委員会としても、公民館を主にですね、やっていかなければな

らないと思っていますけど、今の考えとしては、いろんなスポーツに対応する部分

で、何とかテニスコートは残していきたいというようなことで考えております。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  その話はですね、もう１年以上前の話じゃないかと、私は思うですね。 

 実質、これが、じゃあテニスコートが使える状態じゃないじゃないかというのは

ですね、もう随分前からですね、話は出ておるかと思います。その中で、違う面も

考えないんかという話は、教育長のほうから話がありました。 

 しかしながら、今年にかかっても、来年のこの予算化している分についても１万

円と。全然それを活用するというものついてが、話が進んでないのか、そのものを

どうやっていこうということの協議をされてないのか、その辺りのことはあるかと

思いますけれども。   

 せっかくああいうものの中があるんだったら、早い時点でのですね、テニスコー

ト以外をつくるんだったら、そういうものについて結論と言いますか、目的のもの

をきちんとしてやらんと、ただあるだけ。村民の皆さんが見たら、あれは１面だけ

してから、あとの２面はどげんなっとるとねと、ただそれだけの話になってくるか

と思うんですよ。年数も随分なってます。 

 ですので、やはりこういうものを、もし違うものにするということであれば、早

い対応をですね、お願いをしておきたいと思いますが。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  先ほど答えましたようにですね、確か今、使いが非常になされてないという部分

があります。 

 前は活発にテニスクラブみたいなですね、同好会みたいなのがあって使ってまし

たけど、現状としては非常に少ないと。 

 ただ、今の時点でそれをつぶしてしまってという部分では考えてなくて、１面だ

けはとにかく使えるようにしようということで整備をしてやりましてですね、どち

らかというと、そちらの使用の部分をもう少し広めて、それでもまったく利用がな

されないという部分で、検討していきたいというふうに思っております。 



81 

 

 委 員 長  ４番 黒川委員 

 ４  番  今、テニスコートの件ですが、使用されていない、回数が少ないと。 

 今の状態ではですね、今、テニスをされている人たちはあまり来ないと思うんで

すよ。というか、あの砂の状態が良くないと。 

 だから、あれをもしきちっと整備してですね、例えばオムニコートとか、そうい

う形にすれば、今日田でも少ないんですよね、足りないぐらいあるわけです。  

 そして、ここにありますよ、いつでも使えますようということを伝えるようなこ

とができればですね、たぶん日田のほうからも来るようになると思うんです。そこ

のところは考えようじゃないかなと思いますので、ご検討してください。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  議員ご指摘のですね、コート、オムニコートですね、あれも考えてはちょっとみ

たんですけど、今、結局使えてない状況の中で、どっちが先なのかという部分があ

ってですね、一応そこまでは踏み込めておりません。 

 現在、今のあれは土のグラウンドだから、軟式はちょっとあれですが、硬式には

向かないとかですね、そういう部分の、やっぱり芝の面とかの部分もありますから、

本当にそういう部分で、費用対効果として、またはスポーツの推奨としてなるなら

ですね、ちょっと進めたいとも思っていますけど、現時点では、まずは今の活用の

部分をもう少し検討していきたいというようなことを考えております。 

 委 員 長  １番 柳瀬委員 

 １  番  予算書にはないですけれども、小石原の愛林学荘があったところというかですね、

松尾城の横の文化財等をですね、今後村の文化財をどこに保管して、どう維持して、

どう活用するのかというところをですね、お考えをお伺いしたいと思います。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  文化財の収蔵庫の件についてはですね、非常に長年の懸案でございます。 

 現在、愛林学荘ご存じと思いますけど、そこにいろんな遺跡等を保管しておりま

すけど、学校の跡地に置いているという形で、正式な部分ではありません。 

 今度はあそこに住宅が建つということで、移転先をずっと昨年から検討しており

ます。新しくつくるとか、または空いた村の建物を活用するとかですね、いろんな

ところを検討している状況ですけど、現時点ではどんなふうにするかというのはま

だ決まっておりません。  

 まず移転をしなければならないので、仮置き場をつくると。じっくりですね、保

存ができて活用ができるというところは、どういう場所がいいのか、どういう建物

がいいのかとかですね、そういうものも含めて、今、検討している状況です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  ページは、１７１ページ、１０款５項１目の７節賃金で、ここにあるんですよね。 

 この草刈り賃金というのは、どこのことを指して、これ入れられてあるですかね。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  草刈り賃金ですね、これは、小石原グラウンドの周辺の草刈りでございます。 

 回数的には年３回の草刈りを計上しております。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページは１７２ページと１７３ページの２つのところになるんですが、筑前米つ

き唄の関係を尋ねたいと思います。 

 この筑前米つき唄の関係の団体の方は、文化協会のほうとの絡みはないんでしょ

うか。まずそこを先に。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  絡みというとどういうあれかは、ちょっとあれですけど、発表会とかそういう部
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分とかは一緒にやっていますね。活動としては自分たちでやっている部分と昔から

の伝統芸能を掘り起こしたという部分では、ちょっと違う立場で捉えております。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  今、教育長が言われましたように、筑前米つき唄を掘り起こしたと。もう十数年

確かなると思いますね。前の宝珠山村のときにこの唄があるんだということで、大々

的に広めたと。 

 今、活動と言われたのでですね、活動はとのような活動になっているのかと、そ

れとこの文化協会の助成金の中に、そういうものが組み入れられないのかなという

思いがしたもんですからですね。 

 だから、米つき唄、米つき唄の団体ですよということなんでしょうけど、いろん

な補助事業の関係、いろいろあると思うんですね、考え方が。 

 ずっと行くのか、それともある一定の期間でまた考えるのかとか、そういうとこ

ろの問いなんですけどね。 

 この筑前米つき唄が、文化協会の３月の発表とかですね、体育祭とか、いろんな

ものでは確かに唄われてはいると思いますが、じゃあ、今度、この米つき唄を今後

どのようにしていくのかというのが、やっぱり見えてこないと、ずっとこのままで

すかというのが、ちょっと観点です。以上です。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  以前ですね、文化協会の中に一緒の予算として計上したことがありました。１年

ほどですね。 

 ただ、文化協会の方からいろんなご指摘を受けてですね、これは、協会のあれと

はちょっと違う部分で、先ほど議員言われたように、地域の伝統芸能を掘り起こし

て、昔からのいわゆる伝統文化ですね、それを引き継いでいっている意味があるん

で、その辺は違う性質のものとして理解していただきたいということで、私のほう

に依頼がありまして、その辺はですね、掘り起こした経過とか、または九州の唄に

放送したりとか、またいろんなところで公演したり、そういう部分の民俗文化とし

ての捉えはですね、確かにありますので、それは大事にしていきたいと。それで別

個にしてます。 

 今後においては、せっかくそういう掘り起こして、継承していっているものだか

ら、今後に繋いでいきたいという思いはあります。 

 その１つの取り組みとして、昨年の子ども文化祭の中でですね、実際に保存会の

方に来ていただい発表していただくと。ただ、これに「かたらんね」だけでは、ど

んな唄なのかとか、どんな取り組みなのかが分からないので、まず、児童生徒にそ

ういうのを披露してくださいという形でやって、今後それを継承していきたいなと

いう思いはあります。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページはありません。 

 学校の運動遊具の購入について、考え方を尋ねたいと思います。 

 この運動遊具というのは、学校で使っている綱引き用の綱とか、いろんな用具が

あると思うんですが、その購入というのは、どのような状況の中て、新しいやつが

買えるとか、そういうふうな、何と言いますか、用具の古さとか年月とか、そうい

うもの等で考えているのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  いろんな用具があるからですね、最終的には学校長の判断で購入をしているとい

うことで、今までやってきております。 

 その学校長の判断の部分で、耐用年数とか老朽化とか、教育の備品なりが教材と
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して耐えられないというような状況の判断で買い替えたりとか、だから、長く持つ

ものもありますし、使い方の頻度が多いとかいうものにおいては、単年度で終わる

とかですね、最終的には学校長の判断ということで購入をしております。 

 委 員 長  以上をもちまして、教育課の質疑を終了したいと思います。 

 暫時休憩します。 

（１６時４３分） 

 委 員 長  再開します。 

（１６時４６分） 

 委 員 長  続きまして、議会事務局の質疑を行います。 

 議会事務局への質疑がございますか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  ないようですので、質疑を終了します。 

 散  会  

 委 員 長  これをもちまして、本日の審査は終了しました。 

 明日３月１１日は、午前９時３０分から再開します。 

 本日は、これにて散会します。 

（１６時４７分） 
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 開  会  

 委 員 長  改めましておはようございます。 

 今日はですね、３月１１日、東日本大震災が起きまして５年になる日でございま

す。東日本大震災の犠牲になられました方々のために、黙とうを捧げたいと思いま

す。 

 ご起立ください。 

 黙とう。 

 （全員黙とう） 

（９時３０分） 

 委 員 長  お直りください。 

 ご着席ください。 

 ただ今の出席委員数は９名です。 

定足数に達していますので、１０日に引き続きまして、予算審査特別委員会を開

催します。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 委 員 長  昨日に引き続き、質疑を行います。 

 日程第１   

 委 員 長  日程第１ 議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予

算について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

７番 髙倉委員 

 ７  番  これは、私たちの地区は、黒谷水道ということで、今までずっと自分たちで管理

してまいりました。それが先日ですね、ちょうど私のところに上るところで、パイ

プの破損だろうと思います。水が土管の外にどんどん流れですね、私たちのところ

の２軒の水が止まりました。 

 それで工事をしていただいたんですけれども、非常に地中深く、１ｍ５０近く埋

まっておりましてたいへん大きな工事になったわけです。 

 それで役場の職員の人に、これはえらい大きな工事になるから、役場のほうで少

しは補填できんかと申しましたところ、私たちは水道料金を払ってないから、それ

は自分たちでやってくださいと言われました。 

 この簡易水道の中にですね、繰入金が一般財源から入っておりますよね、たいへ

ん大きな額が。これが村からの補填がなくて、水道の会計だけでやっておるんであ

れば、それも致し方ないかなと考えておりますけれども、これだけの大きな金額が

入っているということは、私たちは今まで村に全然迷惑もかけてないと、自分たち

で管理しておりましたので。 

 そこのところをやはり考慮してですね、少しぐらいの手立てというんですか、助

成というんですか、そういうものはできないかなと思って、ちょっと質問をいたし

ております。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  黒玉地区につきましては、地元管理の水道施設ということでですね、今までもず

っと地元のほうで維持管理をしていただいているというような状況でございます。 

 他にも村の中に飲料水供給施設等ありましたが、１地区については水道料金を徴

収して、村が維持管理しているというような状況でございます。 

 現時点で、水道料金等を取っていない地区については、地元でそういった修理等

維持仮をしていただいているというような経緯でございます。 
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 ただ、今回かなり大きな工事だったということでございますが、ちょっとそのあ

たりの金額等についても、ちょっと情報が村のほうにも入っていないというような

状況でございます。 

 負担の大きな事業というようなことであればですね、またそのあたりは協議をさ

せていただければなとは思っております。 

 委 員 長  ７番 髙倉委員 

 ７  番  確かにですね、黒玉は自分たちでやっておるから、自分たちのところは自分たち

で責任取れと、面倒見れという考えも分からなくもないですけども、先ほども言い

ましたように、一般財源から、これだけの大きな金額が簡易水道の中に入っている

んですよね。 

 だからそれは、じゃあ何のために入れているのかというふうに、私たちはちょっ

と言いたくなるわけですよ。 

 今まで２４年の大水害のときも、皆さん分からないと思いますけど、上のほうの

パイプが外れてですね、もう大雨の中地区のみんなが出て、修理した経緯もありま

す。 

 そういったことを、もしあれが本当に村の水道であれば、職員さんたちが出て、

やらなきゃならないんですよね。そういったことも加味していただかないと、そこ

は村の担当ではないから、あまりにも自分たちでやってくれでは、ちょっと話が違

うんじゃないかなと考えております。 

 はっきり申しまして、今度の水道の工事費用は、４８万なんぼ、４９万なかった

くらいですけどね、そのくらい来ております。それを２軒で払えということになる

と、ちょっと非常にきついんですよね。隣はおばちゃん１人だしですね。 

 そういうことも加味していただいて、やはりこういうふうに普通の村民の方にも、

３億何千万も出しておるんであれば、やはりそういったところもちょっと助成はで

きないかなと思っておりますけど。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課長  先ほどの一般会計の繰入金のことで、ちょっと補足でございますけども。 

 会計の繰入金というのはですね、基本的に水道事業を行った、ほとんど借金でや

っております。それの国が認めた部分を一般会計から繰り入れていいということが

ございますので、実際いうと事業をしたことによって、どうして借金をしなくちゃ

いけない。その一部を一般会計から、もう年々ですけど、ずっと何年間を通して補

填していただいているというのが実情でございます。 

 それと先ほどの件で、黒玉地区がですね、当時、鼓浄水場系統の工区を平成１７

年に開設されたときに、加入とかそういったお話もあったのではないかと、一緒に

入りませんか、ということはございませんでしたでしょうか。 

 そういったのがあればですね、ぜひ、そのときに入っていただいていればと思っ

ておりました。ちょっと補足ではございますが、そういったこともあったと思いま

す。 

 委 員 長  高倉委員、今の質問はですね、予算に関わる部分もあるし、関わらない部分もご

ざいますので、その問題だけをすっと引きずると、ちょっと予算とまた関係ない部

分もございますので、さっき日野課長が申しましたように、協議をしたいというこ

とでございますので、村当局とですね、また別な場を設けまして、相談をしていた

だきたいと思います。 

 他に、ご質問ございますか。 

６番 梶原委員 

 ６  番  １９１ページ、２款１項１目の１節ですが、新規の加入分担金、これは、地区名
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と何戸あるのか、教えてください。 

 委 員 長  樋口係長 

建設水道課係

長 

 これにつきましては、来年度建設される予定でございます、仮称でございますけ

ど、小石原上町団地の１０戸と、プラス合併浄化槽がどうしてもできますので、そ

ちらのほうの１戸で、１１件でございます。 

 委 員 長  他に、質問は。 

 ないようでしたら、簡易水道事業の質疑を終了したいと思います。 

 暫時休憩します。 

 （９時４１分） 

 委 員 長  再開します。 

 （９時４３分） 

 日程第２  

 委 員 長  日程第２ 議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳

出予算について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

５番 高橋委員 

 ５  番  ここの子ども医療費助成に関する部分で、ちょっとご質問したいと思います。 

 先月２月２６日の西日本新聞に、国の負担減額一部廃止へということで、記事が

出ていたので、ちょっとその部分でお聞きしたいと思います。 

 記事の内容はですね、厚生労働省は２５日、子どもの医療費を独自に助成する市

区町村に対し、国民健康保険の国庫負担金を減額しているペナルティー的な措置に

ついて、一部廃止する方向で検討に入った。ということで記載されておりました。 

 本村も子どもの医療費助成、村独自に行っている部分があるかと思います。 

 国からのペナルティー的な措置が現在行われているのか。そして、もし減額され

ているのであればどれぐらいの額なのか、お願いいたします。 

 委 員 長  岩橋係長 

保健福祉課係

長 

 今、おっしゃられていた減額措置というのはですね、国の国庫補助金を今、国保

会計で受けておりますけれども、これが独自に地方単独でやった場合、一定割合程

度その補助金を減額されるという措置で、これは、補助金を申請するときに自動的

に計算をされて減額を受けております。 

 ちょっと詳しい、これがいくらというのを、はっきり手元に資料がありませんけ

れども、以前ちょっと計算したところであれば、１５０万から２００万ぐらいは減

額されていたというふうに記憶しております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  減額されてくる部分では、ちょっといろいろ調べたら、この国庫負担金の療養給

付等負担金と普通調整交付金、こういったところなんでしょうか。 

 委 員 長  岩橋係長 

保健福祉課係

長 

 議員おっしゃるとおりですね、減額されている分につきましては、調整交付金と

療養給付費負担金、この２本ということになっております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  国のほうもですね、各市町村がもう一斉にというかですね、子ども医療費助成と

いうことで動いていることに対し、各市町村もいろいろ要望等を国にしていること

から、この一部は廃止していく方向という部分も出てきているということなんです

けれど、まだこれがどう動くか分からないんですけれども。 

 ちょっと今回質問させていただいたのが、もし、この一部廃止部分、どの辺が廃
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止されるか、記事の中では未就学児という部分が、もう一斉にペナルティー解除さ

れるのかなという部分も出てきていて、現在のこの地方創生の中にも、子どもの医

療費助成の部分書いている部分で、もしそういった部分で新たに財源がですね、一

部ペナルティーが廃止されることによって、国からの交付金のほうが多くペナルテ

ィーが解除された分ですね、出てくるのであれば、また、国保ということで会計的

に、ちょっと自分もまだ頭で整理できてないんですけれども、もう少し医療費助成

のほうを進めることができるのかなと思ったんですが。その辺の検討というのはで

きるのでしょうか。 

 委 員 長  岩橋係長 

保健福祉課係

長 

 基本的に国保会計ということでありますので、なかなか単費的な医療費助成とい

う方向では、この会計からはちょっと難しいかなというふうには思いますけれども。 

 ただ、波及減のカット、この分が廃止ということになりますと、当然その分補助

金のほうが減額されている分が多く来ますので、保険税のほう、こちらのほうの影

響的なもの、これが充足されますので、過度に保険税を上げるとか、そういったこ

とにはなかなか繋がらないということで、国保会計にとっては非常に助かるという

側面があるというふうには考えております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  現在も一般会計から法定外繰入されているかと思います。 

 この負担金の額が、減額分増えるのであれば、もちろん法定外繰入という部分の

額も減って来るので、その分の財源ですね、一般財源として表れた分で、もし子ど

もの医療費助成、学年を上げた部分であったり、そういった部分にも繋がってくる

かなと思います。 

 もし、そういった部分、また検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課長  子ども医療費の拡大につきましては、もう全体的な国の流れがですね、やっぱり

子どもを育てる環境をつくろうという大きな流れがございますので、とりあえず今

度、小学校までが全額医療費の拡大、今年のですね、１０月に予定されているとこ

ろですけれども、そのあたりに合わせましてですね、村の単費での継ぎ足しでの拡

大というのを、検討を今急いでいるところでございます。 

 大きな流れとしては、そのような方向に、担当課としても持っていくべきではな

いかと思っているところでございます。 

 委 員 長  他に、なければ、国民健康保険事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 日程第３  

 委 員 長  日程第３ 議案第２２号「平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出

予算について」 

 質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  なければ、質疑を終了します。 

 休  憩  

 委 員 長  １０時まで休憩します。 

 （９時５０分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 （１０時００分） 

 日程第４  
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 委 員 長  日程第４ 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」 

 総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

７番 髙倉委員 

 ７  番  私は、地域おこし協力隊のことで、皆様がどのようにお考えなのかをお聞きいた

したいと思います。 

 今おられる福永隊員がですね、こういうものを出しておるのは分かっておらると

思いますけれども。これが、すべてが悪いというわけではないんですけれども、自

分の自由な時間が制限されるというデメリットもありますとか、また、消防ですね、

これは。訓練や訓練後のコミュニケーションがストレスになってくる場合もありま

すと。 

 こういうふうに、ちょっと自分たちから考えたらですね、入ってくるときに、お

そらくこれは、役場のほうが、行政のほうが、こういうことがありますというふう

なことを言われておると思うんですけれども、こういったことを書いてですね、聞

いた話、本人から聞いたわけじゃないですけど、これを見るのに１００円を取ると

かいう話を聞いたんですよね。 

 こういうことを、いくら個人のあれかもしれないけれども、そういったことは許

されるわけですかね、ちょっと私はそこのところが納得できないのでですね、地域

おこし協力隊でここに来ておって、東峰村批判とまでは言ってませんけど、何かい

かにも田舎ではちょっとやりづらいなみたいな感じの意見なんですよね。 

 ですから、こういったことを、今度来られる隊員の方に思われたら、ちょっと困

るなと思って、この質問をいたしておりますけど、いかがでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  議員ご指摘の件についてはですね、私も読まさせていただいておりますけど、あ

くまでも個人的なブログの中だと解釈をしております。 

 ただ、やはり議員ご指摘のようにですね、いくら個人のブログであっても気をつ

けないかんところはですね、気をつけていただかなければならないと思いますし、

あと、消防団員云々等につきましても、それは、採用時点とかでですね、申してお

りますので、それは個人の考え方がいろいろありますし、それに対していろいろ言

うことは、ちょっと避けたいと思っております。 

 今後、今、隊員を募集しておりますけれども、そういったところについてもです

ね、そういったところについては、また、指導等とかですね、要件等を付けていき

たいと思っております。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  ページは１５４ページの７款２項の３目ですね、１５節の工事請負費のところの

３，７００万の中なんですが、これは、観光施設管理費の中で、鼓の里の直売所の

工事１，４００万等もこの中に入っていると思います。 

 これは、企画政策課長に尋ねたいんですが、どのような改修的なことになってい

るのか、まずお尋ねします。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  １，４００万の鼓の里の改修工事でございますが、今、農産物直売所とテナント

が入っているのは、別々になっています。それをいろいろ１つにするとか、別にす

るとか協議が鼓の里の中でありましてですね、結論的には別々のほうで工事してい

こうとなりました。 

 そして、今のテナントが入っているところの間仕切りがありますよね。今まで売

っていたところは、ちょっと今陶器部門がないんですけどね。 
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 間仕切りをオープンにして、そして、どこでも見えるような感じで、間を置いて

ですね、そして、構造物は変えません、構造物はですね。 

 その中で、いろんな間仕切りを変えたりしながら、また新しく陶器コーナーを置

くということを聞いております。 

 それとプラスしまして、屋内の中にトイレがございます。そのトイレは今閉鎖し

ている状態でございますが、そのトイレを、合併処理にはしませんけども、簡易水

洗にしてですね、そして身体障害者用のトイレも入れながらリニューアルという方

向で、今、進んでいるようでございます。以上です。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  改修をするんだったら、建設的な投資をするんだったら、やはり使いやすい、そ

れから利用客が増える、それから、農産物の出荷者も出しやすいような、やっぱり

施設の改修をしてもらいたいなというふうに思います。 

 これは、鼓地区が中心ではあるとは思いますが、出荷者は、宝珠山地区からのほ

うも出荷されているというふうに聞いております。こういうふうに拡充をするんだ

ったら、拡充をするだけの今度は、また、利益とか、その施設が活気づくような施

設づくりをやってほしいなという思いがありますので。 

これはもう建設費が決まっているみたいですか、中の施設の関係は、特にまた検

討しながら、寄りやすいとか利用しやすいとか、そういうもので考えてほしいとい

うふうに思っております。以上です。 

 委 員 長  村長 

 村  長  今、議員言われるようにですね、これが、本来ですと、鼓の里という名前のとお

りですね、鼓地区の施設だったろうと思いますけれども、今は聞くところによりま

すと、農産物の出荷等宝珠山の出荷者のほうがですね、半数近くになっているとい

うところであります。 

 議員のご指摘を踏まえまして、鼓の里の役員会のほうにもですね、やはり改修を

することによって、今後も利用客が増える。それから良い店舗となるようなですね、

ことは伝えていきたいと思っております。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  ページはですね、１５４ページ、７款２項３目、観光施設管理費、昨日から指定

管理料の関係で、同僚議員からもいろんな質問があっておりました。 

 この指定管理料の見直しについては、一昨年から比べると、非常に現実的な形で

の見直しがされておるということで、よく分かると言いますか、きちっとしたこう

いうものでですね、指定管理料を指定していかなければならないということはある

かと思います。 

 ただ、その中で小石原焼伝統産業会館、これの指定管理料の中でですね、これは、

また議会のときに、陶の里館の陶器の売上の問題等、いろいろお話はあったかと思

います。 

 それで、この指定管理料の今度の一覧の見直しの中で、別個に入れてあると。指

定管理料とすれば、計算上はマイナスが５００何万だという形であるんですけど、

それプラス、この道の駅の陶器の売上を足してあるという形でですね、指定管理料

を設定されてありますけれども、これ４００万の道の駅の分については、これは収

入に入れるか、もしくはこの中から引かなきゃいけないんじゃないかと。  

 考え方から、私はちょっと、ざっと考え方から言わせていただかく、４００万を

ただでやると、回すという形に見えるわけなんですよね。 

 これは、考え方が少しおかしいんじゃないかと。他の施設は、そういうものに対

して、きちっとやっておるのに、確かにこれは入ってます。でも、これは収入に入
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れんで、ただでこれ伝統産業会館に出すんですかと、いうことになりますのでです

ね、このところはちょっと考えていただかなければいけないんじゃないかと思いま

すがいかがですかね。 

 委 員 長  暫時休憩します。 

 （１０時１２分） 

 委 員 長  再開します。 

 （１０時１４分） 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  議員さんご指摘のとおりでございます。誠にですね、そのように私も思います。 

 この議員さんに配った資料の中にもですね、この４００万というのを入れており

ました。 

 というのは、前回と比較したときのですね、見やすい資料として作ったわけでご

ざいますが、本来ならば、これは、ここには上がらない数字ということでございま

して、指定管理料の中には含まらない。 

 ただ、補助金として別で流すという方向でございます。以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  今の、最後のほうはよく分からなかったんですけど。 

 じゃあ、これは入れなくて、補助金でただ、伝産館に入れるということですか。

そういう意味で、今、言われたんですかね。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課長  指定管理料としてはですね、決定の５０７万というのが指定管理料になります。 

 そして４００万というのは、小石原焼陶器組合に対してですね、補助金というこ

とに流すという方向でございます。 

 委 員 長  暫時休憩します。 

（１０時１５分） 

 委 員 長 （１０時１６分）  

 企画政策課長 

 委 員 長  村長 

 村  長  伝産館につきましては、伝産館ができた当時からですね、道の駅の陶器の売り上

げの中から一定料を伝産館の運営費用に充てるということがありました。 

 したがいまして、今回の伝産館の予算としてはですね、一番下に書いてあります

９０７万程度になるわけですけれども、今、道の駅から寄付金が４００万あるとい

うことで、決定額の５０７万を伝産館の指定管理料としているところであります。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  そうしますとですね、これは、この４００万は収入の中に入らないかんのじゃな

いですかと。運営をですね、していくために結局マイナス５００万になっとるんで

すよ。 

 じゃあ、この目的の分ですね、４００万の目的、この目的は、伝産館を運営する

ために、そうやって言い方は悪いんですけど、迂回みたいな形で入っとると。 

 だから、じゃあそれはそれでいいですよと。でも、そしたら収入に上げて、じゃ

あ指定管理料は減らさないかんとやないですかと。これだけ、マイナスだけが出て

ですよ、この寄付として回している分については、全然考慮してない、そのままだ

と。 

 そうしますと、他の指定管理のところとつり合いが、僕は取りないんじゃないか

と。収入の中で考えて、多少案分はあってもですよ、そういう形の中で出すのが普

通ではないかと。 
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 確かに、これをしておる陶器の方たちが一生懸命、一生懸命というか作って、そ

れで売り上げがあって、できたものを伝産館のほうに入れておるんですけれども。 

 でも、そしたら、なおのこそ僕は収入に入れるべきだと。その分があるから案分

して、多少ですね、変わっても、この指定管理料はまるまる考えた金額で出てくる

というのはですね、ちょっと納得がいかないしおかしいと考えるわけなんですよ。 

 ですから、収入の部分で入れて、もう一度再度計算し直すということならば分か

るんですけども、これは別箇ですよ、ただ５００万だけマイナスだから払いますよ

ということじゃないんじゃないですかね。 

 委 員 長  暫時休憩します。 

（１０時１９分） 

 委 員 長  再開します。 

（１０時２１分） 

 委 員 長  副村長 

 副村長  先ほどの伊藤委員のご指摘についてでございますけれども。 

 こちらの伝統産業会館の指定管理料につきまして、今回の指定管理の見直しの中

で、純粋に指定管理に係る経費とそうでないもの、そこを分けたというところがご

ざいます。 

 それの中で、従来の道の駅からの寄付金につきましては、伝統工芸の振興のため

に別途陶器組合のほうに補助をするという形で、商工施設管理費の中の伝統工芸支

援補助金４００万円ということで、計上する予定にしております。 

 それとは別に指定管理料といたしまして、同じく商工施設管理費の中の指定管理

料５１５万３千円の中に道の駅と伝産館の指定管理料が入っているということでご

ざいます。 

 したがいまして、この議員の皆様に配布しております資料の中で、その４００万

円というのが入っておるというところは、そもそもちょっと目的が違うものでござ

いますので、そちらに記載していたのはちょっと不適当だったと思っております。 

 それにつきましては、申し訳なく思っております。以上です。 

 委 員 長  ２番 伊藤委員 

 ２  番  今ですね、副村長がおっしゃられた分については分からなくはありませんよ。分

からなくはないんですが、結局、売上ですよね、売上とは違いますということなん

ですけども、伝産館の管理費用ですてね、管理費用は変わらないわけですよね。 

 だから、それで目的として相当というものは分かります。  

 だから按分でもね、何でもあるんじゃないですかと、これはもうだめですかって、

だから意味は分かるんですけども、考え方として、じゃあ、他のところとはどうな

るんですかと、いうところもあるかと思うんですよ。 

 私は、思うのは、だから、これ費用の中でですね、収益に入れてでも計算して、全

部引きなさいという話ではないんですよ。ただ、他との兼ね合いもあるしいろんな

こともあるから、ただ、やはりこれは、そのまんまというのは、この指定管理料を

見直す中で、やはり考えるべきではないんですかと。 

 ですから、まるまるこの４００万がいかんという話じゃないんですけども、考え

るべきじゃないんですかと、いうことを言っとるんですよ。  

 ですから、それは確かに補助金だから別に入れんでもいいという考え方もあるで

しょう。しかし、全体として見ればですよ、それも補助金も村が払うんですよ。指

定管理料も村が払うんですよ。 

 言い方が迂回とかいう話になってもですよ、それは、やはりこれは考えるべきも

のではないんですかね。 
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 委 員 長  暫時休憩します。 

（１０時２５分） 

 委 員 長  再開します。 

（１０時５５分） 

 委 員 長  村長 

 村  長  伊藤均議員のですね、指定管理料の算定についての話なんですけれども、指定管

理料の基準の算定につきましては、来年度に向けて、また検討をしていきたいと思

っております。 

 委 員 長  伊藤委員、よろしいですか。 

６番 梶原委員 

 ６  番  私は質問というよりもですね、これは提案ですが。 

 予算書の中にですね、例えばですよ、１３９ページの３款２項１目、１９節施設

型給付費とありますが、この横に美星保育所というのを、コメントじゃないですけ

ど、入れられないもんですかね。 

 全体的に書いてないですが、これは、村長にお願いするしかないんですけども、

こういった予算を作る中で、やっぱり分かりやすい予算を作るためにもですね、コ

メントとかそういうのを入れられないものか、ちょっとそれをお聞きしたいと思い

ます。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  ただ今ご指摘いただいたところはですね、３款２項４目の児童福祉施設費、目自

体にですね、直営分というのがございますので、そこで判断していただければとい

うところで、細かい名称は入れてないと思うわけでございますが。 

 その他ですね、例えば需用費の中で修繕費、それとか委託料、その他委託料、そ

の他工事費とか、そういった項目もかなり出てきております。そういった部分につ

いてはですね、できるだけどの部分の修繕費であると、そういった説明をですね、

今後できるだけ書けるようにしたいと思います。 

 ただし道路維持費とかですね、そういった部分で場所の限定されていないものと

か、そういったものもございますので、そういったものは単に工事請負費とか、そ

ういう形になろうかと思いますが、来年に向けてできるだけ努力したいと思います。 

 委 員 長  ６番 梶原委員 

 ６  番  総務課長のほうから、今、回答がありましたけれども、ぜひともですね、もう決

まったところはですね、もう決まって、地区とかどこの地名とかですね、決まった

ところは書いていただければですね、この主要事業の説明書を見れば分かるじゃな

いですかって言われるかもしれんですが、簡単なところは書いていただいたらいい

と思いますので、ぜひともお願いをしたいです。回答は要りません。 

 委 員 長  ８番 佐々木委員 

 ８  番  総括的な質問ではなく、意見を述べておきたいと思います。 

 ２８年度から地方版総合戦略が業務として出てまいります。今まで従来の業務の

他に、この地方版総合戦略の業務がまた出てくるということで、非常に職員の方は

大変なまた５年間あるいは４年間になろうかと思います。 

 また、内部的な人事異動等もあるかもしれませんので、特に、この地方版総合戦

略については、やはり工程表なり進捗状況がある程度把握できるように、必ず所管

の課はやっておいていただきたいと、このように思っております。 

 また、私どもの所管の委員会としても、特に注視をしながら検討もしていきたい

と、このように考えておりますので、執行部のほうに要望しておきます。 

 委 員 長  他に、ありますか。 
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５番 高橋委員 

 ５  番  昨日も質問したんですけれども、１６３ページ、１０款１項２目教育委員会事務

局費の就学資金利子補給金補助金、利子補給金していただくのはすごくありがたい

んですけれども、一応、これが地方創生にあたっていてですね、村に子どもたちが

戻ってくるようにというのが、最終的な目標にもなっているかと思います。 

 いろいろ試算したところ、昨日は総務課長の、一応ご意見的な試算はいただいて

います。それを計算したらですね、例えば月１０万という部分レベルで考えた場合

に１２月、高校の場合３年ですね、で３６０万。それを１０年間返していって、１

２月で割ると、毎月３万ずつ返していくと。 

 高校卒業で初任給、今、村の場合は１４４，６００円、マイナス３万引いた場合

に１１万というぐらいの実費、もう少しですね、たぶん手取りは減ってくると思い

ます。 

 大学の場合は、１０万×１２月×４で４８０万、で割る１０年の１２月、毎月４

万円ぐらい。大学卒の初任給が１６６，１００円という部分で、４万引いた場合に

１２万、手取りの場合代替１０万ちょっとあるのかな、どうなのかなといった部分

で、そういった部分で、なかなか村に帰って来ても、なかなかローンというかです

ね、返済を考えると、確かに親御さんたちの協力があってこその部分もあるかと思

いますが、自立した生活というのはなかなか難しいのかなという部分もあります。 

 利子補給という部分で、総合戦略に上がっていますけれども、やはりもう少しそ

このＫＰＩ、ＫＰＩ自体が大学を卒業した後に村に滞在、居住した人数というのも

上がっております。 

 そこの部分利子補給、もう少し今後のですね、検討委員会とか検証委員会等でも、

やはりこの辺していかないと、利子補給で大丈夫かなと思う部分ありますが、検討

いただけますでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  検証委員会がありますので、その中でまたその辺りは検討をさせていただければ

と思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ぜひ、検証していただきたいなと思います。  

 今のはあくまでも１４万と１６万の部分の初任給に関しては、あくまでも役場と

いうことで、やはり民間はもっと、もっと厳しい部分あるかと思います。 

 指定管理の話、ぶり返したくはありませんが、やはり臨時職あたりであれば日額

の賃金が６，２００円ですから、そういった部分も出ている中で、なかなか戻って

来にくい、そういった負担があるがために戻って来にくい東峰村ではいけないのか

なと思うところでありますので、ぜひとも検討をよろしくお願いいたします。 

 委 員 長  他にございませんか。 

 なければ、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」を、お諮り

します。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決するものと決定しました。 
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 日程第５   

 委 員 長  日程第５ 議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予

算について」 

 総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  なければ、質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算について」

を、お諮りします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決するものと決定いたしました。 

 日程第６   

 委 員 長  日程第６ 議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康事業特別会計歳入歳出予

算について」 

 総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  なければ、質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結します。 

 議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算につ

いて」を、お諮りします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決するものと決定しました。 

 日程第７  

 委 員 長  日程第７ 議案第２２号「平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出

予算について」 

 総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 議案第２２号「平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算につい
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て」を、お諮りします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決するものと決定しました。 

 閉  会  

 委 員 長  以上で、本予算審査特別委員会に付託されました案件の審査が終了いたしました。 

 これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会いたしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 本委員会の報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 皆様のご協力によりまして、付託されました案件の審査が無事終了いたしました。

厚く御礼申し上げます。 

 これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

（１１時０６分） 

 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
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